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第１章 計画の概要について 

１．計画策定の目的 

人口減少やモータリゼーション等の進行により地域公共交通の利用者数の減少が続いていた

中で、東日本大震災津波による人口動態・居住環境の変化、復興道路の整備の進展などの背景

を踏まえ、将来にわたって持続可能な地域公共交通ネットワークを構築していくため、本県で

は、平成 31 年（2019 年）３月に令和５年度（2023 年度）までの５年間を計画期間とする「岩

手県地域公共交通網形成計画」を策定し、「復興と広大な県土の交流を支え、まちづくりと交通

が一体となった持続可能な交通体系の構築」を目指すべき将来像として掲げ、市町村・交通事

業者をはじめとした様々な関係者と連携を図りながら計画の推進に取り組んできた。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で地域公共交通の利用者数が激減し、新しい生活

様式の定着によりその回復が遅れ、さらに燃料費高騰等による運行コストの増大、運転士不足

の深刻化などの複合的な要因が重なり、地域公共交通は依然として厳しい状況が続いており、

その維持・確保のため、更なる取組が求められている。 

また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下「地域交通法」という。）の令和２

年度（2020 年度）の改正により、「地域公共交通網形成計画」が「地域公共交通計画」となり、

計画の対象や内容、位置づけ等が拡充され、地方公共団体による策定が努力義務化されるとと

もに、令和５年度（2023 年度）の改正により、目的規定に自治体・公共交通事業者・地域の多

様な主体等の関係者の連携・協働が追加された。 

加えて、令和６年（2024 年）10 月の運行から、地域公共交通計画へバス路線を位置づけるこ

とが国庫補助の要件とされ、計画策定の重要性が高まっている。 

県土が広大な本県では、日常的な通勤や通学、通院、買い物等でも広域移動を伴うことがあ

り、その維持・確保が重要となることから、鉄道や広域的なバス路線をはじめとした広域的な

機能を担う地域公共交通の全体像の検討が必要となる。 

このような状況から、本県の地域公共交通を取り巻く情勢の変化等を踏まえた新たな課題に

対応するため、地域交通法に基づき、国、県、市町村、交通事業者、道路管理者、警察、公共

交通利用者などの代表で構成する岩手県地域公共交通活性化協議会において協議し、主に広域

的な機能を担う公共交通について、まちづくり、観光、教育等と連携した持続可能な地域公共

交通を構築するための新たな「岩手県地域公共交通計画」を策定するものである。 
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２．計画で使用する用語の定義 

岩手県地域公共交通計画（以下「本計画」という。）では、バス路線や接続拠点について、次

のとおり定義する。 

 

表１-１ バス路線等の区分 

用語 内容 

幹線路線 広域振興圏を跨いで広大な県土の移動を支える鉄道やバス路線 

広域バス路線 
広域振興圏内において複数市町村を運行するバス路線 

（平成 13 年（2001 年）３月 31 日の市町村の状態で判断する。） 

地域内バス路線 １市町村内を運行するバス路線（広域バス路線を除く。） 

 

表１-２ 接続拠点の区分 

用語 内容 

接続拠点 
広域的な公共交通相互又は広域的な公共交通と地域内公共交通が接続

する交通結節点 

広域接続拠点 接続拠点のうち、広域的な公共交通が接続する特性に着目したもの 

注１）：広域的な公共交通：市町村と市町村の境を越えて移動する公共交通ネットワーク 

注２）：地域内公共交通：１市町村内を移動するバス路線やデマンド交通などの公共交通ネッ

トワーク 
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３．計画の位置づけ 

本県は、県の最上位計画である総合計画「いわて県民計画（2019～2028）」の実効性を確保す

るため、重点的・優先的に取り組むべき政策や具体的な推進方策を盛り込んだ第２期アクショ

ンプラン（計画期間：令和５年度（2023 年度）から令和８年度（2026 年度））を策定している。 

本計画は、総合計画及び第２期アクションプランと整合を図るとともに、都市計画、観光、

教育、医療などの県の各種計画及び市町村が策定又は策定予定の地域公共交通計画、県と市町

村が合同で策定した三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画を関連計画として位置づけ、連携

を図るものとする。 

また、本計画の実施計画として、利用者の利便増進に資する事業を「岩手県利便増進計画実

施計画」として定め、事業を推進するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-１ 計画の位置づけ 

 

 

 

岩手県地域公共交通計画 

（２０２４～2028）
 

 

 

三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画 

（県・沿線市町村策定） 

・地域旅客運送サービスの持続可能な提

供の確保に資する地域公共交通の活性

化及び再生の推進に関する基本的な方

針 

・計画の区域、計画の目標、目標達成のた

めに行う事業・実施主体の設定 

・計画の達成状況の評価に関する事項 

・計画期間の設定 

いわて県民計画（2019～2028) 

・基本目標 

東日本大震災津波の経験に基づき、引き

続き復興に取り組みながら、 

お互いに幸福を守り育てる希望郷いわて 

地域公共交通の基本方向 
 

県策定の下記計画との整合 

① 都市計画区域マスタープラン

② みちのく岩手観光立県第４期基本計画

等

各市町村策定の総合計画 

各市町村策定の下記計画との整合 

① 都市計画マスタープラン

② 観光振興計画

各市町村策定の 

地域公共交通計画・ 

立地適正化計画 

岩手県利便増進実施計画 
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４．計画の期間 

本計画の期間は令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５か年とする。 

 

表１-３ 計画の期間 

年度 
令和６年度 
（２０２４年度） 

令和７年度 
（２０２5年度） 

令和８年度 
（２０２6年度） 

令和９年度 
（２０２7年度） 

令和 10年度 
（２０２8年度） 

岩手県 

地域公共交通計画 

 
 

（参考） 上位計画及び主な関連計画の期間 

年度 
令和６年度 
（２０２４年度） 

令和７年度 
（２０２5年度） 

令和８年度 
（２０２6年度） 

令和９年度 
（２０２7年度） 

令和 10年度 
（２０２8年度） 

総合計画 

 

観光振興計画 

 

三陸鉄道沿線地域等 

公共交通網形成計画 

 

 

 

  

計画に位置づけた事業実施 

計画期間（令和６年度～令和 10 年度） 

計画期間（平成 31 年度～令和 10 年度） 

いわて県民計画（2019～2028） 

計画期間（令和６年度～令和 10 年度） 

計画期間 (平成 30 年度～令和 10 年度) 

みちのく岩手観光立県第４期基本計画 
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５．計画の対象 

（１）計画の対象区域 

本計画の対象区域は、県全域を対象とする。 

なお、計画策定に当たっては、県土が広大であり、広域振興圏で地域特性が異なるため、広

域振興圏ごとの地域公共交通ネットワークを計画する。また、県域が接している青森県、宮城

県、秋田県については、都市間を結ぶ対象交通手段の運行見直し・改善を行う場合に、調整を

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-２  計画の対象区域 

  

県北 

広域振興圏 

沿岸 

広域振興圏 

県央 

広域振興圏 

県南 

広域振興圏 
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（２）計画の対象範囲 

本計画は、鉄道、路線バスをはじめとした各交通モードの位置づけ・役割を踏まえ、持続可

能な地域公共交通ネットワークの構築に向けた改善・見直しの方向性を示すものであり、特に

広域移動を担う公共交通の維持・確保と、広域移動の確保の観点から持続的で利便性の高い地

域公共交通ネットワークの形成、行政や交通事業者、他分野間の連携等による地域公共交通の

活性化に重点を置くものとする。 

 

≪本計画において維持確保の対象となる交通手段≫ 

 

・ 鉄道（東日本旅客鉄道、三陸鉄道、IGR いわて 

銀河鉄道） 

・ 路線バス（幹線路線、広域バス路線） 

≪本計画において幹線路線や広域バス路線との接続を

重視する交通手段≫ 

・ 地域内バス路線 ・タクシー 

・ コミュニティバス ・デマンド交通等 

 

図１-３  計画の対象とする交通モード 

 

  

 

不
特
定 
特
定 

【
利
用
者
属
性
】 

個別輸送 
（輸送密度：低） 

乗合輸送 
（輸送密度：高） 

【輸送形態】 

タクシー 鉄道 

コミュニティバス 

デマンド交通等 

スクールバス等 

マイカー 

本計画の対象 

地域内バス路線 

広域バス路線 

路線バス 

▼路線の維持確保を重視する部分 

▼幹線路線や広域バス路線との接続を重視する部分 
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第２章 本県における地域特性・地域公共交通の概況について 

１．地域の概況 

（１）土地・自然特性 

１）面積・地勢 

本県は、本州の北東部に位置し、東西約 122km、南北約 189km と南北に長い楕円の形をして

いる。総面積は約 1.5 万㎢に及び、その広さは北海道に次いで全国２番目に大きい面積であり、

日本の面積の約４％を占めている。 

県の西部は奥羽山脈、東部は北上高地が広がり、県央広域振興圏から県南広域振興圏にかけ

て県を縦断するように北上川が流れており、県南広域振興圏には北上盆地が広がっている。三

陸沿岸地域ではリアス式海岸が広がっており、良質な漁場となっている。このような地勢であ

るため、可住面積は約 3.8 千㎢と総面積の約 24.6％となっている。 

広域振興圏別にみると、可住面積は県南広域振興圏が約 1.9 千㎢と岩手県の約５割を占める。

次いで県央広域振興圏が約 1.0 千㎢で約３割、県北広域振興圏及び沿岸広域振興圏がそれぞれ

約 0.5 千㎢で約１割となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１  地勢図 

出典：国土数値情報 

表２-１  県及び広域振興圏別の面積 

出典：統計局「統計でみる市区町村のすがた 2023」 

総面積

（km２）

可住面積

（km２）

15,275.01 3,751.37

3,641.77 980.83

県全体に占める割合 23.8% 26.1%

5,255.52 1,852.24

県全体に占める割合 34.4% 49.4%

4,200.57 456.69

県全体に占める割合 27.5% 12.2%

2,177.17 461.63

県全体に占める割合 14.3% 12.3%

項目

県全体

県央広域振興圏

県南広域振興圏

沿岸広域振興圏

県北広域振興圏
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２）気候 

県内全域が豪雪地帯に指定されているものの、冬の積雪量は地域差が大きく、県央広域振興

圏、県南広域振興圏の奥羽山脈側は積雪量の多い日本海側の気候を示し、中でも八幡平市の一

部と西和賀町は積雪量が非常に多く、特別豪雪地帯に指定されている。 

北上高地側は高原性の気候を示している。北上川沿いの盆地は、冬は寒さが厳しく、夏は暑

い内陸性の気候を示している。沿岸広域振興圏は海洋性の気候を示しているが、宮古市以北で

は寒流の影響のため全般的に気温は低い。 

 

図２-２  過去 10年間の月平均気温と降水量 県央広域振興圏（観測地点：盛岡市） 
出典：気象庁・過去の気象データ（H25.1～R4.12） 

 

 

図２-３  過去 10年間の月平均気温と降水量 県南広域振興圏（観測地点：北上市） 
出典：気象庁・過去の気象データ（H25.1～R4.12） 
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３）土地利用 

いずれの広域振興圏においても、山林の占める割合が高く、60％を超えている。特に沿岸広

域振興圏では約 90％と高い割合となっている。 

宅地の占める割合は、県央広域振興圏が 3.4％、県南広域振興圏が 4.1％、沿岸広域振興圏が

1.6％、県北広域振興圏が 2.3％であり、総地積に占める割合は低い状況にある。 

 

 

図２-４  地目別地積 

出典：岩手県統計年鑑 地目別地積（H31.1.1） 

※「その他」の用途を除く地積 
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（２）人口動態 

１）総人口（年齢 3 区分）の推移 

本県の総人口は昭和 60 年（1985 年）の約 143 万人をピークに減少傾向にあり、直近の 20 年

間では、平成 12 年（2000 年）の約 142 万人に対し、令和２年（2020 年）では約 121 万人と約

20 万人減少（▲14.5％）している状況にある。 

国勢調査による人口増減率では、平成 27 年（2015 年）と令和２年を比較して、全国が▲0.7％

に対して本県は▲5.4％となっている。 

将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所によると、令和 17 年（2035 年）には 100 万人

を下回り、さらに令和 27 年（2045 年）には約 85 万人と、令和２年と比較して約 36 万人減少

（▲29.5％）と、今後も人口減少が続く推計となっている。 

また、令和２年から令和 27 年までの推計では、年少人口の割合は緩やかに減少し、老年人口

の割合は増加する見込みである。 

県では、いわて県民計画の第２期政策推進プランにおいて、人口減少対策を重点事項の一つ

に掲げ、自然減・社会減対策を強化することとしているが、少子化の進行により、公共交通の

通学利用の減少が懸念され、また、高齢化の進行により、移動に制約のある高齢者の増加が見

込まれることから、公共交通を利用しやすい環境整備が必要になると想定される。 

※本計画では、本項以降、最新の令和２年国勢調査に基づき人口動態等を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：S55 年～R２年国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
※人口増減率は実数値（単位：人）の計算結果 

図２-５  県全体の人口の推移 

表２-２  人口増減率の比較 
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①県央広域振興圏 

県央広域振興圏の人口は、令和２年（2020 年）現在、県南広域振興圏に次いで２番目に多

くなっており、高齢化率は 29.2％と、他の広域振興圏に比べて最も低い。また、人口減少傾

向にあるものの、令和２年と比較して令和 27 年（2045 年）は▲21.1％と、減少率は他の広

域振興圏に比べて最も低く、比較的緩やかに人口減少が推移する見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②県南広域振興圏 

県南広域振興圏の人口は、令和２年（2020 年）現在、広域振興圏の中で最も多いが、高齢

化率は３割を超えている。令和 27 年（2045 年）には高齢化率 44.6％と、生産年齢人口割合

47.5％に近づく見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-６  県央広域振興圏の人口の推移 

出典：H12 年～R２年国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 

出典：H12 年～R２年国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 

図２-７  県南広域振興圏の人口の推移 
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③沿岸広域振興圏 

沿岸広域振興圏の人口は、令和２年（2020 年）現在、広域振興圏の中で高齢化率が最も高

い 39.2％であり、令和 27 年（2045 年）には 49.3％と、人口の約２人に１人が高齢者（65 歳

以上）となる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④県北広域振興圏 

県北広域振興圏の人口は、令和２年（2020 年）現在、広域振興圏の中で最も少なく、令和

２年と比較して令和 27 年（2045 年）は▲42.4％と、減少率は他の広域振興圏に比べて最も

高くなる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２-９  県北広域振興圏の人口の推移 

出典：H12 年～R２年国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 

出典：H12 年～R２年国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 

図２-８  沿岸広域振興圏の人口の推移 
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２）転入・転出による人口動態 

本県では、直近 10 年間において、転入者数に対して転出者数が上回る転出超過（社会減）の

状況が続いている。 

平成 30 年（2018 年）の社会減 5,200 人に対し、令和３年（2021 年）の社会減は 2,750 人と

徐々に縮小していたものの、令和４年（2022 年）は社会減が 4,129 人と拡大に転じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１０  転入・転出による人口動態 
出典：岩手県人口移動報告年報 

 

表２-３ 転入・転出による人口動態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：岩手県人口移動報告年報 
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平成25年
（2013年）

 40,321  42,547 ▲ 2,226

平成26年
（2014年）

 38,983  41,977 ▲ 2,994

平成27年
（2015年）

 38,204  42,300 ▲ 4,096

平成28年
（2016年）

 37,722  41,371 ▲ 3,649

平成29年
（2017年）

 36,346  40,842 ▲ 4,496

平成30年
（2018年）

 35,893  41,093 ▲ 5,200

令和元年
（2019年）

 36,983  41,349 ▲ 4,366

令和２年
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 35,262  39,073 ▲ 3,811

令和３年
（2021年）
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（2022年）

 34,453  38,582 ▲ 4,129
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（３）市町村間の流動 

１）通勤流動 

本県の通勤は、広域振興圏内だ

けではなく、圏域を越えた流動も

発生している。 

特に県央広域振興圏を中心と

して、他の３広域振興圏との間に

流動が発生しているほか、県南広

域振興圏と沿岸広域振興圏の間

にも流動が発生しており、広域的

な移動手段の確保が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県北広域振興圏 

県央広域振興圏 

沿岸広域振興圏 
7.５千人 

6.0千人 

1.4千人 

県南広域振興圏 

図２-１１  通勤流動数（令和２年（2020年）） 
 

※流動 500 人以上の広域振興圏間流動を抽出 

0.9千人 

0.9千人 

1.0千人 

1.2千人 

２20.9千人 

２１5.0千人 
81．1千人 

青森県 

3.3千人 

１.0千人 

2.5千人 

0.5千人 

秋
田
県 

 

宮城県 

4.9千人 
4.3千人 

47.8千人 

出典：R２年国勢調査 

表２-４  広域振興圏域間の通勤流動（令和２年（2020年））        （単位：人） 

※就業先不明は非表示のため、合計は合わない 

従業地→

居住地↓

県央広域

振興局

県南広域

振興局

沿岸広域

振興局

県北広域

振興局

県内

就業者数

県外

就業者数
合計

県央広域振興局 214,950 7,490 891 1,424 224,755 2,048 231,649

県南広域振興局 6,011 220,885 1,247 119 228,262 4,012 235,596

沿岸広域振興局 364 863 81,050 186 82,463 1,165 84,736

県北広域振興局 980 65 322 47,811 49,178 3,331 53,112

合計 222,305 229,303 83,510 49,540 584,658 10,556 605,093
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①県央広域振興圏 

市町村を跨ぐ通勤流動は、盛岡市に対して多くの流動が発生しており、特に滝沢市から流

動総数の 45.1％となる 12,920 人、矢巾町から流動総数の 36.6％となる 5,194 人の流動がみ

られる。 

また、盛岡市から滝沢市や矢巾町、紫波町へ、紫波町から矢巾町への流動が多くみられる

ほか、広域振興圏外に対しては、盛岡市、紫波町から花巻市への流動が多くみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１２  通勤流動（令和２年（2020年）） 

至 花巻市 至 北上市 

表２-５  市町村間の通勤流動数（令和２年（2020年））     （単位：人） 

 

出典：R２年国勢調査 

 

出典：R２年国勢調査 

 

※ 流動割合は各市町村

に居住する就業者を母

数とした市町村間を跨

ぐ移動の割合を表示 

※各市町村から

500 人以上の流

動数を表示 

盛岡市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町

盛岡市 114,118 1,220 5,746 1,418 84 641 1,705 7,055

八幡平市 1,677 9,535 495 46 5 410 18 66

滝沢市 12,920 871 11,148 963 24 227 172 809

雫石町 2,226 48 510 4,942 4 8 50 190

葛巻町 92 18 17 4 2,171 93 1 4

岩手町 1,183 485 232 19 76 4,052 17 37

紫波町 4,244 15 170 60 3 13 7,656 1,929

矢巾町 5,194 40 196 90 2 21 850 6,615

従業地・通学地→

居住地↓

県

央

広

域

振

興

局
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②県南広域振興圏 

市町村を跨ぐ通勤流動は、花巻市から北上市へ流動総数の 13.1％となる 6,207 人と多くの

流動が発生しているほか、奥州市や金ケ崎町等から北上市へ、北上市や奥州市等から金ケ崎

町へ、北上市や一関市、金ケ崎町、平泉町等から奥州市へ、奥州市や平泉町等から一関市、

一関市から平泉町への流動が多くみられる。 

また、一関市と宮城県の間に、県を跨いだ広域的な流動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１３  通勤流動（令和２年（2020年）） 

至 盛岡市 

気仙沼市 

栗原市 

出典：R２年国勢調査 

 

 

 

※ 流動割合は各市

町村に居住する就

業者を母数とした

市町村間を跨ぐ移

動の割合を表示 

表２-６  市町村間の通勤流動数（令和２年（2020年））   （単位：人）  

出典：R２年国勢調査 

※各市町村から

500 人以上の流

動数を表示 

花巻市 北上市 遠野市 奥州市 一関市 西和賀町 金ケ崎町 平泉町

花巻市 34,779 6,207 285 552 129 22 392 6

北上市 2,926 35,538 128 1,984 193 123 2,204 15

遠野市 519 283 11,251 71 13 1 33 2

奥州市 429 3,457 42 47,065 1,758 10 3,363 403

一関市 78 291 7 1,981 48,771 1 167 1,003

西和賀町 22 198 1 9 0 2,256 6 0

金ケ崎町 117 1,493 8 1,807 69 3 4,746 15

平泉町 9 42 0 530 1,281 0 37 1,754

従業地・通学地→

居住地↓

県

南

広

域

振

興

局



17 

③沿岸広域振興圏 

市町村を跨ぐ通勤流動は、大船渡市と陸前高田市の間で 2,847 人と多くの流動が発生して

おり、陸前高田市から大船渡市の流動総数の 20.2％となる 1,828 人の流動がみられる。 

また、大槌町から釜石市へ流動総数の 31.7％となる 1,613 人、山田町から宮古市へ流動総

数の 18.9％となる 1,290 人の流動がみられるなど、人口規模の多い４市を中心とした広域的

な流動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１４  通勤流動（令和２年（2020年）） 

至 一関市 

出典：R２年国勢調査 

 

 

※ 流動割合は各市

町村に居住する就

業者を母数とした

市町村間を跨ぐ移

動の割合を表示 

至 気仙沼市 

表２-７  市町村間の通勤流動数（令和２年（2020年））   （単位：人） 

出典：R２年国勢調査 

※各市町村から

100 人以上の流

動数を表示 

宮古市 大船渡市
陸前高田

市
釜石市 住田町 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村

宮古市 21,339 15 5 140 1 39 746 226 102

大船渡市 25 14,895 1,019 423 208 11 21 2 0

陸前高田市 17 1,828 6,102 73 277 5 0 1 0

釜石市 76 200 22 13,474 5 486 72 3 0

住田町 5 404 200 48 1,580 0 0 0 0

大槌町 101 37 2 1,613 0 2,986 140 3 1

山田町 1,290 22 3 413 1 281 4,576 9 6

岩泉町 143 1 0 2 0 0 6 3,781 125

田野畑村 40 0 0 0 0 0 6 227 1,140

従業地・通学地→

居住地↓

沿

岸

広

域

振

興

局
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④県北広域振興圏 

市町村を跨ぐ通勤流動は、洋野町や普代村、野田村から久慈市へ、軽米町や一戸町、九戸

村から二戸市への流動があるなど、２市を中心とした広域的な流動が発生している。 

また、洋野町や軽米町と青森県の間に、県を跨いだ広域的な流動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１５  通勤流動（令和２年（2020年）） 

出典：R２年国勢調査 

 

※ 流動割合は各

市町村に居住す

る就業者を母数

とした市町村間

を跨ぐ移動の割

合を表示 

階上町 

表２-８  市町村間の通勤流動数（令和２年（2020年））    （単位：人） 

出典：R２年国勢調査 

※各市町村から

100 人以上の流

動数を表示 

久慈市 洋野町 野田村 普代村 二戸市 軽米町 九戸村 一戸町

久慈市 14,190 458 329 113 52 30 53 7

洋野町 906 4,432 16 2 19 140 36 1

野田村 643 14 1,081 54 1 1 1 1

普代村 164 2 30 875 0 0 1 0

二戸市 48 18 0 0 10,852 272 338 893

軽米町 82 47 3 0 459 3,113 166 39

九戸村 50 2 1 2 347 142 1,986 94

一戸町 16 1 0 0 1,018 36 66 4,068

県

北

広

域

振

興

局

従業地・通学地→

居住地↓

至 盛岡市 

八戸市 

階上町 
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２）通学流動 

本県の通学は、広域振興圏内だ

けではなく、圏域を越えた流動も

発生している。 

特に県央広域振興圏を中心と

して、他の３広域振興圏との間に

流動が発生しており、広域的な移

動手段の確保が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1百人 

1百人 1百人 

県北広域振興圏域 

県央広域振興圏域 

沿岸広域振興圏域 

5百人 

18百人 

県南広域振興圏域 

図２-１６  通学流動数（令和２年（2020）年） 

※流動 100 人以上の広域振興圏間流動を抽出 

2百人 

1百人 

4百人 

225百人 

153百人 

48百人 

28百人 

2百人 
秋
田
県 

 

青森県 

宮城県 

4百人 

10百人 

3百人 

3百人 

出典：R２年国勢調査 

表２-９  広域振興圏域間の通学流動数（令和２年（2020）年）        （単位：人）   

※通学先不明は非表示のため、合計は合わない 

通学地→

居住地↓

県央広域

振興局

県南広域

振興局

沿岸広域

振興局

県北広域

振興局

県内

通学者数

県外

通学者数
合計

県央広域振興局 22,463 537 13 67 23,080 478 24,064

県南広域振興局 1,823 15,305 60 4 17,192 918 18,658

沿岸広域振興局 169 102 4,757 25 5,053 195 5,387

県北広域振興局 350 23 12 2,774 3,159 336 3,586

合計 24,805 15,967 4,842 2,870 48,484 1,927 51,695
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①県央広域振興圏 

市町村を跨ぐ通学流動は、学校の立地数が多い盛岡市への流動が多く、滝沢市から流動総

数の 42.9％となる 1,402 人、矢巾町から流動総数の 27.5％となる 614 人の通学流動が発生

している。 

また、盛岡市に対しては、広域振興圏内だけではなく、花巻市や北上市、奥州市をはじめ、

広域振興圏外からも多数の流動があり、広域振興圏内外の広域的な通学流動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１７  通学流動（令和２年（2020年）） 

表２-１０  市町村間の通学流動数（令和２年（2020年））       （単位：人） 

出典：R２年国勢調査 

 

※ 流動割合は各市町村

に居住する就学者を母

数とした市町村間を跨

ぐ移動の割合を表示 

出典：R２年国勢調査 

※各市町村から

50 人以上の流動

数を表示 

盛岡市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町

盛岡市 12,374 8 1,324 5 1 8 73 561

八幡平市 323 293 96 0 0 1 0 30

滝沢市 1,402 2 1,623 2 0 4 3 71

雫石町 309 0 47 152 0 0 0 19

葛巻町 10 0 1 0 125 0 0 0

岩手町 193 1 40 0 0 170 0 16

紫波町 545 0 67 0 0 0 333 95

矢巾町 614 0 87 0 0 0 59 1,376

従業地・通学地→

居住地↓

県

央

広

域

振

興

局

至 花巻市 至 金ケ崎町 至 奥州市 

至 

一
関
市 

至 

仙
台
市 

至 八戸市 

至 北上市 至 北上市 至 奥州市 
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②県南広域振興圏 

市町村を跨ぐ通学流動は、北上市から花巻市へ流動総数の 11.7％となる 420 人の流動が発

生しているほか、奥州市や北上市、平泉町から一関市へ、花巻市や奥州市、金ケ崎町から北

上市へ、金ケ崎町や北上市、平泉町から奥州市への流動が多く発生している。 

また、花巻市に対しては、広域振興圏内だけではなく、紫波町などの広域振興圏外からの

流動もあり、広域振興圏内外の広域的な通学流動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１８  通学流動（令和２年（2020年）） 

出典：R２年国勢調査 

 

※ 流動割合は各市

町村に居住する就

学者を母数とした

市町村間を跨ぐ移

動の割合を表示 

表２-１１  市町村間の通学流動数（令和２年（2020年））       （単位：人） 

出典：R２年国勢調査 

花巻市 北上市 遠野市 奥州市 一関市 西和賀町 金ケ崎町 平泉町

花巻市 2,849 254 6 18 78 1 0 0

北上市 420 2,136 8 70 133 35 12 0

遠野市 88 36 537 2 8 1 0 0

奥州市 78 204 0 2,879 380 0 84 0

一関市 18 29 3 73 3,981 1 2 0

西和賀町 7 15 0 0 2 73 0 0

金ケ崎町 23 128 0 186 38 0 174 0

平泉町 1 6 0 57 129 0 0 42

従業地・通学地→

居住地↓

県

南

広

域

振

興

局

※各市町村から

25 人以上の流動

数を表示 

至 仙台市 

至 盛岡市 

至 

釜
石
市 

至 滝沢市 

栗原市 
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③沿岸広域振興圏 

市町村を跨ぐ通学流動は、大船渡市と陸前高田市の間で 262 人の流動があるほか、山田町

から宮古市へ、大槌町や広域振興圏外の遠野市から釜石市への流動があるなど、通勤流動と

同様、４市を中心とした広域的な流動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-１９  通学流動（令和２年（2020年）） 

※ 流動割合は各市町村

に居住する就学者を母

数とした市町村間を跨

ぐ移動の割合を表示 

出典：R２年国勢調査 

 

至 仙台市 

表２-１２  市町村間の通学流動数（令和２年（2020年））       （単位：人） 

出典：R２年国勢調査 

宮古市 大船渡市
陸前高田

市
釜石市 住田町 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村

宮古市 1,566 0 0 2 0 0 3 1 0

大船渡市 0 779 87 5 26 0 0 0 0

陸前高田市 1 175 325 1 21 0 0 0 0

釜石市 10 5 2 713 5 20 0 0 0

住田町 0 25 19 4 45 0 0 0 0

大槌町 15 1 0 84 1 160 0 0 0

山田町 215 0 0 12 0 5 174 0 0

岩泉町 28 0 0 0 0 0 0 180 0

田野畑村 17 0 0 0 0 0 0 11 14

従業地・通学地→

居住地↓

沿

岸

広

域

振

興

局

※各市町村から

25 人以上の流動

数を表示 
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④県北広域振興圏 

市町村を跨ぐ通学流動は、洋野町、野田村、普代村から久慈市や、軽米町、一戸町、九戸

村から二戸市、二戸市から一戸町への流動があるなど、通勤流動と同様、２市を中心とした

広域的な流動が発生している。 

また、広域振興圏外である盛岡市へ二戸市や一戸町からの流動があるなど、複数の市町村

を跨いだ広域的な流動が発生しているほか、久慈市、軽米町、洋野町からは青森県への流動

があり、通勤流動と同様、県を跨いだ広域的な流動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-２０  通学流動（令和２年（2020年）） 

※各市町村から

25 人以上の流動

数を表示 

至 盛岡市 至 滝沢市 

出典：R２年国勢調査 

※流動割合は各市町村に居住する就学者を母数

とした市町村間を跨ぐ移動の割合を表示 

出典：R２年国勢調査 

 

八戸市 

表２-１３  市町村間の通学流動数（令和２年（2020年））       （単位：人） 

久慈市 洋野町 野田村 普代村 二戸市 軽米町 九戸村 一戸町

久慈市 921 18 37 0 5 0 0 0

洋野町 118 210 2 0 0 1 0 0

野田村 65 0 36 0 0 0 0 0

普代村 38 1 7 8 0 0 0 0

二戸市 0 0 0 0 579 0 4 126

軽米町 2 1 0 0 29 155 1 3

九戸村 1 0 0 0 41 1 102 8

一戸町 0 0 0 0 59 0 0 195

従業地・通学地→

居住地↓

県

北

広

域

振

興

局
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⑤高校生の通学手段 

夏季の高校生の通学手段は、路線バスが 8.0％、鉄道が 24.5％といずれかの交通手段を使

っている割合は３割を超えており、一定程度の割合で通学手段として地域公共交通が利用さ

れている状況がみられる。特に沿岸広域振興圏において、路線バスの割合が 22.8％と最も高

い一方、鉄道の割合が 13.0％と最も低い。 

冬季には県央広域振興圏や県南広域振興圏において路線バスの割合が増加する状況がみら

れる。 

一方、通学手段のうち、夏季は 15.7％、冬季は 22.0％が保護者の送迎による通学を行って

おり、特に沿岸広域振興圏では夏季は 34.7％、冬季は 38.5％と３割以上の割合を占めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-２１  高校生の通学手段（上段：夏季、下段：冬季） 
出典：高等学校に対するアンケート調査 

※路線バスには市町村が運行するコミュニティバスを含む 
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３）通院流動 

二次医療圏における通院流動は、各医療圏内での流動が多い傾向にあるものの、盛岡医療圏

に対して宮古・二戸・岩手中部・釜石医療圏から各５％以上の流動がみられ、広域移動が発生

する状況もみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-２２  二次医療圏間の通院流動（令和元年（２０１９年）） 
出典：岩手県医療等ビッグデータ利活用システム  
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①県央広域振興圏 

市町村を跨ぐ通院流動は、医療施設の立地数が多い盛岡市への流動が多く、特に滝沢市か

ら盛岡市に 57.9％、雫石町から盛岡市に 49.4％、矢巾町から盛岡市に 40.6％と高い割合と

なっている。 

また、矢巾町には岩手医科大学附属病院が立地しており、紫波町から 15.0％の通院流動が

発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-２３  通院流動（令和元年（2019年）） ※各市町村の通院流動割合 10%以上を表示 

出典：岩手県医療等ビッグデータ利活用システム 

1.9％ 

※流動割合は各市町村から病院へ通院した回数を

母数とした市町村間を跨ぐ回数の割合を表示 
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②県南広域振興圏 

市町村を跨ぐ通院流動は、平泉町から一関市に 56.4％、金ケ崎町から奥州市に 40.9％と高

い割合となっている。 

また、遠野市から花巻市、金ケ崎町と西和賀町から北上市、平泉町から奥州市において 10％

以上の割合となる広域移動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-２４  通院流動（令和元年（2019年）） 

出典：岩手県医療等ビッグデータ利活用システム 

※各市町村の通院流動割合 10%以上を表示 

※流動割合は各市町村から病院へ通院した回数を

母数とした市町村間を跨ぐ回数の割合を表示 
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③沿岸広域振興圏 

市町村を跨ぐ通院流動は、宮古市と大船渡市へ複数の市町村からの広域移動が発生してお

り、宮古市に対して、山田町から 39.4％、岩泉町から 30.1％、田野畑村から 25.4％と広域

移動が発生している。 

また、大船渡市に対して陸前高田市から 33.8％、住田町から 39.8％、釜石市に対して大槌

町から 29.5％の広域移動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

久慈市 

図２-２５  通院流動（令和元年（2019年）） 

出典：岩手県医療等ビッグデータ利活用システム 

※各市町村の通院流動割合 10%以上を表示 

※流動割合は各市町村から病院へ通院した回数を

母数とした市町村間を跨ぐ回数の割合を表示 
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④県北広域振興圏 

市町村を跨ぐ通院流動は、久慈市と二戸市へ複数の市町村からの広域移動が発生しており、

久慈市に対して、野田村から 59.1％、普代村から 43.7％、洋野町から 25.1％と、広域移動

が発生している。 

また、二戸市に対して九戸村から 45.1％、軽米町から 25.0％、一戸町から 19.6％と広域

移動が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-２６  通院流動（令和元年（2019年）） 

出典：岩手県医療等ビッグデータ利活用システム 

※各市町村の通院流動割合 10%以上を表示 

※流動割合は各市町村から病院へ通院した回数を

母数とした市町村間を跨ぐ回数の割合を表示 
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４）市町村間の流動と広域移動手段の供給量との比較分析 

令和４年（2022 年）６月時点の携帯電話の位置情報に基づき、市町村間を移動する人の動き

を時間帯別に把握できる「人流のビッグデータ」を活用し、平日の朝の地域公共交通による人

流のピークとなっていると推計される７時台における広域振興圏別の市町村間の流動と、広域

的な公共交通の輸送可能量との比較分析を行った。 

また、土曜日についても、土曜診療の医療機関への通院などの需要を踏まえ、平日と同様の

分析を行った。 

加えて、参考として、バスの主な国庫・県単補助路線の起点地から移動先市町村への時間帯

別の流動量とダイヤ設定の比較を行った。 

 

 

 

 

 

 

＜分析の前提＞ 

１ 携帯電話の位置情報は、20 歳以上の男女を対象としたデータであるため、本分析も 20

歳以上の男女を対象としている。 

 

２ 国勢調査の通勤・通学流動において最も流動の多い滝沢市から盛岡市への自家用車移動

も含めた流動量を、人流のビッグデータで時間帯別に整理すると、朝の７時台から８時台

にかけて流動量が大きく増加している。 

本分析では、市町村間の流動と市町村を跨いで運行する広域的な公共交通のサービス供

給状況の比較分析に主眼を置くことから、滝沢市から盛岡市へのバスによる所要時間が、

定刻運行でも約 40 分と自家用車の２倍近い時間を要することを踏まえ、７時台を移動の

ピークとした。 

 

３ ７時台の広域振興圏別の市町村間の流動と、広域的な公共交通の輸送可能量との比較分

析においては、市町村間の流動量は、各市町村の本庁舎（西和賀町は湯田庁舎、洋野町は

種市庁舎）を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内の他の市町村への移動量とし

た。 

また、参考として分析したバスの主な国庫・県単補助路線の起点地から移動先市町村へ

の時間帯別の流動量とダイヤ設定の比較においては、流動量は、各路線の起点地となる停

留所を中心とした 500ｍの範囲から、各市町村への移動量とした。 

 

４ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

運行本数については、本庁舎周辺 1,000ｍ以内のバス停、及び 2,000ｍ以内の鉄道駅を対

象として、乗り継ぎ無しで移動可能な便を対象として便数をカウントした。 

定員数については、鉄道は各鉄道路線の車両数及び形式の定員数を用いており、路線バ

スは一般的な中型車両の定員数を用いた。 

なお、輸送可能量を用いた理由は、路線バスに比べて鉄道の方が、１度に輸送可能な人

員数（輸送量）が多く、移動量に対するサービス供給量を整理する上で、輸送量も勘案す

る必要があるためである。 

 

  

これは、人流のビッグデータ等に基づく定量的な分析であり、この結果だけで一律に地域

公共交通の見直しの議論を行うのではなく、地域特性や、路線や便ごとの利用者属性などの

定性的な情報を踏まえて、効果的な運行に向けた路線バスの見直しや利用促進の検討を個別

に行っていく必要がある。 
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①県央広域振興圏 

■平日 

平日の朝７時台は、盛岡市に対して多くの流動が発生している。 

特に、矢巾町、滝沢市から盛岡市への流動がそれぞれ約 3,000～3,500 人程度発生してお

り、職場の始業時刻や学校の授業時間に合わせた通勤や大学への通学等のためと考えられる。 

滝沢市から盛岡市において、約 3,000 人の流動が発生しているが、県全域と比べ、相対的

に地域公共交通の輸送可能量が少ない状況がみられる。 

当該区間の輸送可能量が相対的に低いのは、両市の本庁舎周辺を結ぶ鉄道がないためであ

るが、流動量が多く、地域公共交通のみならず、自家用車等による移動も多く行われている

と考えられ、地域公共交通の潜在的な需要が多く存在している可能性があることから、自家

用車利用者に地域公共交通の利用を促す取組を検討することが考えられる。 

 

 
図２-２７   時間帯別（平日朝７時台）の流動と地域公共交通の輸送可能量の相関 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

※ 市町村間の流動は、各市町村の本庁舎を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内の他の市町村への移動量

とした。 

※ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

※ 図中の線は、運行本数や移動量の相対的な多寡の傾向を確認するための県全域の近似直線であり、参考として配

置したもの。 
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■土曜日 

土曜日の朝７時台は、矢巾町、紫波町から盛岡市への流動がそれぞれ約 700～900 人程度、

紫波町から矢巾町への流動が約 800 人発生しており、他の圏域と比べ、相対的に地域公共交

通の輸送可能量が確保されている。 

滝沢市から盛岡市において、約 850 人の流動が発生しているが、県全域と比べ、相対的に

地域公共交通の輸送可能量が少ない状況がみられる。 

当該区間の輸送可能量が相対的に低いのは、両市の本庁舎周辺を結ぶ鉄道がないためであ

るが、流動量が多く、地域公共交通のみならず、自家用車等による移動も多く行われている

と考えられ、地域公共交通の潜在的な需要が多く存在している可能性があることから、自家

用車利用者に地域公共交通の利用を促す取組を検討することが考えられる。 

 

  
図２-２８   時間帯別（土曜日朝７時台）の流動と地域公共交通の輸送可能量の相関 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

 

※ 市町村間の流動は、各市町村の本庁舎を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内の他の市町村への移動量

とした。 

※ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

※ 図中の線は、運行本数や移動量の相対的な多寡の傾向を確認するための県全域の近似直線であり、参考として配

置したもの。 

  

盛→滝

盛→紫

盛→矢

滝→盛雫→盛

紫→盛
紫→矢

矢→盛

矢→紫

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

輸
送
可
能
量
（
土
曜
）

移動量（人/時間）

県央 土曜：移動量×輸送可能量

盛：盛岡市 

滝：滝沢市 

雫：雫石町 

紫：紫波町 

矢：矢巾町 



33 

■【参考】バスの主な国庫・県単補助路線の起点地から移動先市町村への時間帯別の流動量と

ダイヤ設定の状況 

本宮線（湯沢団地経由）（矢巾営業所 起点⇒盛岡駅前 終点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

本宮線（湯沢団地経由）（盛岡駅前 起点⇒矢巾営業所 終点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

 

  

図２-２９  起点から沿線市町村への流動量とバスの運行本数の時間帯

別推移 

図２-３０  起点から沿線市町村への流動量とバスの運行本数の時間帯

別推移 
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②県南広域振興圏 

■平日 

平日の朝７時台は、花巻市、北上市、奥州市、一関市の人口規模の大きい４市を中心とし

た流動が発生している。 

特に、花巻市から北上市、北上市から花巻市においてそれぞれ 2,000 人以上の流動が発生

しているが、県全域と比べ、相対的に地域公共交通の輸送可能量が少ない状況がみられる。 

流動量が多く、地域公共交通のみならず、自家用車等による移動も多く行われていると考

えられ、地域公共交通の潜在的な需要が多く存在している可能性があることから、自家用車

利用者に地域公共交通の利用を促す取組を検討することが考えられる。 

花巻市と北上市の間の移動目的としては、職場の始業時刻や学校の授業時間に合わせた通

勤や大学への通学等が考えられる。 

 

  

図２-３１   時間帯別（平日朝７時台）の流動と地域公共交通の輸送可能量の相関 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

 

※ 市町村間の流動は、各市町村の本庁舎（西和賀町は湯田庁舎）を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内

の他の市町村への移動量とした。 

※ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

※ 図中の線は、運行本数や移動量の相対的な多寡の傾向を確認するための県全域の近似直線であり、参考として配

置したもの。 
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■土曜日 

土曜日の朝７時台は、金ケ崎町から奥州市へ約 700 人、北上市から金ケ崎町、平泉町から

一関市へ約 500 人の流動が発生しているが、県全域と比べ、相対的に地域公共交通の輸送可

能量が少ない状況がみられる。 

流動量が多く、地域公共交通のみならず、自家用車等による移動も多く行われていると考

えられ、地域公共交通の潜在的な需要が多く存在している可能性があることから、自家用車

利用者に地域公共交通の利用を促す取組を検討することが考えられる。 

 

  

図２-３２   時間帯別（土曜日朝７時台）の流動と地域公共交通の輸送可能量の相関 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

※ 市町村間の流動は、各市町村の本庁舎（西和賀町は湯田庁舎）を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内

の他の市町村への移動量とした。 

※ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

※ 図中の線は、運行本数や移動量の相対的な多寡の傾向を確認するための県全域の近似直線であり、参考として配

置したもの。 
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■【参考】バスの主な国庫・県単補助路線の起点地から移動先市町村への時間帯別の流動量と

ダイヤ設定の状況 

成田線（花巻北高校前 起点⇒北上駅前 終点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

 

成田線（北上駅前 起点⇒花巻北高校前 終点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

  

図２-３３  起点から沿線市町村への流動量とバスの運行本数の時間帯

別推移 

図２-３４  起点から沿線市町村への流動量とバスの運行本数の時間帯

別推移 
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③沿岸広域振興圏 

■平日 

平日の朝７時台は、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市の人口規模の大きい４市を中

心とした流動が発生している。 

特に、山田町から宮古市へ約 1,800 人の流動が発生しているが、県全域と比べ、相対的に

地域公共交通の輸送可能量が少ない状況がみられる。 

流動量が多く、地域公共交通のみならず、自家用車等による移動も多く行われていると考

えられ、地域公共交通の潜在的な需要が多く存在している可能性があることから、自家用車

利用者に地域公共交通の利用を促す取組を検討することが考えられる。 

 

  

図２-３５  時間帯別（平日朝７時台）の流動と地域公共交通の輸送可能量の相関 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

※ 市町村間の流動は、各市町村の本庁舎を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内の他の市町村への移動量

とした。 

※ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

※ 図中の線は、運行本数や移動量の相対的な多寡の傾向を確認するための県全域の近似直線であり、参考として配

置したもの。 
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■土曜日 

土曜日の朝７時台は、山田町から宮古市へ約 350 人、大槌町から釜石市へ約 325 人の流動

が発生しているが、県全域と比べ、相対的に同程度の地域公共交通の輸送可能量が少ない状

況にある。 

流動量が多く、地域公共交通のみならず、自家用車等による移動も多く行われていると考

えられ、地域公共交通の潜在的な需要が多く存在している可能性があることから、自家用車

利用者に地域公共交通の利用を促す取組を検討することが考えられる。 

 

  

図２-３６  時間帯別（土曜日朝７時台）の流動と地域公共交通の輸送可能量の相関 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

※ 市町村間の流動は、各市町村の本庁舎を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内の他の市町村への移動量

とした。 

※ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

※ 図中の線は、運行本数や移動量の相対的な多寡の傾向を確認するための県全域の近似直線であり、参考として配

置したもの。 
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■【参考】バスの主な国庫・県単補助路線の起点地から移動先市町村への時間帯別の流動量と

ダイヤ設定の状況 

大船渡住田線（住田高校前 起点⇒盛駅 終点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

 

 

大船渡住田線（盛駅 起点⇒住田高校前 終点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

 

 

  

図２-３７  起点から沿線市町村への流動量とバスの運行本数の時間帯別推

移 

図２-３８  起点から沿線市町村への流動量とバスの運行本数の時間帯

別推移 
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④県北広域振興圏 

■平日 

平日の朝７時台は、久慈市や二戸市を中心とした流動が発生している。 

特に、野田村から久慈市、一戸町から二戸市へそれぞれ約 1,600 人の流動が発生している

が、県全域と比べ、相対的に地域公共交通の輸送可能量が少ない状況がみられる。 

流動量が多く、地域公共交通のみならず、自家用車等による移動も多く行われていると考

えられ、地域公共交通の潜在的な需要が多く存在している可能性があることから、自家用車

利用者に地域公共交通の利用を促す取組を検討することが考えられる。 

 

  

図２-３９  時間帯別（平日朝７時台）の流動と地域公共交通の輸送可能量の相関 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

※ 市町村間の流動は、各市町村の本庁舎（洋野町は種市庁舎）を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内の

他の市町村への移動量とした。 

※ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

※ 図中の線は、運行本数や移動量の相対的な多寡の傾向を確認するための県全域の近似直線であり、参考として配

置したもの。 
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■土曜日 

土曜日の朝７時台は、一戸町から二戸市へ約 900 人、野田村から久慈市へ約 600 人の流動

が発生しているが、県全域と比べ、相対的に地域公共交通の輸送可能量が少ない状況がみら

れる。 

流動量が多く、地域公共交通のみならず、自家用車等による移動も多く行われていると考

えられ、地域公共交通の潜在的な需要が多く存在している可能性があることから、自家用車

利用者に地域公共交通の利用を促す取組を検討することが考えられる。 

 

  

図２-４０  時間帯別（土曜日朝７時台）の流動と地域公共交通の輸送可能量の相関 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

※ 市町村間の流動は、各市町村の本庁舎（洋野町は種市庁舎）を中心とした 1,000ｍの範囲から、広域振興圏内の

他の市町村への移動量とした。 

※ 輸送可能量は、朝７時台の地域公共交通の運行本数×定員数とした。 

※ 図中の線は、運行本数や移動量の相対的な多寡の傾向を確認するための県全域の近似直線であり、参考として配

置したもの。 
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■【参考】バスの主な国庫・県単補助路線の起点地から移動先市町村への時間帯別の流動量と

ダイヤ設定の状況 

大野線（陸中大野 起点⇒久慈駅前 終点） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

 
 

大野線（久慈駅前 起点⇒陸中大野 終点） 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：岩手県地域公共交通ビッグデータ分析ダッシュボード（R４年６月） 

 

 

  

図２-４１  起点から沿線市町村への流動量とバスの運行本数の時間帯

別推移 

図２-４２  起点から沿線市町村への流動量とバスの運行本数の時間帯

別推移 
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（４）観光動向 

１）観光振興 

岩手県は、「平泉の文化遺産」、「橋野鉄鉱山（明治日本の産業革命遺産）」、「御所野遺跡（北

海道・北東北の縄文遺跡群）」の３つの世界遺産や、「十和田八幡平国立公園」、「三陸復興国立

公園」の２つの国立公園があり、三陸ジオパークや小岩井農場、花巻温泉郷など豊富な観光資

源を有している。 

新型コロナウイルス感染症により観光入込客数は減少していたものの、感染症が５類に移行

したこと等に伴い、徐々に回復の兆しがみられる。 

また、ニューヨーク・タイムズ紙「2023 年に行くべき 52 か所」の２番目に盛岡市が紹介さ

れたことや、大型クルーズ船の寄港再開、令和５年（2023 年）５月にはいわて花巻空港の台北

線が運航再開したことなどにより、観光入込客数の回復が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-４３  県内の観光拠点等 

 

 

 

出典：十和田八幡平国立公園 八幡平リゾートホームページ                

 小岩井農場 小岩井農牧㈱                                        

花巻温泉郷 花巻市ホームページ                                  

平泉の文化遺産 中尊寺                                          

御所野遺跡 岩手県世界文化遺産関連ポータルサイト                

三陸復興国立公園及び三陸ジオパーク 三陸ジオパークホームページ  

橋野鉄鉱山 岩手県観光ポータルサイト「いわての旅」              
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２）観光入込客数の推移と主な観光地 

観光入込客数は、平成 28 年（2016 年）以降増加傾向にあり、令和元年（2019 年）には直近

10 年間で最大の約 2,921 万人であったが、令和２年（2020 年）以降、新型コロナウイルス感染

症拡大に伴う外出自粛などの影響から大幅に減少し、徐々に回復傾向にあるものの、コロナ以

前の水準には戻っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①県央広域振興圏 

観光入込客数は、県全体の推移と同様、令和２年（2020 年）以降大幅に減少しており、令

和４年（2022 年）には約 542 万人と、県南広域振興圏に次いで２番目となっている。 

主要観光地は盛岡城跡公園、伝統工芸品や郷土の食などのものづくりが体験できる盛岡手

づくり村、日本最大級の民間農場である小岩井農場、青森県・岩手県・秋田県に跨る十和田

八幡平国立公園等が有名であり、安比高原や岩手高原などのスキー場や温泉も多く点在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-４４  県全体の観光入込客数の推移 

出典：岩手県観光統計概要 

出典：岩手県観光統計概要 
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図２-４５  県央広域振興圏の観光入込客数の推移 
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②県南広域振興圏 

観光入込客数は、令和４年（2022 年）には約 709 万人と、広域振興圏別で最も多くなって

いるが、県全体の推移と同様、令和２年（2020 年）から大幅に減少している。 

主要観光地は世界遺産となっている中尊寺、毛越寺などのある平泉町を筆頭に、花巻市出

身の詩人・童話作家である宮沢賢治の作品が展示されている宮沢賢治記念館、平安時代の歴

史文化を体感できるえさし藤原の郷、日本の原風景が広がる遠野ふるさと村や一関市の厳美

渓、猊鼻渓等、観光資源も豊富である。また、花巻温泉郷や一関温泉郷、夏油温泉郷等、温

泉が豊富である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③沿岸広域振興圏 

観光入込客数は、県全体の推移と同様、令和２年（2020 年）から大幅に減少しており、令

和４年（2022 年）には約 378 万人と県央広域振興圏に次いで３番目となっている。 

主要観光地は高さ 200 メートルの大断崖の北山崎、三陸復興国立公園を代表する景勝地の

浄土ヶ浜、日本三大鍾乳洞の龍泉洞のほか、世界遺産となっている橋野鉄鉱山が有名である。 

また、東日本大震災津波伝承館を拠点とし、各地の震災伝承施設や三陸鉄道の震災学習列

車等を活用した復興ツーリズムが推進されている。 

加えて、三陸ジオパークのトレッキングコース「みちのく潮風トレイル」が整備されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-４６  県南広域振興圏の観光入込客数の推移 出典：岩手県観光統計概要 

図２-４７  沿岸広域振興圏の観光入込客数の推移 出典：岩手県観光統計概要 
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④県北広域振興圏 

観光入込客数は、県全体の推移と同様、令和２年（2020 年）から減少しており、令和４年

（2022 年）には約 205 万人と広域振興圏で最も少なくなっている。 

主要観光地は世界遺産の御所野遺跡や、「続日本 100 名城」に選定された九戸城、NHK 連続

テレビ小説「あまちゃん」のロケ地として一躍脚光を浴びた小袖海岸、春には約 15 万本のチ

ューリップが咲きほこる雪谷川ダムフォリストパーク・軽米が有名である。その他、折爪岳

を眺望できる産直施設「道の駅おりつめオドデ館」や「道の駅おおの」、三陸ジオパークのト

レッキングコース「みちのく潮風トレイル」が整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-４８  県北広域振興圏の観光入込客数の推移 
出典：岩手県観光統計概要 
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３）観光客の行動特性 

観光客の流入出割合※は、いずれも県南広域振興圏への流入出数が多く、次いで県央広域振興

圏となっている。 

観光地への交通手段は、自動車が最も利用されている。岩手県外居住者においては、岩手県

内居住者と比べて新幹線の割合が高くなっている。 

平成 29 年度（2017 年度）と令和２年度（2020 年度）の状況を比較すると、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、自動車の割合が増加し、公共交通の割合が減少している。 

また、広域振興圏別居住者の各広域振興圏への流入出割合は、県央広域振興圏から県北広域

振興圏、県南広域振興圏から県央広域振興圏や沿岸広域振興圏、沿岸広域振興圏から県南広域

振興圏で３％以上と比較的多くなっている。 

※流入出割合の算出方法は、流入を「居住地から最初に立ち寄った観光地への移動」、流出を「最後に立ち寄った観光地から

居住地への移動」としている。 

 

図２-４９  観光客の居住地別各広域振興圏への流入出割合（令和２年（2020年）） 
出典：R２年岩手県観光統計概要 

※東北・新潟エリア：岩手県を除く東北５県・新潟県 

※関東エリア：北関東３県・南関東１都３県 

 
図２-５０  広域振興圏別居住者の各広域振興圏への流入出割合（令和２年（2020年）） 

出典：R２年岩手県観光統計概要 
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図２-５１  居住地別の岩手県内の観光地への交通手段（平成 29年（2017年）と令和２年（2020年）の比較） 
出典：岩手県観光統計概要  
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４）宿泊客数の推移 

観光目的の宿泊客数は平成 30 年（2018 年）から令和元年（2019 年）までは概ね横ばいに推

移していたものの、令和２年（2020 年）以降は、新型コロナウイルスの影響により、宿泊客数

が大きく減少している。 

令和３年（2021 年）以降は、宿泊客数が回復傾向にあり、令和４年（2022 年）は 5,039 千人

泊となったがコロナ以前の約８割程度に留まっている。 

 
図２-５２  延べ宿泊客数の推移 

出典：観光庁宿泊旅行統計調査 

  

6,099 6,277

4,312 4,434

5,039

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H30 R1 R2 R3 R4

千

（千人泊）



50 

５）外国人観光客の行動特性 

外国人観光客は、令和元年（2019 年）には直近 10 か年で最大となる 46.4 万人であったが、

令和２年（2020 年）以降は新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に減少し、令和４年

（2022 年）は 2.4 万人となっている。 

令和４年の外国人観光客の国籍別内訳は台湾が最も多く、次いでアメリカとなっている。そ

れ以降はタイ、香港、中国と続いており、全体的にアジア圏の観光客が多い傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-５３  外国人観光客の観光入込客数の推移 
 

 

 

表２-１４  外国人観光客の観光入込客数の推移 

 

 

 

 

  

 

 

図２-５４  外国人観光客の国籍別内訳（令和４年（2022年）） 
出典：いわての観光統計  
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県央広域振興圏 3.3 4.4 5.9 7.4 11.7 17.0 23.9 6.1 0.5 1.1
県南広域振興圏 2.9 3.8 5.7 8.4 13.4 16.4 21.1 3.3 0.4 0.9
沿岸広域振興圏 0.3 0.3 0.4 0.4 0.9 0.9 1.1 0.2 0.2 0.2
県北広域振興圏 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1
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※観光入込客数は実数値（単位：人）の計算結果 

 

出典：いわての観光統計 

 
※端数処理のため、合計は一致しない場合がある 
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（５）自動車・運転免許の保有状況 

１）自動車の保有台数 

自動車保有台数は、令和元年度（2019 年度）から横ばい傾向にあり、令和４年度（2022 年度）

は約 88 万台と、80 万台以上で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東北運輸局 
※自動車保有台数は実数値（単位：台）の計算結果 

２）運転免許の保有状況 

運転免許の保有者数は近年では横ばい傾向にあり、令和４年（2022 年）は約 81 万人で、総

人口に占める免許保有者数の割合は 68.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-５６  岩手県の運転免許の保有状況 
出典：警察庁運転免許統計 
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３）運転免許返納者数の推移 

運転免許返納者数は、令和元年（2019 年）の 5,291 人をピークに、令和２年（2020 年）以降

は減少しているが、4,000 人以上で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-５７  岩手県の運転免許返納者数（申請取消件数）の推移 

 

表２-１５  岩手県の運転免許返納者数（申請取消件数）の推移 

 

 

 

 

 

出典：警察庁・運転免許統計 
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（６）復興・まちづくり等 

１）道路ネットワーク 

復興道路である三陸沿岸道路が令和３年（2021 年）12 月、復興支援道路である東北横断自動

車道釜石秋田線の釜石～花巻間が平成 31 年（2019 年）３月、宮古盛岡横断道路が令和３年３

月に全線開通し、沿岸部内及び沿岸部と内陸部間の所要時間が大幅に短縮された。 

 

 

出典：岩手県 主な取組の進捗状況 いわて復興インデックス 

図２-５８  岩手県内の復興道路等の概要 
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図２-５９  復興道路・復興支援道路の整備による時間短縮効果 
出典：岩手県公表資料（R3.12 月） 
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２）復興まちづくり事業 

東日本大震災津波からの復興に向けて、土地区画整理事業や防災集団移転促進事業、漁業集

落防災機能強化事業などの面整備やまちづくり連携道路整備事業、災害公営住宅整備事業が行

われ、災害公営住宅等への公共交通についても、概ね確保されている。 

 

表２-１６  まちづくり（面整備事業）及びまちづくり連携道路整備事業の実施状況一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：岩手県 主な取組の進捗状況 いわて復興インデックスを一部修正 
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表２-１７  災害公営住宅の整備状況 

 

 

 

  

出典：岩手県 主な取組の進捗状況 いわて復興インデックスを一部修正 
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３）主要施設の分布状況 

①現状の施設立地状況 

県内の下表に掲げる主要施設は、県庁所在地である盛岡市を中心に、二戸市と一関市を結

ぶ鉄道沿線に集積しており、県央広域振興圏と県南広域振興圏で多くなっている。 

また、沿岸広域振興圏では宮古市、釜石市、大船渡市に、県北広域振興圏では久慈市、二

戸市に施設立地が集積している。 
 

表２-１８  主要施設の立地状況 

項目 県央 県南 沿岸 県北 岩手県 

病院 
県立病院等 

基幹病院 １ 3 3 2 9 

基幹病院以外※ 2 8 4 3 17 

県立病院等以外 36 20 8 2 66 

高校・高専 22 29 14 11 76 

大学・短大 ７ ２ 1 ０ １０ 

道の駅 5 11 12 5 33 

大型商業施設 58 56 20 8 142 
※県立病院等には、岩手県立療育センター、いわてリハビリテーションセンターを含む 
※基幹病院以外には、地域診療センターを含む 
※短大には短期大学部を含む 
※大型商業施設とは、店舗面積は 1,000 ㎡を超える小売店舗（東洋経済「2023 年版全国大型小売店総覧」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-６０  主要施設の立地状況 

出典：  国土数値情報 

地域医療システム 

GTFS データ 
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■県央広域振興圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-６１  主要施設の立地状況（県央広域振興圏） 
出典：国土数値情報、地域医療システム、GTFS データ 
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■県南広域振興圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-６２  主要施設の立地状況（県南広域振興圏） 
出典：国土数値情報、地域医療システム、GTFS データ 
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■沿岸広域振興圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-６３  主要施設の立地状況（沿岸広域振興圏） 
出典：国土数値情報、地域医療システム、GTFS データ  
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■県北広域振興圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-６４  主要施設の立地状況（県北広域振興圏） 
出典：国土数値情報、地域医療システム、GTFS データ 
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②県庁・広域振興局、市町村役場、警察署等の立地状況 

県庁、広域振興局、市町村役場は、内陸部では二戸市と一関市を結ぶ鉄道沿線に、沿岸部

では海岸線軸上に集積している。 

また、警察署は、市町村役場周辺に立地している。 

 

表２-１９  公共公益施設の立地状況 

項目 県央 県南 沿岸 県北 岩手県 

県庁・広域振興局（センター） 2(1) １(5) １(3) １(1) ５(10) 

市役所・町村役場 ８ ８ ９ ８ ３３ 

県警本部・警察署 5 6 ４ ２ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-６５  公共公益施設の立地状況 
出典：国土数値情報 

GTFS データ 
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③主要施設の移転、統合 

県内の病院は、栃内病院が令和５年（2023 年）10 月に盛岡市西仙北に移転したほか、イー

ハトーブ病院は花巻市から北上市へ、水沢病院は奥州市水沢大手町から奥州市水沢西上野町

へ移転を予定しており、このうちイーハトーブ病院については、介護老人保健施設・認定こ

ども園を併設し、機能を拡充する予定となっている。 

県立高等学校については、「新たな県立高等学校再編計画後期計画」等に基づき、令和６年

度（2024 年度）には、福岡工業高等学校（二戸市）と一戸高等学校（一戸町）、令和７年度

（2025 年度）には盛岡南高等学校（盛岡市）と不来方高等学校（矢巾町）及び久慈東高等学

校（久慈市）と久慈工業高等学校（野田村）を統合する予定としている。 

今後、学校の統廃合が進むことにより、高校生の流動の変化が生ずる可能性が考えられる。 

 

表２-２０  病院の移転等計画 

病院名 現住所 移転または新設先 移転時期 

イーハトーブ病院 花巻市湯口志戸平 14-1 北上市大通り１丁目地内 令和６年末 

水沢病院 奥州市水沢大手町３丁目１ 奥州市水沢西上野町地内 未定 

資料：各病院・自治体ホームページ 

 

表２-２１  県立高等学校の再編の状況 

    年度 

設置タイプ等 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

専門高校 

     

総合学科・専門
学科併置高校 

     

普通高校 

     

学 校 数※３ 

（全日制） 
62 62 62 61 59 

資料：県教育委員会作成資料  

※１ 令和７年度までに、設置場所や統合時期、教育内容等の検討を進めることとしている。 

※２ 令和７年度を目途に統合を予定。 

※３ 学校数には、※１の統合を反映していない。 

 

【R7 以降】 

水沢工業 

一関工業 

※１ 

福岡工業 

一  戸 
久 慈 東 

久慈工業 

※２ 

盛 岡 南 

不 来 方 
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④主要施設等へのアクセス状況 

補助路線毎に県庁等、市町村役場、病院、学校、道の駅、鉄道駅など主要な施設にアクセ

スしている。また、主要な施設に複数の路線がアクセスしている状況となっている。 

 

表２-２２ 主要施設へのアクセス状況（１/３） 

 

  

地域 路線 県庁・市町村役場等 病院 道の駅 高校・専門学校 短大・大学 鉄道駅 大型商業施設

県央
県南

山伏

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
西和賀町役場
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学附属病院内丸メディ
カルセンター
県立中央病院
社団医療法人盛岡つなぎ温泉病
院
社団医療法人康生会鶯宿温泉病
院
町立西和賀さわうち病院

盛岡第二高等学校
西和賀高等学校

岩手保健医療大学
ほっとゆだ駅
盛岡駅

盛岡駅ビル フェザン
イオンモール盛岡

県央
沿岸

早坂高原

岩手県庁
盛岡広域振興局
岩手県警察本部
盛岡東警察署
岩泉警察署
岩泉町役場

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
社団医療法人赤坂病院
医療法人青樹会内丸病院
社会福祉法人恩賜財団岩手県済
生会岩泉病院

道の駅
「三田貝分校」

岩泉高等学校 岩手保健医療大学 盛岡駅
盛岡駅ビル フェザン
MOSSビル
パルクアベニュー・カワトク

県央
沿岸
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岩手県庁
盛岡市役所
盛岡広域振興局
岩手県警察本部
盛岡東警察署
宮古市役所

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人財団正清会三陸病院

道の駅
「やまびこ館」

盛岡第二高等学校
宮古高等学校

岩手保健医療大学
盛岡駅、宮古駅、千徳駅、箱石
駅、花原市駅、川内駅、蟇目駅

盛岡駅ビル フェザン

県央
県北

平庭高原
県北広域振興局
葛巻町役場
久慈市役所

医療法人社団高松病院
医療法人仁妙光会渋民中央病院
国民健康保険葛巻病院

道の駅
「くずまき高原」

盛岡第二高等学校
盛岡農業高等学校
葛巻高等学校

岩手大学
岩手保健医療大学

盛岡駅、厨川駅、岩手川口駅、
いわて沼宮内駅、久慈駅

イオンスーパーセンター盛岡渋
民店
盛岡駅ビル フェザン

県央
県北

中山
岩手町役場
岩手警察署

県立中央病院附属沼宮内地域診
療センター

道の駅
「石神の丘」

沼宮内高等学校
いわて沼宮内駅、御堂駅、奥中
山高原駅

県央
県北

葛巻
葛巻町役場
九戸村役場

国民健康保険葛巻病院
県立二戸病院附属九戸地域診療
センター

葛巻高等学校

県央
県北

小鳥谷 葛巻町役場
県立一戸病院
国民健康保険葛巻病院

一戸高等学校 二戸駅、一戸駅、小鳥谷駅

県央
長岡
（日詰駅前行）

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署
紫波警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
未来の風せいわ病院
県立中央病院附属紫波地域診療
センター

盛岡第二高等学校 岩手保健医療大学 盛岡駅、日詰駅
盛岡駅ビル フェザン
イオンタウン紫波

県央
本宮
（湯沢団地経由）

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人謙和会荻野病院
盛岡市立病院

盛岡第二高等学校
盛岡商業高等学校
盛岡工業高等学校

岩手保健医療大学 盛岡駅 盛岡駅ビル フェザン

県央 雫石

岩手県庁
盛岡市役所
盛岡広域振興局
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人巖桜会栃内第二病院
いわてリハビリテーションセンター

雫石高等学校 岩手保健医療大学 盛岡駅、雫石駅
イオンモール盛岡
盛岡駅ビル フェザン

県央 日詰

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署
紫波警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人巖桜会栃内病院
日本赤十字社盛岡赤十字病院
医療法人財団仁医会都南病院
盛岡医療生活協同組合川久保病
院
県立中央病院附属紫波地域診療
センター

盛岡第二高等学校
盛岡第四高等学校
紫波総合高等学校

岩手保健医療大学 盛岡駅、仙北町駅、日詰駅

盛岡駅ビル フェザン
アクロスプラザ盛岡
イオンタウン紫波
スーパーロッキー紫波店

県央 繋温泉

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
社団医療法人盛岡つなぎ温泉病
院
医療法人巖桜会栃内第二病院

盛岡第二高等学校 岩手保健医療大学 盛岡駅
盛岡駅ビル フェザン
イオンモール盛岡

県央 飯岡

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人謙和会荻野病院

盛岡商業高等学校 岩手保健医療大学 盛岡駅
盛岡駅ビル　フェザン
アクロスプラザ盛南

県央 川久保

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人巖桜会栃内病院
盛岡医療生活協同組合川久保病
院

盛岡第二高等学校
盛岡第四高等学校

岩手保健医療大学 盛岡駅、仙北町駅、岩手飯岡駅 盛岡駅ビル　フェザン

県央
長岡
（長岡支所前行）

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
未来の風せいわ病院

盛岡第二高等学校 岩手保健医療大学 盛岡駅 盛岡駅ビル フェザン

県央
沼宮内
（産業文化センター経由）

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人社団高松病院
医療法人仁妙光会渋民中央病院

盛岡第二高等学校
盛岡農業高等学校

岩手大学
盛岡大学
岩手保健医療大学

盛岡駅、厨川駅、いわて沼宮内
駅、渋民駅、川口駅

盛岡駅ビル フェザン
MOSSビル
パルクアベニュー・カワトク
ジョイス沼宮内店
イオンスーパーセンター盛岡渋
民店

県央 平舘駅前

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人社団高松病院
八幡平市立病院

盛岡第二高等学校
盛岡農業高等学校
平舘高等学校

岩手大学
岩手保健医療大学

平館駅、大更駅、厨川駅、盛岡
駅

盛岡駅ビル フェザン
MOSSビル
パルクアベニュー・カワトク
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表２-２３  主要施設へのアクセス状況（２/３） 

 

 

  

地域 路線 県庁・市町村役場等 病院 道の駅 高校・専門学校 短大・大学 鉄道駅 大型商業施設

県央
八幡平マウンテンホテル
（田頭経由）

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人社団高松病院
八幡平市立病院
みちのく愛隣協会東八幡平病院

盛岡第二高等学校
盛岡農業高等学校

岩手大学
岩手保健医療大学

大更駅、厨川駅、盛岡駅
盛岡駅ビル フェザン
MOSSビル
パルクアベニュー・カワトク

県央 松川温泉

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人社団高松病院
八幡平市立病院
みちのく愛隣協会東八幡平病院

盛岡第二高等学校
盛岡農業高等学校

岩手大学
岩手保健医療大学

大更駅、厨川駅、盛岡駅
盛岡駅ビル フェザン
MOSSビル
パルクアベニュー・カワトク

県央 沼宮内

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人社団高松病院
医療法人仁妙光会渋民中央病院

盛岡第二高等学校
盛岡農業高等学校

岩手大学
盛岡大学
岩手保健医療大学

盛岡駅、厨川駅、いわて沼宮内
駅、渋民駅、川口駅（順番変更）

盛岡駅ビル フェザン
MOSSビル
パルクアベニュー・カワトク
ジョイス沼宮内店
イオンスーパーセンター盛岡渋
民店

県央
八幡平マウンテンホテル
（平舘経由）

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
八幡平市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人社団高松病院
八幡平市立病院
みちのく愛隣協会東八幡平病院
医療法人巖桜会栃内病院

盛岡第二高等学校
盛岡農業高等学校
平舘高等学校

岩手大学
岩手保健医療大学

平館駅、大更駅、厨川駅、盛岡
駅、北森駅

盛岡駅ビル フェザン
MOSSビル
パルクアベニュー・カワトク

県央 大更駅前

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人社団高松病院
八幡平市立病院

盛岡第二高等学校
盛岡農業高等学校

岩手大学
岩手保健医療大学

大更駅、厨川駅、盛岡駅
盛岡駅ビル フェザン
MOSSビル
パルクアベニュー・カワトク

県央 青山松園 盛岡西警察署
医療法人社団高松病院
医療法人共生会松園第一病院
医療法人共生会松園第二病院

盛岡第三高等学校 岩手大学 青山駅
スーパーアークス青山店
ユニバース青山店

県央
本宮
（流通会館経由）

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
医療法人謙和会荻野病院
盛岡市立病院

盛岡第二高等学校
盛岡商業高等学校

岩手保健医療大学 盛岡駅 盛岡駅ビル フェザン

県央 南インター川久保

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
盛岡医療生活協同組合川久保病
院
医療法人社団愛和会盛岡南病院
医療法人友愛会盛岡友愛病院

盛岡第二高等学校
盛岡第四高等学校

岩手保健医療大学 盛岡駅
盛岡駅ビル フェザン
アクロスプラザ盛岡

県央 東部
岩手町役場
岩手警察署

道の駅
「石神の丘」

沼宮内高等学校 いわて沼宮内駅 ジョイス沼宮内店

県央 好摩直通

岩手県庁
盛岡広域振興局
盛岡市役所
岩手県警察本部
盛岡東警察署

岩手医科大学付属病院内丸メディ
カルセンター
社団医療法人赤坂病院
医療法人青樹会内丸病院
医療法人仁妙光会渋民中央病院

盛岡第二高等学校 好摩駅
イオンスーパーセンター盛岡渋
民店

県南 石鳥谷

県南広域振興局
花巻地区合同庁舎
北上地区合同庁舎
花巻市役所
北上市役所

県立中部病院
公益財団法人総合花巻病院
医療法人ほがらか会もとだて病院
社会福祉法人恩賜財団済生会北
上済生会病院

黒沢尻北高等学校 富士大学 花巻駅、北上駅、石鳥谷駅
おでんせプラザぐろーぶ
さくら野百貨店北上店
イトーヨーカドー 花巻店

県南 土沢
花巻地区合同庁舎
花巻市役所

公益財団法人総合花巻病院
県立東和病院

花巻駅、新花巻駅、小山田駅、
土沢駅

イトーヨーカドー 花巻店
銀河モール花巻

県南 胆沢病院
県南広域振興局
奥州市役所

県立胆沢病院
奥州市総合水沢病院
社団医療法人石川病院

水沢高等学校
水沢工業高等学校

水沢駅 ジョイス龍ヶ馬場店

県南 水沢前沢
県南広域振興局
奥州市役所

県立胆沢病院
社団医療法人啓愛会美希病院
医療法人清和会奥州病院
奥州市総合水沢病院

前沢高等学校
杜陵高等学校 奥州校

前沢駅、水沢駅 イオン前沢店

県南 一関前沢
一関市役所
一関地区合同庁舎

社団医療法人西城病院
特定医療法人博愛会一関病院
医療法人社団愛生会昭和病院

一関第一高等学校 一ノ関駅、平泉駅、山ノ目駅 イオン前沢店

県南 北上金ヶ崎

北上市役所
金ケ崎町役場
北上地区合同庁舎
北上警察署

社会福祉法人恩賜財団済生会北
上済生会病院

金ケ崎高等学校 北上駅、六原駅、金ケ崎駅

さくら野百貨店北上店
イオンスーパーセンター金ケ崎
店
おでんせプラザぐろーぶ

県南 水沢金ヶ崎
県南広域振興局
奥州市役所
金ケ崎町役場

県立胆沢病院
医療法人清和会奥州病院
奥州市総合水沢病院
社団医療法人石川病院

水沢高等学校
金ケ崎高等学校

水沢駅、金ケ崎駅
イオンスーパーセンター金ケ崎
店
ジョイス龍ヶ馬場店

県南 本郷
一関地区合同庁舎
千厩分庁舎
千厩警察署

社団医療法人西城病院
県立千厩病院

道の駅
「かわさき」

千厩高等学校
一関学院高等学校

千厩駅、真滝駅、一ノ関駅
千厩ショッピングモールエスピ
ア
マイヤ千厩店

県南 一関平泉
一関市役所
一関地区合同庁舎

社団医療法人西城病院
特定医療法人博愛会一関病院
医療法人社団愛生会昭和病院

一関第一高等学校 一ノ関駅、平泉駅、山ノ目駅 イオン前沢店

県南 成田

花巻地区合同庁舎
北上地区合同庁舎
花巻市役所
北上市役所

公益財団法人総合花巻病院
社会医療法人花北病院
社会福祉法人恩賜財団済生会北
上済生会病院

花巻北高等学校
黒沢尻北高等学校
黒沢尻工業高等学校

花巻駅、村崎野駅、北上駅
イトーヨーカドー 花巻店
さくら野百貨店北上店
おでんせプラザぐろーぶ

県南 大迫石鳥谷
県立中央病院附属大迫地域診療
センター
社団医療法人啓愛会宝陽病院

大迫高等学校 石鳥谷駅

県南 生母
県南広域振興局
奥州市役所
奥州警察署

県立胆沢病院
奥州市総合水沢病院
医療法人清和会奥州病院

道の駅
「みずさわ」

水沢駅 ジョイス龍ヶ馬場店

県南 一関花泉
一関地区合同庁舎
一関市役所

医療法人博愛会一関病院
医療法人社団愛生会昭和病院
社団医療法人西城病院

一関第一高等学校
花泉高等学校

花泉駅、一ノ関駅

県南 千厩花泉線
一関地区合同庁舎
千厩分庁舎
千厩警察署

県立千厩病院
一関市国民健康保険藤沢病院

千厩高等学校 花泉駅、千厩駅
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表２-２４  主要施設へのアクセス状況（３/３） 

   地域 路線 県庁・市町村役場等 病院 道の駅 高校・専門学校 短大・大学 鉄道駅 大型商業施設

県南 胆沢水沢線
奥州市国民健康保険まごころ病院
県立胆沢病院

水沢高等学校
水沢商業高等学校
水沢農業高等学校

水沢駅 ジョイス龍ヶ馬場店

県南 貝沢 西和賀町役場 町立西和賀さわうち病院 西和賀高等学校 ほっとゆだ駅

沿岸 大船渡住田

大船渡市役所
住田町役場
大船渡地区合同庁舎
大船渡警察署

県立大船渡病院
県立大船渡病院附属住田地域診
療センター

大船渡高等学校
住田高等学校

盛駅
南三陸ショッピングセンター サ
ン・リア

沿岸 赤浜
沿岸広域振興局
釜石市役所
大槌町役場

医療法人楽山会せいてつ記念病
院
医療法人財団仁医会釜石厚生病
院
県立釜石病院
医療法人財団仁医会釜石のぞみ
病院
県立大槌病院

道の駅
「釜石仙人峠」

釜石高等学校
大槌駅、鵜住居駅、両石駅、釜
石駅、小佐野駅、松倉駅

イオンタウン釜石
シーサイドタウンマスト

沿岸 浪板
沿岸広域振興局
釜石市役所
大槌町役場

医療法人楽山会せいてつ記念病
院
医療法人財団仁医会釜石厚生病
院
県立釜石病院
医療法人財団仁医会釜石のぞみ
病院
県立大槌病院
※順番等変更

道の駅
「釜石仙人峠」

釜石高等学校

浪板海岸駅、吉里吉里駅、大槌
駅、鵜住居駅、両石駅、釜石
駅、小佐野駅、松倉駅
※順番変更

イオンタウン釜石
シーサイドタウンマスト

沿岸
田老
（ふれあい荘前経由）

宮古市役所 県立宮古病院
道の駅
「たろう」
※再編により乗り入れ予定

宮古高等学校
宮古北高等学校

宮古駅、田老駅

沿岸 田の浜
宮古市役所
山田町役場

県立山田病院
道の駅
「やまだ」

宮古高等学校
宮古商工高等学校(商業校舎）
宮古水産高等学校

宮古駅、磯鶏駅、岩手船越駅、
陸中山田駅、織笠駅、津軽石駅

沿岸 小本 宮古市役所 県立宮古病院
道の駅
「たろう」
※再編により乗り入れ予定

宮古高等学校
宮古北高等学校

宮古駅、田老駅、岩泉小本駅

沿岸 田老 宮古市役所 県立宮古病院
道の駅
「たろう」
※再編により乗り入れ予定

宮古高等学校
宮古北高等学校

宮古駅、田老駅

沿岸 茂市 宮古市役所 医療法人財団正清会三陸病院 宮古高等学校
茂市駅、蟇目駅、花原市駅、千
徳駅、宮古駅

沿岸 陸前高田住田
陸前高田市役所
住田町役場

県立高田病院
県立大船渡病院附属住田地域診
療センター

高田高等学校
住田高等学校

竹駒駅、陸前高田駅
イオンスーパーセンター陸前高
田店
アバッセたかた

県北
二戸
（岩手県北自動車）

九戸村役場
二戸市役所

県立二戸病院附属九戸地域診療
センター

福岡工業高等学校
福岡高等学校

二戸駅

県北 大野
県北広域振興局
久慈市役所

社団医療法人祐和会北リアス病院
社団医療法人祥和会久慈恵愛病
院
県立久慈病院

道の駅
「おおの」
道の駅
「くじ」

大野高等学校
久慈東高等学校

陸中夏井駅、久慈駅

県北 軽米
軽米町役場
二戸警察署

県立二戸病院
県立軽米病院

福岡工業高等学校
福岡高等学校
軽米高等学校

金田一温泉駅、二戸駅
二戸ショッピングセンターニコ
ア
二戸ショッピングタウン

県北 二戸久慈
県北広域振興局
二戸地区合同庁舎
久慈市役所

道の駅
「おりつめ」オドデ館

福岡工業高等学校
福岡高等学校

久慈駅、二戸駅

県北
二戸
（ジェイアールバス東北）

県立二戸病院
福岡工業高等学校
福岡高等学校

二戸駅
二戸ショッピングセンターニコ
ア
二戸ショッピングタウン
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4）ILC 実現を見据えた取組 

国際リニアコライダー（ILC）は、全長数十㎞の地下トンネル内で電子と陽電子を加速、衝突

させ、質量の起源や宇宙誕生の謎の解明を目指す大規模施設で、国際協力によって設計開発が

進められており、北上山地が建設候補地とされている。 

ILC が実現すれば、最先端の技術や高度な人材の集積が見込まれるほか、世界中から数千人

の研究者とその家族が東北に居住し、国際的な研究都市が形成されることが見込まれており、

利便性の高い生活交通手段など、関連インフラの整備が必要とされている。 

 

 

図２-６６  ILC実現後のまちのイメージ 
出典：ILC による地域振興ビジョン 
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２．地域公共交通の概況 

（１）県内を運行する地域公共交通一覧 

本県では、航空、鉄道、ＢＲＴ、路線バスなど、主に広域的な区間を運行する地域公共交通

や、コミュニティバス、デマンド交通、自家用有償運送、タクシーなど、主に市町村内の区間

などを運行する地域公共交通が運行している。 

 

表２-２５  公共交通の運行状況（令和６年（2024年）３月時点） 

※ 地域間を跨るため、合計数は一致しない 

 

  

交通種別 単位 全県 

    

備 考 県

央 

県 

南 

沿 

岸 

県

北 

航空 路線 ７ － ７ － － 

いわて花巻空港 

国内定期便：札幌/名古屋/大阪/神戸 

/福岡 

国際定期便：台北(桃園国際空港)/ 

上海(浦東国際空港) 

※上海線は運休中 

フェリー航路 路線 １ － － １ － 
宮古港：⇔室蘭港 

※寄港休止中 

鉄道 

JR 新幹線 路線 ２※ ２ １ － １ 東北新幹線、秋田新幹線 

JR 在来線 路線 ８※ ４ ４ ２ １ 
東北本線、田沢湖線、八戸線、花輪線、

山田線、釜石線、北上線、大船渡線 

三陸鉄道 路線 １※ － － １ １ リアス線 

IGR いわて銀河鉄道 路線 １※ １ － － １ いわて銀河鉄道線 

BRT 路線 １ － － 1 － JR 大船渡線 

高速バス 路線 32※ 23 10 ５ ５ 高速道路を利用するバス 

都市間輸送バス 路線 ７※ ３ ３ ３ ２ 都市間輸送を主な目的とするバス 

広域路線バス 路線 109※ 58 25 13 24 
 

コミュニティバス 市町村 25 ４ ７ ８ ６ 
 

デマンド交通 市町村 19 ５ ６ ６ ２ 
 

自家用有償 

運送 

交通空白地有償運送 団体 23※ 10 21 ８ ７ 
 

福祉有償運送 団体 25※ 11 22 ８ ８ 
 

タクシー 事業者 130 29 53 31 17 
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   図２-６７  公共交通の運行状況 

 

 

 

 

 

 
 

  

県北広域振興圏 県央広域振興圏 

・  鉄道は、東日本旅客鉄道の東北新幹線及び秋

田新幹線の２路線と JR 在来線が４路線、IGR い

わて銀河鉄道が１路線。 

・  バスは、高速バス 23 路線、都市間輸送バス３

路線、広域路線バス 58 路線。 

・  タクシー事業者数は 29 事業者で、広域振興圏

の中では３番目に多い状況。 

・  鉄道とバスについては、広域振興圏の中で最

も多くの路線が運行されており、盛岡市を中心

としたネットワークが整備されている状況。 

・  

・  鉄道は、東日本旅客鉄道の東北新幹線の

１路線と JR 在来線が１路線、三陸鉄道が

１路線、IGR いわて銀河鉄道が１路線。 

・  バスは、高速バス５路線、都市間輸送バ

ス２路線、広域路線バス 24 路線。 

・  タクシー事業者数は 17 事業者で、広域

振興圏の中では最も少ない状況。 

・  鉄道とバスについては、県央や県南に比

べて少ない状況。 

県南広域振興圏 

・  県内で唯一の空港「いわて花巻空港」があ

り、国内５路線と台北（桃園国際空港）、上

海（浦東国際空港）への路線を合わせ７路線

が運航。（上海線は運休中） 

・  鉄道は、東日本旅客鉄道の東北新幹線の

１路線と JR 在来線が４路線。 

・  バスは、高速バス 10 路線、都市間輸送バ

ス３路線、広域路線バス 25 路線。 

・  タクシー事業者数は 53 事業者で、広域振

興圏の中で最も多い状況。 

沿岸広域振興圏 

・  県内で唯一、宮古港と室蘭港を結ぶフェリ

ーが就航。（現在は寄港が一時休止） 

・  鉄道は、東日本旅客鉄道の JR 在来線が２

路線、三陸鉄道が１路線。 

・  BRT は、JR 大船渡線（盛～気仙沼）１路線。 

・  バスは、高速バス５路線、都市間輸送バス

３路線、広域路線バス 13 路線。 

・  タクシー事業者数は 31 事業者で、広域振

興圏の中では、県南に次いで２番目に多い

状況。 
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H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

国内・国際定期便（臨時便含む）利用者数

（千人）
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0.8 0.8 1.2

0

5
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15

20
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H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
国内・国際チャーター便利用者数

（千人）

（２）交通モード別の状況 

１）航空 

いわて花巻空港の国内・国際定期便の利用者数は、令和２年度（2020 年度）に新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大の影響により、前年度比 29.4％まで大幅に減少している。その後、令

和４年度（2022 年度）まで利用者数は徐々に回復傾向にあるが、コロナ以前の水準までには至

っていない。 

令和３年（2021 年）３月には、神戸空港との間で新たな定期路線が就航したほか、令和５年

（2023 年）５月には国際定期便の台北線が約３年ぶりに運航を再開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

図２-６８  いわて花巻空港の利用者数の推移 

（上段：国内・国際定期便（臨時便含む）利用者数、下段：国内・国際チャーター便利用者数） 
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２）フェリー航路 

平成 30 年度（2018 年度）に宮古港と北海道室蘭港を結ぶ岩手県初となる定期フェリー航路

「宮古・室蘭フェリー航路」が開設されたが、令和２年（2020 年）３月をもって当面休止して

いる。 

岩手県や宮古市などの関係者が一丸となって、寄港再開に向けて取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

図２-６９  宮古・室蘭フェリー航路（運行時の航路） 
 

３）鉄道 

県内には、東日本旅客鉄道、第三セクター鉄道の三陸鉄道、IGR いわて銀河鉄道の３社の鉄

道事業者の路線があり、新幹線２路線、在来線 10 路線が運行する。 

東北新幹線の平均通過人員は、平成 30 年度（2018 年度）で約 90 千人であったが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響等により、令和４年度（2022 年度）は約 70 千人と、コロナ以前の水

準までの回復には至っていない。 

JR 在来線の平均通過人員についても、平成 30 年度で約 26 千人であったが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響等により、令和４年度は約 22 千人とコロナ以前の水準までの回復には至っ

ていない。 

第三セクター鉄道の年間利用者数は、平成 30 年度で約 5,800 千人であったが、新型コロナウ

イルス感染症の影響等により、令和２年度（2020 年度）以降、約 5,000 千人と横ばい傾向であ

り、利用者の回復には至っていない。 

  

資料：宮古市ホームページを一部修正  

室蘭

八戸

宮古

【船舶特徴シルバークイーン】
総トン数 7,005t 全長 134m
航海速力 20.7   旅客定員 600名
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図２-７０  新幹線の平均通過人員の推移（仙台～八戸間） 
資料：東日本旅客鉄道公表資料 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東日本旅客鉄道公表資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-７２  第三セクター鉄道の年間利用者数の推移 

 
資料：三陸鉄道資料、IGR いわて銀河鉄道資料 

※年間利用者数は実数値（単位：人）の計算結果 
※ 三陸鉄道は平成 31 年（2019 年）３月に一貫運行を開始したが、令和元年台風第 19 号により令和元年 10 月に全長の約

７割が不通となり、全線運行再開まで半年の月日を要した。 

  

図２-７１  JR在来線の平均通過人員の推移 

※ 平均通過人員は、東北本線（一ノ関～

盛岡間）、田沢湖線（盛岡～大曲間）、

八戸線（鮫～久慈間）、花輪線（好摩～

荒屋新町間）、北上線（北上～ほっとゆ

だ間）、大船渡線（一ノ関～気仙沼間）

を集計 
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４）路線バス 

①利用者数等の推移 

乗合バスの年間利用者数は、平成 30 年度（2018 年度）には 22,343 千人であったが、新型

コロナウイルス感染症の拡大の影響により、令和２年度（2020 年度）は 14,603 千人、令和

３年度（2021 年度）は 13,947 千人と減少している。なお、令和４年度（2022 年度）には 14,907

千人と微増しているものの、コロナ以前の平成 30 年度に比べ 66.7％と、コロナ以前の利用

者数の回復には至っていない。 

利用者数の減少に伴い、運賃収入も減少しており、令和４年度には、コロナ以前の平成 30

年度に比べて 64.2％と、厳しい状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-７３  年間利用者数の推移 
出典：一般乗合旅客自動車運送事業輸送実績報告書 

（岩手県交通、岩手県北自動車、ジェイアールバス東北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-７４  旅客運賃収入の推移 
出典：一般乗合旅客自動車運送事業輸送実績報告書 

（岩手県交通、岩手県北自動車、ジェイアールバス東北）  

（千人） 

（百万円） 

（千人） 
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②高速バスの運行状況 

高速バスは 32 路線が運行し、県央広域振興圏 23 路線、県南広域振興圏 10 路線、沿岸広域

振興圏５路線、県北広域振興圏５路線となっており、高速道路を通って県内と東京都や宮城

県、青森県等の他都県の拠点都市や広域振興圏間を結んでいる。 

表２-２６  高速バスの運行状況（令和６年（2024年）３月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③都市間輸送バスの運行状況 

県内で運行している都市間輸送バスは７路線となっており、県央広域振興圏３路線、県南

広域振興圏３路線、沿岸広域振興圏３路線、県北広域振興圏２路線となっている。 

 

表２-２７  都市間輸送バスの運行状況（令和６年（2024年）３月時点） 

  番号 広域振興圏 路線名/系統名 主な運行区間 交通事業者

1 県央、県南、沿岸 大船渡盛岡線
盛岡バスセンター～遠野駅前・荷沢峠～大船渡駅前
（荷沢峠経由は高速バス）

岩手県交通

2 県央、沿岸 106特急 盛岡駅前～宮古駅前 岩手県北自動車

3 県央、沿岸 大船渡一関線
一関駅前～千厩駅前～気仙沼駅前～陸前高田駅～盛大船渡駅前～
立根

岩手県交通

4 県南 気仙沼一関線 一関駅前～千厩駅前～気仙沼駅前～気仙沼市役所前 岩手県交通

5 県南 気仙沼千厩線 千厩バスターミナル～折壁駅前～気仙沼駅前～気仙沼市役所前 岩手県交通

6 県北 軽米市ノ沢線 軽米病院～市ノ沢～本八戸駅～ラピアバスターミナル 岩手県北自動車南部支社

7 県北 大野線 大野～本八戸駅～ラピアバスターミナル 岩手県北自動車南部支社

番号 広域振興圏 路線名/系統名 主な運行区間 交通事業者

1 県央、県南、沿岸 盛岡釜石線 盛岡バスセンター～道の駅遠野風の丘～釜石駅前～大槌駅 岩手県交通

2 県央、県南、県北 岩手きずな号
東京ディズニーランド®～バスターミナル東京八重洲～北上駅東口
～盛岡駅西口～久慈営業所

岩手県北自動車、フジエクスプレス

3 県央、県南 花巻空港線 盛岡駅～花巻空港 岩手県交通

4 県央、県南 オリオンバス
盛岡駅～北上駅東口～水沢駅東口～東京駅鍜治橋駐車場～東京
ディズニーランド®

オリオンツアー

5 県央、県南 三栄交通高速路線バス
盛岡駅西口～北上駅東口～一関駅東口～八重洲口鍛冶橋駐車場～
千葉駅口

三栄交通

6 県央、沿岸 MEX宮古・盛岡
横浜駅東口バスターミナル～バスターミナル東京八重洲～盛岡駅西
口～宮古駅前～ふれあいパークやまだ

岩手県北自動車

7 県央、県北 八盛号 盛岡バスセンター～八戸フェリーターミナル 岩手県北自動車

8 県央、県北 久慈こはく号 盛岡バスセンター～久慈営業所 岩手県北自動車

9 県央 ドリーム盛岡号（運休中） 盛岡駅東口～東京駅 岩手県交通、国際興業

10 県央 ドリーム青森/盛岡・東京号 青森駅～盛岡駅東口～東京駅日本橋口～東京ディズニーランド® ジェイアールバス東北

11 県央 MEX八戸 川崎駅東口～バスタ新宿～盛岡駅西口～八戸ラピアバスターミナル 岩手県北自動車

12 県央 MEX三沢
東京ディズニーシー®～バスタ新宿～盛岡駅西口～十和田市まちな
か交通広場

岩手県北自動車

13 県央 ヨーデル号 盛岡駅西口～弘前駅前 岩手県北自動車、弘南バス

14 県央 アーバン号 盛岡バスセンター～盛岡駅西口～仙台駅前～仙台駅東口
岩手県北自動車、岩手県交通、ジェイ
アールバス東北、宮城交通、東日本急行

15 県央 みちのく号 杜の道南～盛岡駅～大館駅前 岩手県北自動車、秋北バス

16 県央 あすなろ号 盛岡駅西口～青森駅前～青森港フェリーターミナル 岩手県北自動車、弘南バス

17 県央 ジュピター号 池袋駅西口～テレトラック安代、能代営業所 国際興業、秋北バス

18 県央 大館仙台線（運休中） 三井アウトレットパーク仙台港～テレトラック安代～大館駅前 秋北バス

19 県央 キラキラ号
盛岡駅西口～八重洲口鍜治橋駐車場～羽田エアポートガーデンバス
ターミナル

桜交通

20 県央 キラキラ号 盛岡駅西口～バスタ新宿～BUSTLE海老名 桜交通

21 県央 KBライナー 秋田駅東口～盛岡駅西口～バスタ新宿 千葉みらい観光バス

22 県央 ジャムジャムライナー 青森駅前～盛岡駅西口～バスターミナル東京八重洲 日本ユース旅行

23 県央 ジャムジャムライナー 盛岡駅西口～東京駅～東京ディズニーランド® 日本ユース旅行

24 県南、沿岸 けせんライナー 大槌駅～釜石駅前～サンリアショッピングセンター～池袋西口 岩手県交通

25 県南 けんじライナー 花巻温泉～花巻駅前～北上駅前～仙台駅東口 岩手県交通

26 県南 仙台空港・松島・平泉線（運休中） 仙台空港～松島海岸～平泉・中尊寺 岩手県北自動車

27 県南 仙台駅前-一ノ関線 仙台駅前～一ノ関駅 東日本急行

28 県南 仙台駅前-平泉線 仙台駅前～一ノ関駅～中尊寺 東日本急行

29 沿岸 釜石仙台線 釜石駅営業所～サンリアショッピングセンター～仙台駅前 岩手県交通、宮城交通

30 沿岸 三陸高速バス 道の駅シートピアなあど～仙台駅前 岩手県北自動車

31 県北 シリウス号 七戸十和田駅南口～軽米インター～東京駅八重洲南口 国際興業、十和田観光電鉄

32 県北 軽米高速線 八戸駅前～軽米病院 岩手県北自動車南部支社

出典：各事業者ホームページ 

出典：各事業者ホームページ 
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④広域路線バスの運行状況 

県内の地域間を結び高校生の通学や高齢者の通院など、日常的な移動を支える広域路線バ

スは 109 路線運行しており、県央広域振興圏が 58 路線、県南広域振興圏内が 25 路線、沿岸

広域振興圏内が 13 路線、県北広域振興圏が 24 路線となっている。 

 

表２-２８  広域路線バスの運行状況（１/２）（令和６年（2024年）３月時点） 

 

 

 

 

 

 

  

番号 広域振興圏 路線名/系統名 主な運行区間 交通事業者

1 県央、県南 山伏 ほっとゆだ駅前～貝沢～イオンモール盛岡～県立中央病院～盛岡バスセンター 東日本交通

2 県央、沿岸 早坂高原 盛岡駅東口～道の駅三田貝分校～龍泉洞前 ジェイアールバス東北

3 県央、沿岸 106急行 宮古駅前～区界～盛岡バスセンター～盛岡駅 岩手県北自動車

4 県央、県北 平庭高原 盛岡バスセンター～葛巻～久慈駅 ジェイアールバス東北

5 県央、県北 中山 いわて沼宮内駅前～沼宮内地域診療センター～中山 岩手県北自動車

6 県央、県北 葛巻 ふれあい広場～瀬月内～葛巻中学校前 岩手県北自動車

7 県央、県北 小鳥谷 二戸駅～小鳥谷駅～葛巻病院前 ジェイアールバス東北

8 県央、県北 二戸-葛巻 二戸駅～小鳥谷駅～葛巻駅 ジェイアールバス東北

9 県央、県北 葛巻-金田一温泉駅 葛巻駅～二戸駅～金田一温泉駅 ジェイアールバス東北

10 県央、県北 二ツ森-中山 二ツ森～いわて沼宮内駅～中山 岩手県北自動車

11 県央、県北 瀬月内-葛巻中学校 瀬月内～葛巻中学校前 岩手県北自動車

12 県央 長岡（日詰駅前行） 盛岡駅前～犬吹森～日詰駅前 岩手県交通

13 県央 本宮（湯沢団地経由） 矢巾営業所～湯沢団地～盛岡駅前 岩手県交通

14 県央 雫石 盛岡バスセンター～城西町～イオンモール盛岡～雫石駅前 岩手県交通

15 県央 日詰 盛岡駅前～北高田～日詰駅前 岩手県交通

16 県央 繋温泉 盛岡バスセンター～天昌寺前～イオンモール盛岡～盛岡つなぎ温泉 岩手県交通

17 県央 飯岡 矢巾営業所～向中野四丁目～盛岡バスセンター 岩手県交通

18 県央 川久保 矢巾営業所～都南総合支所～盛岡駅前 岩手県交通

19 県央 長岡（長岡支所前行） 盛岡駅前～手代森～長岡支所前 岩手県交通

20 県央 沼宮内（産業文化センター経由） 盛岡バスセンター～盛岡駅前～産業文化センター～沼宮内営業所 岩手県北自動車

21 県央 平館駅前 盛岡バスセンター～盛岡駅前～平館駅前 岩手県北自動車

22 県央 八幡平マウンテンホテル（田頭経由） 盛岡バスセンター～盛岡駅前～田頭町～八幡平マウンテンホテル 岩手県北自動車

23 県央 松川温泉 盛岡バスセンター～盛岡駅前～田頭町～松川温泉 岩手県北自動車

24 県央 沼宮内 盛岡バスセンター～盛岡駅前～沼宮内営業所 岩手県北自動車

25 県央 八幡平マウンテンホテル（平舘経由） 盛岡バスセンター～盛岡駅前～平館駅前～八幡平マウンテンホテル 岩手県北自動車

26 県央 大更駅前 盛岡バスセンター～盛岡駅前～大更駅前 岩手県北自動車

27 県央 青山松園 滝沢営業所～月が丘二丁目～松園営業所 岩手県交通

28 県央 本宮（流通会館経由） 矢巾営業所～流通会館前～盛岡駅前 岩手県交通

29 県央 南インター川久保 矢巾営業所～盛岡南インター前～盛岡友愛病院前～盛岡駅前 岩手県交通

30 県央 東部 陸中岩瀬張～大渡～いわて沼宮内駅 岩手県北自動車

31 県央 好摩直通 盛岡バスセンター～イオンスーパーセンター盛岡渋民店～好摩駅 岩手県北自動車

32 県央 青山町（滝沢営業所発） 滝沢営業所～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

33 県央 青山町（滝沢アメニティタウン発） 滝沢アメニティタウン～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

34 県央 青山町（ビックルーフ滝沢発） ビックルーフ滝沢～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

35 県央 南青山町 盛岡バスセンター～盛岡駅前～滝沢営業所 岩手県交通

36 県央 盛岡北高（あすみ野行入口発） あすみ野入口～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

37 県央 盛岡北高（けや木の平公園発） けや木の平公園～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

38 県央 盛岡北高（滝沢営業所発） 滝沢営業所～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

39 県央 滝沢かつらぎ団地 滝沢営業所～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

40 県央 滝沢ゆとりが丘団地 滝沢営業所～盛岡駅西口～盛岡バスセンター 岩手県交通

41 県央 滝沢長橋台団地 滝沢市役所前～盛岡駅西口～盛岡バスセンター 岩手県交通

42 県央 青山天神 滝沢市役所前～館坂橋～附属中学校前 岩手県交通

43 県央 松園北高 松園営業所～盛岡北高～滝沢営業所 岩手県交通

44 県央 あすみ野箱清水 あすみ野入口～三馬橋～盛岡駅前 岩手県交通

45 県央 厨川中央（中野一丁目行） 岩手県立大学～盛岡駅前～中野一丁目 岩手県交通

46 県央 厨川中央（盛岡バスセンター行） 巣子車庫～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

47 県央 みたけ箱清水 滝沢営業所～箱清水～県立中央病院前 岩手県交通

48 県央 松園みたけ 松園バスターミナル～箱清水～滝沢営業所 岩手県交通

49 県央 北高田 盛岡駅前～北高田～矢巾営業所 岩手県交通

50 県央 矢巾医大 盛岡駅前～医大矢巾キャンパス～矢幅駅前 岩手県交通

51 県央 本宮（盛岡工業高校経由） 矢巾営業所～盛岡工業高校前～盛岡駅前 岩手県交通

52 県央 日詰（岩手医大病院前経由） 盛岡駅前～岩手医大病院前～日詰駅前 岩手県交通

53 県央 滝沢イオンモール盛岡 滝沢営業所～盛岡北高前～イオンモール盛岡 岩手県交通

出典：各事業者ホームページ 
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表２-２９  広域路線バスの運行状況（２/２）（令和６年（2024年）３月時点） 

 

  54 県央 八幡平営業所-松尾鉱山資料館 八幡平営業所～松尾鉱山資料館 岩手県北自動車

55 県央 盛岡大学 盛岡バスセンター～盛岡駅前～盛岡大学 岩手県北自動車

56 県央 盛岡大学（県立大学経由） 厨川駅～県立大学入口～盛岡大学 岩手県北自動車

57 県央 盛岡大学（東北自動車道経由） 盛岡駅西口～盛岡大学 岩手県北自動車

58 県央 盛岡大学（松園一丁目発） 松園一丁目～盛岡大学 岩手県北自動車

59 県南 石鳥谷 北上駅前～県立中部病院前～イトーヨーカドー～志和口 岩手県交通

60 県南 胆沢病院 江刺バスセンター～胆沢病院 岩手県交通

61 県南 水沢前沢 水沢駅前～胆沢病院～イオン前沢店 岩手県交通

62 県南 一関前沢 一関駅前～イオン前沢店 岩手県交通

63 県南 本郷 一関営業所～千厩バスターミナル 岩手県交通

64 県南 一関平泉 一関駅前～平泉駅前～瀬原 岩手県交通

65 県南 成田 花巻北高前～花巻駅前～村崎野駅前～北上駅前 岩手県交通

66 県南 大迫石鳥谷 大迫中学校～大迫地域診療センター～宝陽病院～石鳥谷駅 岩手県交通

67 県南 生母 胆沢病院～奥州市役所前～生母 岩手県交通

68 県南 千厩花泉 千厩病院前～藤沢病院～花泉駅 一関市

69 県南 胆沢水沢 まごころ病院～まごころ病院 岩手県交通

70 県南 貝沢 ほっとゆだ駅～西和賀高校前～さわうち病院～貝沢 東日本交通

71 県南 げいび渓 一関駅前～磐井南光病院～摺沢駅 東磐交通

72 県南 大迫花巻（県立中部病院行） 大迫中学校前～花巻駅前～県立中部病院前 岩手県交通

73 県南 大迫花巻（花巻駅前行） 大迫中学校前～新花巻駅前～花巻駅前 岩手県交通

74 県南 荷沢峠 遠野駅前～荷沢峠～遠野駅前 岩手県交通

75 県南 小友 遠野駅前～小友～遠野駅前 岩手県交通

76 県南 綾織・達曽部 遠野駅前～達曽部～綾織～遠野駅前 岩手県交通

77 県南 水岩（江刺病院前経由・水沢駅前行） 江刺バスセンター～江刺病院前～水沢駅前 岩手県交通

78 県南 水岩（水沢駅前行） 江刺バスセンター～水沢駅前 岩手県交通

79 県南 水沢江刺駅 胆沢病院～水沢江刺駅～江刺バスセンター 岩手県交通

80 県南 黒石 胆沢病院～奥州市役所前～黒石 岩手県交通

81 県南 美希病院 水沢駅東口～美希病院 岩手県交通

82 県南 一関 一関駅～陸中箱石 東磐交通

83 沿岸 大船渡住田 住田高校前～世田米駅前～県立大船渡病院 岩手県交通

84 沿岸 赤浜 上大畑～赤浜 岩手県交通

85 沿岸 浪板 浪板～県立釜石病院～上大畑 岩手県交通

86 沿岸 田老（ふれあい荘前経由） 宮古駅前～宮古病院～ふれあい荘前～三王三丁目 岩手県北自動車

87 沿岸 田の浜 宮古駅前～山田駅前～田の浜 岩手県北自動車

88 沿岸 小本 宮古駅前～宮古病院～岩泉小本駅間 岩手県北自動車

89 沿岸 田老 宮古駅前～宮古病院～三王三丁目 岩手県北自動車

90 沿岸 茂市 宮古駅前～茂市～ゆったり館 岩手県北自動車

91 沿岸 綾里外口 綾里駅前～県立大船渡病院～立根 岩手県交通

92 沿岸 岩泉茂市 岩泉病院～和井内～茂市駅 東日本交通

93 沿岸 宮古駅前-船越駅前 宮古駅前～豊間根～船越駅前 岩手県北自動車

94 県北 二戸 伊保内支所～ふれあい広場～二戸駅前 岩手県北自動車

95 県北 大野 久慈駅～県立久慈病院～陸中大野 岩手県北自動車

96 県北 軽米 二戸駅～県立二戸病院～金田一温泉センター～軽米病院 ジェイアールバス東北

97 県北 二戸久慈 二戸駅～道の駅おりつめ～久慈駅 ジェイアールバス東北

98 県北 二戸 浄法寺～二戸駅～仁左平 ジェイアールバス東北

99 県北 二戸-浄法寺 二戸駅～浄法寺 ジェイアールバス東北

100 県北 二戸-一戸病院 二戸駅～一戸病院 ジェイアールバス東北

101 県北 一戸病院-仁左平 一戸病院～県立二戸病院・仁左平 ジェイアールバス東北

102 県北 一戸病院-金田一温泉駅 一戸病院～二戸駅～金田一温泉駅 ジェイアールバス東北

103 県北 二戸～イコオ 二戸駅前～イコオ 岩手県北自動車

104 県北 伊保内支所-県立二戸病院 伊保内支所～ふれあい広場～県立二戸病院 岩手県北自動車

105 県北 伊保内支所-軽米新町 伊保内支所～ふれあい広場～軽米新町 岩手県北自動車

106 県北 九戸インターオドデ館-軽米新町 九戸インターオドデ館～軽米新町 岩手県北自動車

107 県北 陸中大野-軽米インター 陸中大野～軽米インター 岩手県北自動車

108 県北 久慈海岸 久慈駅～陸中野田駅 岩手県北自動車

109 県北 大野（碁石前発） 碁石前～久慈駅～陸中大野 岩手県北自動車

番号 広域振興圏 路線名/系統名 主な運行区間 交通事業者

1 県央、県南 山伏 ほっとゆだ駅前～貝沢～イオンモール盛岡～県立中央病院～盛岡バスセンター 東日本交通

2 県央、沿岸 早坂高原 盛岡駅東口～道の駅三田貝分校～龍泉洞前 ジェイアールバス東北

3 県央、沿岸 106急行 宮古駅前～区界～盛岡バスセンター～盛岡駅 岩手県北自動車

4 県央、県北 平庭高原 盛岡バスセンター～葛巻～久慈駅 ジェイアールバス東北

5 県央、県北 中山 いわて沼宮内駅前～沼宮内地域診療センター～中山 岩手県北自動車

6 県央、県北 葛巻 ふれあい広場～瀬月内～葛巻中学校前 岩手県北自動車

7 県央、県北 小鳥谷 二戸駅～小鳥谷駅～葛巻病院前 ジェイアールバス東北

8 県央、県北 二戸-葛巻 二戸駅～小鳥谷駅～葛巻駅 ジェイアールバス東北

9 県央、県北 葛巻-金田一温泉駅 葛巻駅～二戸駅～金田一温泉駅 ジェイアールバス東北

10 県央、県北 二ツ森-中山 二ツ森～いわて沼宮内駅～中山 岩手県北自動車

11 県央、県北 瀬月内-葛巻中学校 瀬月内～葛巻中学校前 岩手県北自動車

12 県央 長岡（日詰駅前行） 盛岡駅前～犬吹森～日詰駅前 岩手県交通

13 県央 本宮（湯沢団地経由） 矢巾営業所～湯沢団地～盛岡駅前 岩手県交通

14 県央 雫石 盛岡バスセンター～城西町～イオンモール盛岡～雫石駅前 岩手県交通

15 県央 日詰 盛岡駅前～北高田～日詰駅前 岩手県交通

16 県央 繋温泉 盛岡バスセンター～天昌寺前～イオンモール盛岡～盛岡つなぎ温泉 岩手県交通

17 県央 飯岡 矢巾営業所～向中野四丁目～盛岡バスセンター 岩手県交通

18 県央 川久保 矢巾営業所～都南総合支所～盛岡駅前 岩手県交通

19 県央 長岡（長岡支所前行） 盛岡駅前～手代森～長岡支所前 岩手県交通

20 県央 沼宮内（産業文化センター経由） 盛岡バスセンター～盛岡駅前～産業文化センター～沼宮内営業所 岩手県北自動車

21 県央 平館駅前 盛岡バスセンター～盛岡駅前～平館駅前 岩手県北自動車

22 県央 八幡平マウンテンホテル（田頭経由） 盛岡バスセンター～盛岡駅前～田頭町～八幡平マウンテンホテル 岩手県北自動車

23 県央 松川温泉 盛岡バスセンター～盛岡駅前～田頭町～松川温泉 岩手県北自動車

24 県央 沼宮内 盛岡バスセンター～盛岡駅前～沼宮内営業所 岩手県北自動車

25 県央 八幡平マウンテンホテル（平舘経由） 盛岡バスセンター～盛岡駅前～平館駅前～八幡平マウンテンホテル 岩手県北自動車

26 県央 大更駅前 盛岡バスセンター～盛岡駅前～大更駅前 岩手県北自動車

27 県央 青山松園 滝沢営業所～月が丘二丁目～松園営業所 岩手県交通

28 県央 本宮（流通会館経由） 矢巾営業所～流通会館前～盛岡駅前 岩手県交通

29 県央 南インター川久保 矢巾営業所～盛岡南インター前～盛岡友愛病院前～盛岡駅前 岩手県交通

30 県央 東部 陸中岩瀬張～大渡～いわて沼宮内駅 岩手県北自動車

31 県央 好摩直通 盛岡バスセンター～イオンスーパーセンター盛岡渋民店～好摩駅 岩手県北自動車

32 県央 青山町（滝沢営業所発） 滝沢営業所～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

33 県央 青山町（滝沢アメニティタウン発） 滝沢アメニティタウン～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

34 県央 青山町（ビックルーフ滝沢発） ビックルーフ滝沢～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

35 県央 南青山町 盛岡バスセンター～盛岡駅前～滝沢営業所 岩手県交通

36 県央 盛岡北高（あすみ野行入口発） あすみ野入口～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

37 県央 盛岡北高（けや木の平公園発） けや木の平公園～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

38 県央 盛岡北高（滝沢営業所発） 滝沢営業所～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

39 県央 滝沢かつらぎ団地 滝沢営業所～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

40 県央 滝沢ゆとりが丘団地 滝沢営業所～盛岡駅西口～盛岡バスセンター 岩手県交通

41 県央 滝沢長橋台団地 滝沢市役所前～盛岡駅西口～盛岡バスセンター 岩手県交通

42 県央 青山天神 滝沢市役所前～館坂橋～附属中学校前 岩手県交通

43 県央 松園北高 松園営業所～盛岡北高～滝沢営業所 岩手県交通

44 県央 あすみ野箱清水 あすみ野入口～三馬橋～盛岡駅前 岩手県交通

45 県央 厨川中央（中野一丁目行） 岩手県立大学～盛岡駅前～中野一丁目 岩手県交通

46 県央 厨川中央（盛岡バスセンター行） 巣子車庫～盛岡駅前～盛岡バスセンター 岩手県交通

47 県央 みたけ箱清水 滝沢営業所～箱清水～県立中央病院前 岩手県交通

48 県央 松園みたけ 松園バスターミナル～箱清水～滝沢営業所 岩手県交通

49 県央 北高田 盛岡駅前～北高田～矢巾営業所 岩手県交通

50 県央 矢巾医大 盛岡駅前～医大矢巾キャンパス～矢幅駅前 岩手県交通

51 県央 本宮（盛岡工業高校経由） 矢巾営業所～盛岡工業高校前～盛岡駅前 岩手県交通

52 県央 日詰（岩手医大病院前経由） 盛岡駅前～岩手医大病院前～日詰駅前 岩手県交通

53 県央 滝沢イオンモール盛岡 滝沢営業所～盛岡北高前～イオンモール盛岡 岩手県交通

出典：各事業者ホームページ 
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５）コミュニティバス・デマンド交通 

県内では 25 市町村がコミュニティバスを運行しており、19 市町村がデマンド交通を運行

している。 

表２-３０  コミュニティバス、デマンド交通の運行状況（令和６年（2024年）３月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：各市町村ホームページ 

番号
広域

振興圏
市町村 主なコミュニティバス 主なデマンド交通

1 八幡平市 ・　八幡平市コミュニティバス ・　八幡平市デマンド交通
2 滝沢市 ・　福祉バス
3 雫石町 ・　雫石町あねっこバス
4 岩手町 ・　あいあいバス ・　あいあいタクシー
5 紫波町 ・　しわまる号
6 矢巾町 ・　やはばす ・　のりあい号

7 花巻市

・　市街地循環バスふくろう号・星めぐり号
・　大迫・花巻線
・　岩手医科大学附属病院利用者連絡バス
・　大迫地域・岩手医科大学附属病院・盛岡
赤十字病院連絡バス

・　西南地域予約乗合バス
・　東和地域予約乗合バス
・　石鳥谷地域予約乗合バス
・　大迫地域予約乗合バス
・　湯口地区予約乗合タクシー

8 北上市 ・　おに丸号
・　相去地区乗合タクシー
・　稲瀬地区乗合タクシー
・　のりたくん

9 遠野市

・　市営デマンドバス
・　小友・綾織地区デマンドバス
・　附馬牛・松崎地区デマンドバス馬っこ
号

10 一関市 ・　市営バス

・　舞川・達古袋地区（一関）
・　花泉地域(永井地区除く)
・　長坂・猿沢地区（東山・大東）
・　奥玉地区（千厩）
・　清田地区（千厩）
・　小梨地区（千厩）
・　室根地域
・　川崎地域
・　藤沢地域

11 奥州市
・　Ｚバス
・　市営バス
・　衣川コミュニティバス

・　ハートバス
・事前予約型乗合タクシー（水沢黒石地
区、江刺田原地区、胆沢地域、衣川地域）
・自家用有償旅客運送（江刺伊手地区、
江刺米里地区、江刺梁川地区、江刺広瀬
地区、江刺稲瀬地区）

12 西和賀町
・　町民バス「貝沢線、沢内線、山伏線、沢
内おでかけバス、湯田おでかけバス」

・　湯川温泉湯けむりタクシー

13 金ケ崎町 ・　金ケ崎町田園バス
14 平泉町 ・　平泉町コミュニティバス

15 宮古市
・　田老地域バス
・　新里地域バス
・　川井地域バス

・　田老地域
・　新里地域
・　川井地域

16 大船渡市
・　日頃市地区デマンド交通
・　越喜来地区デマンド交通

17 陸前高田市
・　高田竹駒循環線
・　高田米崎循環線

・　気仙地区デマンドタクシー
・　小友・広田地区デマンドタクシー

18 釜石市
・　北部コミュニティバス
・　南部コミュニティバス
・　にこにこバス

19 住田町 ・　住田町コミュニティバス
20 大槌町 ・　町民バス

21 山田町
・　山田町コミュニティバス
・　まちなか循環バス

・　豊間根地区デマンドタクシー

22 岩泉町 ・　岩泉町民バス ・　安家地区デマンド交通
23 田野畑村 ・　タノくんバス ・　くるもん号

24 久慈市 ・　市民バス「のるねっとＫＵＪＩ」
・　津内口デマンドタクシー
・　根井デマンドタクシー

25 二戸市
・　市コミュニティバス　にこにこ号
・　循環バス

26 普代村
・　普代村営バス
・　周遊観光バス（土日祝のみ）

27 軽米町
・　軽米新町　・　鶴飼線
・　軽米新町　・　民田山線
・　町民バス

28 野田村 ・　野田村営バス
29 洋野町 ・　町営バス
30 一戸町 ・　デマンド交通「いちのへ　いくべ号」

県央

沿岸

県北

県南
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６）自家用有償旅客運送 

自家用有償旅客運送は、交通空白輸送を行う「交通空白地有償運送」と福祉輸送を行う「福

祉有償運送」に分けられる。 

交通空白地有償運送については、行政や地域住民などが主体となって運行しており、県内

においては、令和５年（2023 年）４月時点で、14 市町村、地域住民が主体となる団体や NPO

法人９団体の計 23 団体が運行している。 

福祉有償運送については、社会福祉法人や NPO 法人などが主体となって運行しており、令

和５年４月時点で、社会福祉法人 20 団体、NPO 法人４団体、医療法人１団体の計 25 団体が

運行している。 

 

 
図２-７５  自家用有償旅客運送の区分 

出典：自家用有償旅客運送ハンドブック（国交省）から抜粋 
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7）一般タクシー 

県内のタクシー事業者数は 130 社となっている。 

タクシーは、定まった路線を運行する鉄道やバスなどの大量輸送機関とは異なり、目的地

まで直接運行できる機動性や柔軟に乗降できる利便性などを有している。また、市町村のコ

ミュニティバスやデマンド交通をタクシー事業者が受託運行している事例もある。 

県内のタクシーの運転士数、車両数は減少傾向にある。 

 

表２-３１  一般タクシーの主たる事務所の立地状況（令和６年（2024年）３月時点） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：各事業者ホームページ 

広域
振興圏

市町村 タクシー事業者 事業者数

盛岡市

盛岡タクシー(株)，(株)ヒノヤタクシー，(株)平和タクシー，富士タクシー(有)，(有)つばめ
タクシー，県都交通（有），(有)岩手ハイヤー，(有)相互タクシー，旭タクシー（有），城東交通
(有)，(株)太田タクシー，(有)みたけタクシー，(株)矢巾タクシー，(株)ふるさと交通，（株）
城北商事，(有)となん交通，(株)あいのりタクシー，世田米タクシー合名会社，渋民タク
シー，（有）好摩タクシー

20

八幡平市 （有）平舘タクシー，西根観光タクシー（株），（有）安代観光タクシー 3

滝沢市 (有)滝沢交通 1

雫石町 （有）雫石タクシー 1

葛巻町 葛巻タクシー（有） 1

岩手町 （有）沼宮内タクシー 1

紫波町 合資会社日詰タクシー，（有）紫波タクシー 2

花巻市

(株)文化タクシー，(株)岩手観光タクシー，花巻タクシー(株)，(株)電鉄タクシー，(株)志戸
平温泉タクシー，(有)二枚橋タクシー，(有)高木タクシー，(有)笹間タクシー，(有)宮野目タ
クシー，(株)三光タクシー，（有）石鳥谷タクシー，（有）大迫観光タクシー，（有）東和観光タ
クシー

13

北上市
(株)八重樫タクシー，(有)都タクシー，(有)大安タクシー，(株)平和タクシー，(有)北上タク
シー，(株)村崎野タクシー，(有)藤タクシー，（株）安全タクシー，(有)江釣子タクシー，(有)
和賀観光タクシー，（有）ほっと交通

11

遠野市 遠野交通（株），（有）まるきタクシー，（株）宮守交通 3

一関市

(株)一関平泉タクシー，(株)県南タクシー，(有)なのはな観光タクシー，(有)一関中央交
通，（有）東北石灰運輸，（有）花泉タクシー，（有）千厩タクシー，（有）西宗タクシー，（有）磐
井タクシー，東磐交通（株），（有）長坂タクシー，摺沢タクシー，大原タクシー，（有）藤沢タク
シー，（有）郡南タクシー，（有）川崎タクシー，（有）室根タクシー

17

奥州市
(株)水沢タクシー，(株)北都交通，(株)江刺タクシー，（株）前沢タクシー，（有）衣川タク
シー，(有)奥州いさわタクシー

6

西和賀町 ゆだ交通(有)，西和賀燃料（株） 2

金ヶ崎町 （有）光タクシー 1

宮古市
(有)川崎タクシー，三社自動車(株)，合名会社津軽石タクシー，(有)クボタタクシー，マル
ヨシタクシー(有)，（有）真崎タクシー，（有）川井交通

7

大船渡市 (株)菅野商店，光陽商事（株），（株）東海タクシー，三光運輸(有) 4

陸前高田市 高田タクシー（有），（株）気仙タクシー，（有）高田交通 3

釜石市 (株)釜石タクシー，スクー(株)，前勝タクシー(有)，(有)青葉タクシー，(有)太陽タクシー 5

大槌町 （株）大安，（株）大槌タクシー 2

山田町
（有）山崎タクシー，豊間根タクシー，（有）マリンタクシー，（有）田の浜タクシー，マルヨタク
シー(有)

5

岩泉町 岩泉自動車運輸（株），小川タクシー（株），龍泉洞観光タクシー（有） 3

田野畑村 （有）田野畑観光タクシー，田野畑交通（有） 2

久慈市 (株)三河交通観光，陸中観光(株)，合資会社久慈タクシー，(株)ヒカリ総合交通 4

二戸市 (株)玉川観光タクシー，福岡タクシー（株），浄法寺タクシー（有） 3

普代村 普代タクシー（有） 1

軽米町 軽米タクシー（株，）岩手県北タクシー（株） 2

九戸村 伊保内タクシー 1

洋野町 （有）八木タクシー，（有）大野タクシー 2

一戸町 （株）一戸タクシー，（有）丸由タクシー，（有）中山タクシー，（有）一戸観光タクシー 4

県央

県南

沿岸

県北
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8）市町村による主な先進的取組 

県内の市町村では、移動手段の確保に向けて様々な取組を行っている。 

紫波町では、AI 技術を活用して予約・配車などを行う AI デマンド交通「しわまる号」を導

入し、効率的で利便性の高い地域公共交通サービスを提供している。 

宮古市では、自宅からバス停までの“ラストワンマイル”の移動手段を確保するため、低炭

素モビリティであるグリーンスローモビリティ（時速 20km 未満で公道を走ることができる電

動車を活用した移動サービス）の導入を検討している。 

陸前高田市では、地域における移動手段の確保や効果的な震災伝承活動のため、高田松原津

波復興祈念公園においてレベル２相当の自動運転走行の実証実験を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 しわまる号（紫波町）                図２-７６ しわまる号の利用方法 
出典：紫波町ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：宮古市 

出典：陸前高田市ホームページ 

出典：浄土ヶ浜ビジターセンターホームページ 

写真 グリーンスローモビリティ（宮古市） 図２-７７  グリーンスローモビリティの事業概要 

写真 自動運転車両の概要（陸前高田市） 
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（３）バス路線における国・県補助事業活用状況 

令和５年度（2023 年度）の国庫補助路線数は、令和元年度（2019 年度）に比べて４路線減少

し、39 路線である。国と県の補助額の総額は 322,426 千円であり、令和元年度に比べて約 23％

減少している。 

令和５年度の県単補助路線数は、令和元年度に比べて２路線増加し、15 路線である。補助額

は 59,017 千円であり、令和元年度に比べて約 38％増加している。 

また、令和５年度の県が補助を行っている市町村が運行する国庫・県単補助路線の廃止代替

交通の運行状況は、３市町が運行する４路線となっている。 

なお、国庫補助に、被災地特例の激変緩和措置や新型コロナウイルス感染症の影響に対する

特例措置が講じられており、補助要件の緩和等がなされている。 

また、県単補助でも、国に準じて補助要件の緩和の特例措置を講じているが、国庫補助の特

例措置の終了時期は明示されておらず、仮に特例措置が終了した場合、令和５年度の実績値で、

国庫補助 11 路線、県単補助 14 路線で補助要件が満たせなくなる可能性がある。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-７８  国庫補助路線（国＋県）の路線数及び補助額の推移 
出典：国庫補助実績資料（岩手県） 

※ 図中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-７９  県単補助路線の（県＋市町村）路線数及び補助額の推移 
出典：県単補助実績資料（岩手県） 

※ 図中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 
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１）県央広域振興圏 

①広域的な公共交通の運行状況 

当該広域振興圏では、国庫補助路線 20 路線や県単補助路線８路線、市町村による国庫・県

単補助路線の廃止代替交通１路線が運行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-８０  補助路線の運行状況（令和５年度（2023年度）時点） 
出典：国庫・県単補助実績資料（岩手県） 
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②国庫補助路線の運行状況 

国庫補助路線は 20 路線であり、そのうち１路線が令和５年度（2023 年度）実績において

輸送量 15.0 人を下回っており、仮に特例措置が終了した場合、補助要件を満たさなくなるこ

とが懸念される。 

輸送量 15.0 人を満たしているものの、輸送量 20 人を下回る路線が６路線あり、今後、平

均乗車密度や運行回数が減少した場合、補助要件を満たさなくなることが懸念される。 

また、６路線が平均乗車密度 5.0 人を下回り、密度カットの対象となる。 

なお、令和５年９月に国庫補助路線であった矢巾温泉線が廃止となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-３２  国庫補助路線の運行状況一覧（令和５年度（2023年度）時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国庫補助実績資料（岩手県） 

※ 図表中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 

 

 

図２-８１  国庫補助路線及び補助額の推移 
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（回/日）

平均乗車
密度

令和５年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 長岡 岩手県交通 盛岡駅前 日詰駅前 盛岡市、紫波町 5.7 3.5 20.4 19.8 19.9

2 本宮（湯沢団地経由） 岩手県交通 矢巾営業所 盛岡駅前 盛岡市、矢巾町 5.1 3.5 19.8 19.2 17.8

3 北高田 岩手県交通 矢巾営業所 盛岡駅前 盛岡市、矢巾町 2.8 6.5 13.4 14.0 18.2

4 矢巾温泉 岩手県交通 矢巾営業所 盛岡駅前 盛岡市、矢巾町 2.9 5.6 11.4 12.1 16.2

5 雫石 岩手県交通
盛岡バスセン
ター

雫石営業所 盛岡市、滝沢市、雫石町 7 5.3 41.7 37.1

6 日詰 岩手県交通
盛岡バスセン
ター

雫石営業所 盛岡市、紫波町、矢巾町 14.5 5.1 70.5 73.9

7 繋温泉 岩手県交通
盛岡バスセン
ター

盛岡つなぎ温泉 盛岡市、滝沢市、雫石町 7.7 6.9 53.1

8 飯岡 岩手県交通 矢巾営業所
盛岡バスセン
ター

盛岡市、紫波町、矢巾町 9.7 5.9 57.2

9 川久保 岩手県交通 矢巾営業所 盛岡駅前 盛岡市、滝沢市、雫石町 7.3 5.3 38.6

10 長岡（長岡支所前行） 岩手県交通 盛岡駅前 長岡支所前 盛岡市、紫波町、矢巾町 6.7 3.9 26.1

11 沼宮内（産業文化センター経由） 岩手県北自動車
盛岡バス
センター

沼宮内営業所 盛岡市、滝沢市、岩手町 4.3 5.0 21.5 20.2 21.5

12 平館駅前 岩手県北自動車
盛岡バス
センター

平舘駅前 盛岡市、八幡平市、滝沢市 4 5.5 11.5 16.8 22.0

13
八幡平マウンテンホテル（田頭経
由）

岩手県北自動車
盛岡バス
センター

八幡平マウンテ
ンホテル

盛岡市、八幡平市、滝沢市 5.5 5.2 24.6 22.0 28.6

14 松川温泉 岩手県北自動車
盛岡バス
センター

松川温泉 盛岡市、八幡平市、滝沢市 3 6.9 12.3 15.9 20.7

15 沼宮内 岩手県北自動車
盛岡バス
センター

沼宮内営業所 盛岡市、滝沢市 、岩手町 5.3 4.5 24.3 24.3 23.8

16
八幡平マウンテンホテル（平舘経
由）

岩手県北自動車
盛岡バス
センター

八幡平マウンテ
ンホテル

盛岡市、八幡平市、滝沢市 3.3 4.4 15.1 12.2 14.5

17 大更駅前 岩手県北自動車
盛岡バス
センター

大更駅前 盛岡市、八幡平市、滝沢市 3.3 5.0 13.1 13.5 16.5

18 106急行 岩手県北自動車 宮古駅前 盛岡駅 盛岡市、宮古市 4.3 10.4 34.4 44.7

19 早坂高原
ジェイアールバ
ス東北

盛岡駅前 龍泉洞前 盛岡市、岩泉町 3.9 5.9 10.5 15.2 23.0

20 平庭高原
ジェイアールバ
ス東北

盛岡駅 久慈駅
盛岡市、久慈市、滝沢市 、葛
巻町、岩手町

5 3.4 15.1 17.1 17.0

輸送量
路線名 事業者名 起点 終点 関係市町村No.
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③県単補助路線の運行状況 

県単補助路線数は８路線であり、仮に特例措置が終了した場合、７路線が補助要件を満た

さなくなることが懸念される。 

中山線では平均乗車密度が減少している。（令和３年度（2021 年度）：2.2 人→令和５年度

（2023 年度）：1.1 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-３３  県単補助路線の運行状況一覧（令和５年度（2023年度）時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④市町村による国庫・県単補助路線の廃止代替交通の運行状況 

県が補助を行っている国庫・県単補助路線の廃止代替交通は１町が運行する１路線となっ

ている。 

表２-３４  市町村による国庫・県単補助路線の廃止代替交通運行状況一覧 令和５年度（2023年度）時点 

 

  

図２-８２  県単補助路線数及び補助額の推移 

出典：県単補助実績資料（岩手県） 

※ 図表中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 
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補
助
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R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

百
万

路線数 補助額単位：路線 単位：百万円

運行回数
（回/日）

令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 青山松園 岩手県交通 滝沢営業所 松園バスターミナル 盛岡市、滝沢市 2.0 2.4 2.3 2.8

2 本宮（流通会館経由） 岩手県交通 矢巾営業所 盛岡駅前 盛岡市、矢巾町 3.6 3.9

3 南インター川久保 岩手県交通 矢巾営業所 盛岡駅前 盛岡市、矢巾町 3.2 3.7

4 中山 岩手県北自動車 いわて沼宮内駅前 中山 岩手町、一戸町 2.5 2.2 1.3 1.1

5 葛巻 岩手県北自動車 ふれあい広場 葛巻中学校前 葛巻町、九戸村 2.0 1.2 1.3 1.4

6 東部 岩手県北自動車 陸中岩瀬張 いわて沼宮内駅前 盛岡市、岩手町 1.0 2.3 1.9 2.0

7 好摩直通 岩手県北自動車 盛岡バスセンター 好摩駅 盛岡市 2.0 2.1 0.8 1.4

8 小鳥谷 ジェイアールバス東北 二戸駅 葛巻病院 二戸市、一戸町、葛巻町 0.9 7.5

平均乗車密度
路線名 事業者名 起点 終点 関係市町村No.

出典：県単補助実績資料（岩手県） 
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２）県南広域振興圏 

①広域的な公共交通の運行状況 

当該広域振興圏では、国庫補助路線８路線や県単補助路線５路線、市町村による国庫・県

単補助路線の廃止代替交通４路線が運行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-８３  補助路線の運行状況（令和５年度（2023年度）時点） 
出典：国庫・県単補助実績資料（岩手県） 
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②国庫補助路線の運行状況 

国庫補助路線は８路線であり、うち５路線が令和５年度（2023 年度）実績において輸送量

15.0 人を下回っており、仮に特例措置が終了した場合、補助要件を満たさなくなることが懸

念される。 

また、８路線全てが平均乗車密度 5.0 人を下回り、密度カットの対象となる。 

なお、令和５年９月に国庫補助路線であった猊鼻渓線が廃止となっているほか、令和６年

（2024 年）３月に土沢線、水沢金ヶ崎線が廃止予定となっているが、沿線市町村による代替

交通の検討が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-３５  国庫補助路線の運行状況一覧 令和５年度（2023年度）時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

補
助
額 

※下記表の凡例 
図２-８４  国庫補助路線数及び補助額の推移 

出典：国庫補助実績資料（岩手県） 

※ 図表中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 

国
庫
補
助
路
線 

輸送量15～20人

輸送量15人未満

平均乗車密度5未満
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R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

百
万

輸送量15人以上 輸送量15人未満 補助額

単位：路線 単位：百万円

運行回数
（回/日）

平均乗車
密度

令和５年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 石鳥谷 岩手県交通 北上駅前 志和口 花巻市、北上市 7.7 2.7 21.3 22.2 20.7

2 土沢 岩手県交通 イトーヨーカドー 雲南桜 花巻市 6.9 2.1 6.9 15.1 14.4

3 猊鼻渓 岩手県交通 一関駅前 摺沢駅前 一関市 4.6 1.9 7.2 6.3 8.7

4 胆沢病院 岩手県交通 江刺バスセンター 胆沢病院 奥州市 10.1 3.7 29.9 37.9 37.3

5 水沢前沢 岩手県交通 水沢駅前 イオン前沢店 奥州市 7.2 1.3 11.9 11.9 9.3

6 一関前沢 岩手県交通 一関駅前 イオン前沢店 一関市、奥州市、平泉町 13.8 1.9 19.4 23.6 26.2

7 水沢金ヶ崎 岩手県交通 胆沢病院 免許センター 奥州市、金ケ崎町 6.2 2.0 12.4

8 本郷 岩手県交通 一関営業所 千厩バスターミナル 一関市 5.8 2.2 10.8 12.4 12.7

輸送量
事業者名 起点 終点 関係市町村No. 路線名
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③県単補助路線の運行状況 

県単補助路線数は５路線であり、仮に特例措置が終了した場合、全ての路線が補助要件を

満たさなくなることが懸念されており、特に生母線の平均乗車密度が大きく減少している。

（令和３年度（2021 年度）：1.6 人→令和５年度（2023 年度）：1.0 人） 

また、令和６年（2024 年）３月に一関花泉線、北上金ヶ崎線が廃止予定となっているが、

沿線市町村等による代替交通の検討が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-３６  県単補助路線の運行状況一覧 令和５年度（2023年度）時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④市町村による国庫・県単補助路線の廃止代替交通の運行状況 

県が補助を行っている国庫・県単補助路線の廃止代替交通は３市町が運行する４路線とな

っている。 

 

表２-３７  市町村による国庫・県単補助路線の廃止代替交通運行状況一覧 令和５年度（2023年度）時点 

 

 

 

 

  

図２-８５  県単補助路線数及び補助額の推移 

県
単
補
助
路
線
数 

補
助
額 

出典：県単補助実績資料（岩手県） 

※図表中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 
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R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

百
万

路線数 補助額単位：路線 単位：百万円

1 千厩花泉 一関市 千厩病院前 花泉駅前

2 胆沢水沢 奥州市 まごころ病院 まごころ病院

3 山伏 西和賀町 ほっとゆだ駅 盛岡バスセンター

4 貝沢 西和賀町 ほっとゆだ駅 貝沢

No. 路線名 市町村名 起点 終点

運行回数
（回/日）

令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 成田 岩手県交通 花巻北高校前 北上駅前 花巻市、北上市 2.2 0.9 1.4 1.5

2 大迫石鳥谷 岩手県交通 大迫中学校前 石鳥谷駅前 花巻市 4.3 1.5 1.1 1.3

3 生母 岩手県交通 胆沢病院 生母 奥州市 2.5 1.6 0.8 1.0

4 一関花泉 岩手県交通 竹山 涌津下町 一関市 4.0 1.6

5 北上金ヶ崎 岩手県交通 北上済生会病院 金ケ崎町役場 奥州市、金ケ崎町 5.1 1.4

No. 路線名 事業者名 起点 終点 関係市町村
平均乗車密度

出典：県単補助実績資料（岩手県） 
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３）沿岸広域振興圏 

①広域的な公共交通の運行状況 

当該広域振興圏では、国庫補助路線９路線や県単補助路線１路線の補助対象路線が運行し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国庫・県単補助実績資料（岩手県） 

  

図２-８６  補助路線の運行状況（令和５年度（2023年度）時点） 
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②国庫補助路線の運行状況 

国庫補助路線は９路線であり、そのうち４路線が令和５年度（2023 年度）実績において輸

送量 15.0 人を下回っており、仮に特例措置が終了した場合、補助要件を満たさなくなること

が懸念される。 

また、７路線が平均乗車密度 5.0 人を下回り、密度カットの対象となる。 

なお、令和６年（2024 年）３月に陸前高田住田線が廃止予定となっているが、沿線市町村

による代替交通の検討が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-３８  国庫補助路線の運行状況一覧（令和５年度（2023年度）時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※下記表の凡例 

出典：国庫補助実績資料（岩手県） 

※図表中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 

 

図２-８７  国庫補助路線数及び補助額の推移 
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輸送量15人以上 輸送量15人未満 補助額

単位：路線 単位：百万円

運行回数
（回/日）

平均乗車
密度

令和５年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 大船渡住田 岩手県交通 住田高校前 盛駅前 大船渡市、住田町 2.8 2.3 8.4 7.8 6.4

2 赤浜 岩手県交通 上大畑 赤浜 釜石市、大槌町 7.8 4.8 32.7 33.5 37.4

3 浪板 岩手県交通 浪板 上大畑 釜石市、大槌町、山田町 6.3 4.8 29.8 29.1 30.2

4 陸前高田住田 岩手県交通 住田高校前
イオンスーパー
センター陸前高
田

陸前高田市、住田町 2.6 1.6 7.7 6.0 4.1

5 田老 岩手県北自動車 宮古駅前 三王三丁目 宮古市 3.0 2.3 7.2 6.9 6.9

6 田の浜 岩手県北自動車 宮古駅前 田の浜 宮古市、山田町 7.9 4.8 34.7 33.9 37.9

7 小本 岩手県北自動車 宮古駅前 岩泉小本駅前 宮古市、岩泉町 6.3 2.2 15.4 13.4 13.8

8 106急行 岩手県北自動車 宮古駅前 盛岡駅 盛岡市、宮古市 4.3 10.4 34.4 44.7

9 早坂高原
ジェイアールバ
ス東北

盛岡駅前 龍泉洞前 盛岡市、岩泉町 3.9 5.9 10.5 15.2 23.0

輸送量
No. 路線名 事業者名 起点 終点 関係市町村
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③県単補助路線の運行状況 

県単補助路線は令和元年度（2019 年度）から令和２年度（2020 年度）までは、細浦経由高

田線の１路線、令和３年度（2021 年度）から令和４年度（2022 年度）までは、国庫補助路線

である和井内線を短縮する形で新設した茂市線が加わり２路線であったが、令和５年度（2023

年度）は茂市線のみの１路線となっており、仮に特例措置が終了した場合、補助要件を満た

さなくなることが懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-３９  県単補助路線の運行状況一覧（令和５年度（2023年度）時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-８８  県単補助路線数及び補助額の推移 
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額 

出典：県単補助実績資料（岩手県） 

※図表中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 
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運行回数
（回/日）

令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 茂市 岩手県北自動車 宮古駅前 湯ったり館 宮古市 2.9 2.1 1.7 1.8

No. 路線名 事業者名 起点 終点 関係市町村
平均乗車密度
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４）県北広域振興圏 

①広域的な公共交通の運行状況 

当該広域振興圏では、国庫補助路線５路線や県単補助路線４路線の補助対象路線が運行し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-８９  補助路線の運行状況（令和５年度（2023年度）時点） 
出典：国庫・県単補助実績資料（岩手県） 
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②国庫補助路線の運行状況 

国庫補助路線は５路線であり、そのうち１路線が令和５年度（2023 年度）実績において輸

送量 15.0 人を下回っており、仮に特例措置が終了した場合、補助要件を満たさなくなること

が懸念される。 

輸送量 15.0 人を満たしているものの、輸送量 20 人を下回る路線が２路線あり、今後、平

均乗車密度や運行回数が減少した場合、補助要件を満たさなくなることが懸念される。 

また、４路線が平均乗車密度 5.0 人を下回り、密度カットの対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-４０  国庫補助路線の運行状況一覧 令和５年度（2023年度）時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運行回数
（回/日）

平均乗車
密度

令和５年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 二戸 岩手県北自動車 伊保内営業所 二戸駅前 二戸市、九戸村 7.2 3.4 21.0 22.6 24.4

2 大野 岩手県北自動車 久慈駅 陸中大野 久慈市、洋野町 3.3 3.6 15.0 12.4 11.8

3 軽米
ジェイアールバ
ス東北

二戸駅 軽米病院 二戸市、軽米町 4.6 3.5 14.7 14.2 16.1

4 平庭高原
ジェイアールバ
ス東北

盛岡駅 久慈駅
盛岡市、久慈市、滝沢市 、葛
巻町、岩手町

5.0 3.4 15.1 17.1 17.0

5 二戸久慈
ジェイアールバ
ス東北

二戸駅 久慈駅
二戸市、九戸村、軽米町、久
慈市

5.0 5.8 15.0 19.1 29.0

輸送量
No. 路線名 事業者名 起点 終点 関係市町村

※下記表の凡例 

出典：国庫補助実績資料（岩手県） 

※図表中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 

 

図２-９０  国庫補助路線数及び補助額の推移 
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③県単補助路線の運行状況 

県単補助路線数は４路線であり、仮に特例措置が終了した場合、３路線が補助要件を満た

さなくなることが懸念される。 

全体的に平均乗車密度が減少傾向にあり、特に二戸線（令和３年度（2021 年度）：3.4 人→

令和５年度（2023 年度）：2.9 人）と中山線（令和３年度：2.2 人→令和５年度：1.1 人）が

大きく減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-４１  県単補助路線の運行状況一覧 令和５年度（2023年度）時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-９１  県単補助路線数及び補助額の推移 
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額 

出典：県単補助実績資料（岩手県） 

※図表中の年度の期間はバス事業期間の 10 月１日～９月 30 日 
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運行回数
（回/日）

令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 中山 岩手県北自動車 いわて沼宮内駅前 中山 岩手町、一戸町 2.5 2.2 1.3 1.1

2 葛巻 岩手県北自動車 ふれあい広場 葛巻中学校前 葛巻町、九戸村 2.0 1.2 1.3 1.4

3 二戸　※ ジェイアールバス東北 浄法寺 仁左平 二戸市、一戸町 4.4 3.4 2.9 2.9

4 小鳥谷 ジェイアールバス東北 二戸駅 葛巻病院 二戸市、一戸町、葛巻町 0.9 7.5

No. 路線名 事業者名 起点 終点 関係市町村
平均乗車密度
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（４）バス事業者の現状 

１）バス運転士の推移及び運転士不足の状況 

岩手県交通、岩手県北自動車、ジェイアールバス東北の３社の運転士は、平成 31 年（2019

年）の 835 人から年々減少しており、令和５年（2023 年）では 640 人と、直近５年間で 195

人、平成 31 年同月比で約 23.4％減少している。 

また、年齢層は、40 歳台以下の割合が減少する一方、50 歳台・60 歳以上が多く、運転士の

高齢化が進んでおり、若年層の雇用が進まない状況にある。 

今後、60 歳台の退職が進むことにより、さらに運転士が減少することが危惧され、若年層

を中心とした新たな運転士の採用が急務な状況にある。 

運転士不足の要因としては、長期的な収益の低迷により、他業種と比して待遇の水準が低

いことなどが挙げられ、人材確保のための待遇改善が必要となっている。 

また、令和６年（2024 年）４月から、自動車運転の業務に労働基準法による時間外労働の

上限規制が適用されるとともに、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準

告示）の改正が適用され、運転士の拘束時間の上限や勤務間インターバルが見直されること

から、夜間までバスが運行する都市型ダイヤのエリア等における運転士不足の深刻化が懸念

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-９２  運転士数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図２-９３  運転士の年齢構成の推移 
  出典：交通事業者に対するアンケート調査結果 

※各年４月１日時点の数値 
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２）運転士確保に向けたバス事業者の取組 

バス事業者では、運転士の確保に向けて、求人活動の実施のほか、現職者の継続的な雇用

も踏まえた待遇改善や福利厚生の充実などを行っており、これらの取組の更なる強化が必要

と考えている。 

 

表２-４２  バス事業者において必要と考える主な取組 

内容 

・新卒者（大学・短大・専門・高校）の採用実施 

・新規採用を増やし、退職を抑制するための待遇改善の実施（基本給の引き上げ（ベア・定期

昇給の実施）、休憩施設の改善等） 

・求人活動の強化（ハローワークへの求人、新聞折り込みチラシの作成、自社ホームページで

の採用情報の掲載、求人広告への掲載、路線バスへのラッピング広告、定期的なバス運転士

説明会の開催など） 

・福利厚生の充実（大型二種免許取得費用の会社負担、大型二種免許保持者への支度金制度、

他県からの入社の方への転居費用助成など） 

出典：交通事業者に対するアンケート調査結果 
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３）設備の導入状況 

①ノンステップバスの導入状況 

平成 30 年度（2018 年度）時点では、岩手県交通、岩手県北自動車、ジェイアールバス東北

の３社が所有する対象バス車両計 627 台のうち、ノンステップバス車両は 164 台（導入率

26.2％）であったが、令和４年度（2022 年度）時点では、バス車両計 502 台のうち、ノンス

テップバス車両は 213 台（同 42.4％）となっており、導入が拡大しているものの、半数には

達していない状況となっている。 

 

表２-４３    ノンステップバスの導入率推移 （単位：台、％） 

年度 
対象車両数 

（母数） 

ノンステップバス 

車両数 導入率 

H30 627 164 26.2 

R1 605 191 31.6 

R2 566 185 32.7 

R3 513 190 37.0 

R4 502 213 42.4 

※各年度 年度末（3.31）時点であること 

出典：交通事業者に対するアンケート調査結果 

 

②交通系 IC カードの導入状況 

本県では、令和３年（2021 年）３月から路線バスに対して、交通系 IC カードが導入され、

順次導入エリアを拡大している。また、令和５年（2023 年）５月から JR 在来線の一部区間

において交通系 IC カードが利用可能となっている。 

 

表２-４４  交通系 ICカードの導入状況（令和６年（２０２４年）３月時点） 

区分 事業者名 導入エリア 

鉄道・新幹線 東日本旅客鉄道 

東北新幹線、東北本線（平泉駅～一ノ関駅、盛岡駅～北上

駅）、田沢湖線（盛岡駅～雫石駅）、釜石線（花巻駅～新花巻

駅） 

BRT 東日本旅客鉄道 大船渡線 BRT 

バス 

岩手県交通 

松園営業所、都南営業所、雫石営業所、紫波営業所、矢巾営

業所、滝沢営業所・巣子車庫、花巻営業所、北上営業所管内

の路線、アーバン号（盛岡～仙台間） 

岩手県北自動車 全路線 

ジェイアール 

バス東北 

平庭高原線（盛岡～葛巻～久慈）、二戸久慈線（二戸～久慈）、

早坂高原線（盛岡～岩泉）、アーバン号（盛岡～仙台間） 

出典：各事業者ホームページ、事業者聞き取り結果 
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③バスロケーションシステムの導入状況 

岩手県交通、岩手県北自動車、ジェイアールバス東北がスマートフォン等でバスの位置情

報等を確認できるバスロケーションシステムを導入している。 

また、岩手県バス協会が、岩手県交通、岩手県北自動車の２社の運行情報を合わせて多言

語表示できる表示機器の設置を進めているほか、市町村による表示機器の設置も行われてい

る。 

花巻市、北上市、奥州市の一部のコミュニティバスは、岩手県交通のバスロケーションシ

ステムで運行情報を表示している。 

また、西和賀町においては、町民バスの運行情報をスマートフォン等で確認できるバスロ

ケーションシステムを導入し、主要拠点に表示機器を設置している。 

 

表２-４５    バスロケーションシステムの設置状況等（令和６年（２０２４年）３月時点） 

項目 
岩手県交通 

「バス予報」 

岩手県北自動車 

「バスロケーションシス

テム」 

ジェイアールバス東北 

「つばめ Go!白樺・早

坂」 

車両位置情報

表示 

盛岡（雫石・滝沢・矢巾・

紫波含む）、釜石、花巻、

北上、奥州 

全路線 

平庭高原線（盛岡-久

慈）、早坂高原線（盛岡-

岩泉） 

表示機器の主

な設置場所 

盛岡バスセンター、盛岡駅東口、盛岡市立病院、県

営体育館前、松園バスターミナル、厨川駅前、県立

中央病院前、盛岡中央郵便局前、滝沢市役所（岩

手県交通）、宮古駅前待合室（岩手県北自動車）、

山田駅（岩手県北自動車） 

設置なし 

※市町村による設置を含む 

出典：各事業者ホームページ、事業者聞き取り結果 
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４) 高速バス・貸切バスの運行本数等の変化 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、バスの利用者は大幅に減少し、これに伴っ

て路線バスに加え、高速バスや貸切バスの運行本数の減少を余儀なくされた。 

特に高速バスについては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前に比べて、岩手県交

通、岩手県北自動車、ジェイアールバス東北の３社が運行する路線数は３路線減少し、当該

路線の１日当たりの運行本数は 14 本減少している。 

新型コロナウイルス感染症の５類への移行に伴い、外出行動は回復傾向にあるものの、運

転士が減少傾向にある中、バス事業者は公共交通である路線バスを優先して運行する必要が

あるため、収益率の高い高速バスや貸切バスを運行する運転士を十分に確保できない状況が

続いている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-９４  高速バスの運行路線数及び本数 
出典：交通事業者に対するアンケート調査結果 

※数値は３社（岩手県交通・岩手県北自動車・ジェイアールバス東北）の合計 
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３．各主体の地域公共交通に関する意向等 

（１）県民の意向等（県民アンケート調査結果） 

県民の目的別の詳細な移動実態や、公共交通の利用実態等の定量的な把握と、公共交通の運

行に対するイメージなどの定性的な把握を行うために、県民（18 歳以上、7,000 人を無作為抽

出）を対象としたアンケート調査を実施した。 

 

表２-４６  県民アンケート調査の実施概要 

項目 内容 

対象 県内在住者の 18 歳以上の男女 

抽出方法 
各市町村の選挙人名簿から無作為抽出（各市町村の選挙管理委員会へ

訪問・閲覧・書き取り） 

実施方法 
配布：郵送、回収：郵送 又は WEB フォーム 

配布票数：7,000 部 ※市町村の人口規模に応じて按分して配布 

回収票数 2,927 票（回収率 41.8％） 

把握項目 

目的別の移動実態について（通勤、通学、通院、買物） 

公共交通の利用実態（利用の有無、目的、頻度など） 

公共交通の不満点・イメージ 

基本属性（性別･年代･職業、居住地、自家用車の所有状況など） 
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１）鉄道の利用状況 

県民の鉄道の利用状況（令和５年（2023 年）６～８月）は、21.5％となっており、このうち、

県央広域振興圏において 30.1％、県南広域振興圏において 24.1％となっているものの、その他

の広域振興圏では県平均 21.5％を下回り、沿岸広域振興圏では 13.7％と最も低い状況にある。 

鉄道を利用した区間は、回答者の 52.7％が自市町村から他市町村への広域移動に利用してい

る。 

新型コロナウイルス感染症による鉄道の利用の変化では、6.0％が「利用頻度が減少した」と

回答しており、利用頻度が変化した回答者のうち、約 24.2％が「元の利用頻度には戻らないと

思う」と回答するなど、新型コロナウイルス感染症による鉄道の利用への影響がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-９５  直近３ヶ月間（令和５年（2023年） 

の鉄道の利用状況 
図２-９６   鉄道を利用した区間 

図２-９７  新型コロナウイルス感染症による 

鉄道利用の変化 

図２-９８  新型コロナウイルス感染症収束後の 

利用頻度の変化の見込み 

（利用頻度が変化した方が回答） 
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２）路線バスの利用状況 

県民の路線バスの利用状況（令和５年（2023 年）６～８月）は、10.6％となっており、この

うち、県央広域振興圏において 19.7％が「利用した」と回答しているものの、その他の広域振

興圏では県平均 10.6％を下回り、県南広域振興圏では 6.0％と最も低い状況にある。 

路線バスを利用した区間は、自市町村内での移動が多い傾向にあるが、回答者の 25.2％が自

市町村から他市町村への広域移動に利用している。 

新型コロナウイルス感染症による路線バスの利用の変化では、割合としては低いものの「利

用頻度が減少した」の回答があり、利用頻度が変化した回答者のうち、約 27.3％は「元の利用

頻度には戻らないと思う」と回答するなど、新型コロナウイルス感染症による路線バスの利用

への影響がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２-９９  直近 3 ヶ月間（令和５年（2023年） 

の路線バスの利用状況 
図２-１００  路線バスを利用した区間 

図２-１０１  新型コロナウイルス感染症による 

路線バス利用の変化 

図２-１０２  新型コロナウイルス感染症収束後の 

利用頻度の変化の見込み 

（利用頻度が変化した方が回答） 

ｎ：回答した人数 

40.3%

39.3%

55.3%

35.8%

32.6%

25.2%

25.0%

8.5%

32.8%

34.8%

10.0%

10.7%

10.6%

6.0%

10.9%

21.0%

22.9%

25.5%

20.9%

15.2%

3.5%

2.1%

0.0%

4.5%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=310

県央広域振興圏
n=140

県南広域振興圏
n=47

沿岸広域振興圏
n=67

県北広域振興圏
n=46

お住まいの市町村内での移動に利用した
お住まいの市町村から、他の市町村への移動に利用した
居住地「以外」の、市町村内での移動に利用した
居住地「以外」の、市町村間の移動に利用した
無回答

88.0%

79.6%

93.4%

88.7%

90.5%

10.6%

19.7%

6.0%

9.8%

7.5%

1.4%

0.7%

0.6%

1.5%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=2,927

県央広域振興圏
n=711

県南広域振興圏
n=785

沿岸広域振興圏
n=681

県北広域振興圏
n=611

利用していない 利用した 無回答

2.8%

4.6%

2.5%

2.5%

1.6%

0.2%

0.4%

0.0%

0.3%

0.3%

11.4%

20.7%

6.8%

10.0%

7.9%

80.3%

70.2%

87.1%

81.9%

83.3%

5.4%

4.1%

3.6%

5.3%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=2,927

県央広域振興圏
n=711

県南広域振興圏
n=785

沿岸広域振興圏
n=681

県北広域振興圏
n=611

利用頻度が減少した 利用頻度が増加した 変化していない もともと利用していない 無回答

38.6%

38.1%

36.0%

56.3%

33.3%

36.4%

27.3%

23.8%

32.0%

6.3%

55.6%

27.3%

31.8%

33.3%

32.0%

37.5%

11.1%

36.4%

2.3%

4.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=88

0～1回（月に1回以下）
n=21

2～3回（月に２～3回）
n=25

4～8回(週に1～2回)
n=16

9～16回(週に2～4回)
n=9

17回以上(週に4回以上)
n=11

従前と同程度に戻ると思う 元の利用頻度には戻らないと思う わからない 無回答
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３）地域公共交通に対する不満点等 

地域公共交通を「利用した」「利用していない」のいずれの回答者も「移動したい時間帯に運

行していない」といった運行時間に対して最も高い回答割合となっている。 

「利用した」の回答者では、「駅・バス停まで遠い」や「運賃が高い」などの運行する上での

利用環境に関する項目の回答割合が高く、「利用していない」の回答者では、「駅・バス停まで

遠い」や「自分の行きたい目的地に行かない」など利用環境や運行に関する項目、「いつ・どこ

を運行しているかわからない」などの利用方法・情報提供に関する項目の回答割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.5%

15.4%

9.7%

11.3%

16.4%

10.1%

26.0%

5.6%

28.8%

11.8%

8.8%

15.5%

3.7%

7.5%

11.2%

14.6%

7.3%

3.3%

16.8%

0% 20% 40% 60%

【運行】移動したい時間帯に運行していない

【運行】公共交通同士の乗換え時間が合わない

【運行】乗換えが面倒

時間が遅れることがある

【運行】自分の行きたい目的地に行かない

【運行】乗っている時間が長い（早く着かない）

【利用環境】運賃が高い

【利用環境】車両の段差の乗り降りが大変

【利用環境】駅・バス停まで遠い

【利用環境】乗降場所の待合環境が待ちづらい

【利用方法・情報発信】運賃がわからない

【利用方法・情報発信】いつ・どこを運行してい

るかわからない

【利用方法・情報発信】乗車・降車の方法がわ

からない

【利用方法・情報発信】いつバス・鉄道が到着す

るかわからない

【その他】人との接触機会が不安

【その他】密な環境になる可能性があり不安

【その他】換気等の対策が不安

【その他】小さい子どもと一緒に乗ることが難し

い

【その他】その他

n=785

MA=2107

35.3%

6.6%

11.1%

3.4%

25.5%

11.3%

16.3%

4.3%

31.7%

8.0%

12.3%

19.1%

4.9%

8.6%

11.4%

11.9%

6.1%

2.6%

28.0%

0% 20% 40% 60%

【運行】移動したい時間帯に運行していない

【運行】公共交通同士の乗換え時間が合わない

【運行】乗換えが面倒

時間が遅れることがある

【運行】自分の行きたい目的地に行かない

【運行】乗っている時間が長い（早く着かない）

【利用環境】運賃が高い

【利用環境】車両の段差の乗り降りが大変

【利用環境】駅・バス停まで遠い

【利用環境】乗降場所の待合環境が待ちづらい

【利用方法・情報発信】運賃がわからない

【利用方法・情報発信】いつ・どこを運行しているか

わからない

【利用方法・情報発信】乗車・降車の方法がわから

ない

【利用方法・情報発信】いつバス・鉄道が到着する

かわからない

【その他】人との接触機会が不安

【その他】密な環境になる可能性があり不安

【その他】換気等の対策が不安

【その他】小さい子どもと一緒に乗ることが難しい

【その他】その他

n=2142

MA=5537

公共交通を「利用した」 公共交通を「利用していない」 

図２-１０３  公共交通に対して不便・不満に感じること ｎ：回答した人数 

ＭＡ：複数回答の回答数 

n=785 

MA=2,107 

n=2,142 

MA=5,537 
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４）地域公共交通の役割に対する認識 

路線バスの役割に対する認識のうち、「高齢者や子どもなど自由に移動できない人のための移

動手段としての役割」については、「とてもそう思う」の回答者が 60.1％と最も高く、地域にお

いて自由な移動手段を持たない層に対する移動手段としての捉え方をしている傾向がみられる。 

また、鉄道の役割に対する認識のうち、「観光客やビジネス客など他所から来る人の移動手段

としての役割」については、「とてもそう思う」の回答者が 53.5％と最も高く、県外からの来訪

者の重要な移動手段としての捉え方をしている傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１０４  地域公共交通の役割に対する認識 

  

ｎ：回答した人数 

26.9%

26.8%

60.1%

33.5%

21.9%

4.1%

29.5%

43.7%

48.9%

53.5%

33.7%

3.3%

23.9%

28.3%

20.6%

29.5%

27.0%

10.6%

24.4%

28.0%

24.4%

24.3%

29.7%

8.3%

24.2%

20.2%

5.7%

16.9%

26.1%

33.0%

20.9%

10.2%

9.2%

5.6%

15.7%

28.7%

11.5%

11.5%

3.3%

5.8%

9.7%

37.4%

9.7%

4.8%

3.8%

2.4%

4.6%

42.2%

5.8%

5.0%

3.2%

5.3%

6.7%

6.1%

5.4%

3.9%

3.8%

3.8%

5.6%

6.6%

7.7%

8.3%

7.2%

9.0%

8.5%

8.8%

10.0%

9.4%

9.9%

10.4%

10.7%

10.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【路線バス】 自分や家族の生活を支える移動手段として欠かせない役割

n=2,927

【路線バス】 特別な用事などで出かけるときに必要な移動手段としての役割

n=2,927

【路線バス】 高齢者や子どもなど自由に移動できない人のための移動手段としての役割

n=2,927

【路線バス】 観光客やビジネス客など他所から来る人の移動手段としての役割

n=2,927

【路線バス】 地域のシンボルとして活性化や活力に繋げる役割

n=2,927

【路線バス】 誰にとってもさほど重要な役割は果たしていない

n=2,927

【鉄道】自分や家族の生活を支える移動手段として欠かせない役割

n=2,927

【鉄道】 特別な用事などで出かけるときに必要な移動手段としての役割

n=2,927

【鉄道】 高齢者や子どもなど自由に移動できない人のための移動手段としての役割

n=2,927

【鉄道】 観光客やビジネス客など他所から来る人の移動手段としての役割

n=2,927

【鉄道】 地域のシンボルとして活性化や活力に繋げる役割

n=2,927

【鉄道】 誰にとってもさほど重要な役割は果たしていない

n=2,927

とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない 知らない・分からない 無回答
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５）地域公共交通の現状に対する認識と今後のあり方に対する考え 

地域公共交通の現状に対して、62.5％が「赤字で運行しており行政負担が発生していること

を知っていた」と回答する一方、24.5％は「赤字で運行していることは認識していながらも行

政負担が発生していることは知らなかった」と回答している。 

その上で、地域公共交通の今後のあり方に対する考えとしては、「行政の財政負担はあまり変

えずに、出来る範囲で公共交通サービスを維持した方が良い」の回答割合が 39.0％と最も高く、

次いで「民間企業や地域など行政以外の財政支援を使って、公共交通サービスを維持した方が

良い」が 22.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１０５  地域公共交通の現状に対する認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１０６  地域公共交通の今後のあり方に対する考え  
ｎ：回答した人数 

62.5%

62.6%

63.8%

63.4%

61.2%

24.5%

25.3%

23.6%

25.6%

23.9%

9.1%

9.1%

10.1%

7.0%

9.3%

4.0%

3.0%

2.5%

4.0%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=2,927

県央広域振興圏
n=711

県南広域振興圏
n=785

沿岸広域振興圏
n=681

県北広域振興圏
n=611

赤字で運行している路線があることを知っていて、行政が財政負担していることも知っていた

赤字で運行している路線があることは知っていたが、行政が財政負担していることは知らなかった

赤字で運行している路線があることも、行政が財政負担していることも知らなかった

無回答

19.7%

22.1%

19.7%

18.4%

19.5%

39.0%

38.1%

39.5%

38.6%

40.6%

2.6%

2.3%

2.8%

2.8%

2.3%

22.2%

23.2%

23.3%

23.8%

19.8%

4.7%

4.6%

4.7%

3.8%

5.7%

4.5%

3.9%

4.5%

4.7%

4.4%

7.2%

5.8%

5.5%

7.9%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=2,927

県央広域振興圏
n=711

県南広域振興圏
n=785

沿岸広域振興圏
n=681

県北広域振興圏
n=611

積極的に行政の財政負担を増やし、公共交通サービスのレベルを向上する方が良い
行政の財政負担はあまり変えずに、出来る範囲で公共交通サービスを維持したほうが良い
公共交通のサービスのレベルが低くなっても構わないので、行政の財政負担を減らすべき
民間企業や地域など行政以外の財政支援を使って、公共交通サービスを維持したほうが良い
利用運賃を上げるなどして、公共交通サービスを維持・向上する方が良い
その他
無回答



105 

（２）高等学校の意向 

高等学校においては、22.7％（17 校）が地域公共交通の利用を促進したいと回答しており、

その理由として、保護者の送迎による学校周辺の道路の渋滞・混雑の緩和や、通学時の安全確

保などを挙げている。 

こうした高等学校と連携して、地域公共交通の見直しや、高校生を対象とした利用促進を図

ることにより、通学手段としてのさらなる利用拡大が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１０７  地域公共交通の利用促進に対する意向 
出典：高等学校に対するアンケート調査 

 

表２-４７  地域公共交通の利用を促進したい主な理由 

圏域 公共交通の利用を促進したい主な理由 

県央広域振興圏 

・ 学校前の道路が狭く、登下校時は保護者の送迎で渋滞するため 

・ 学校までの距離が遠く、保護者の送迎が難しいため 

・ 自転車による交通事故が多く、事故防止の観点から公共交通の利用を促進した

いため 

・ 冬期間の自転車での通学ができないため 

県南広域振興圏 

・ 増便したくてもスクールバスの運行を担う業者が見つからず、現在より多くの

生徒がスクールバスを希望しても対応できないため 

・ 公共交通の利用により安全・安心な登校が実現できるため 

・ 運賃が安価で、保護者の経済的負担が少ないため 

・ 路線バスの廃止によって通学できなくなる生徒が存在するため 

沿岸広域振興圏 

・ 校門前が狭いため、保護者の送迎などがあると危険であるため 

・ 校門前で乗り降りせずに校舎裏で乗り降りすることを呼び掛けているが、一定

数校門前で乗り降りする生徒がいるため 

・ 地域的な理由で、公共交通機関を利用しなければならないため 

県北広域振興圏 

・ 学生の体力増進のため 

・ 登校時に送迎者での校地内渋滞を避けるため 

・ バイク通学は事故の危険性が高まるため、公共交通機関で通学してほしいため 

出典：高等学校に対するアンケート調査 

 

  

22.7%

28.6%

24.1%

14.3%

18.2%

77.3%

71.4%

75.9%

85.7%

81.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

n=75

県央広域振興圏

n=21

県南広域振興圏

n=29

沿岸広域振興圏

n=14

県北広域振興圏

n=11

促進したい 促進する考えはない
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（３）市町村の意向等（市町村に対するアンケート調査結果（R5.8 実施）） 

１）県に求める支援 

地域公共交通を維持するために、市町村が県に対して求める支援としては、「調査・検討等

に係る財政的な支援」が 18 件と最も多くなっている。また、「公共交通等の制度等に関する

勉強会の開催」や「広域路線バスに係る具体的な見直し協議」が次いで多くなっており、公

共交通の再編・見直しの必要性を高く感じている状況がみられる。 

図２-１０８  地域公共交通の維持に向けて県に求める支援 
出典：市町村に対するアンケート調査結果 

２）市町村における接続拠点 

各市町村では、地域公共交通の中心となる重要な拠点として鉄道駅やバスセンター、大型

商業施設等を挙げている。 

これらは、鉄道や広域的なバス路線等の広域的な移動手段と、地域内公共交通との接続拠

点となっており、ダイヤ改正による乗継の改善や、待合環境の整備、バスロケーションシス

テムの設置による情報発信などの取組がされている。 

 

表２-４８  市町村が重要と考える拠点 

圏域 拠点名 

県央広域振興圏 各鉄道駅、盛岡バスセンター、ビッグルーフ滝沢 

県南広域振興圏 

各鉄道駅、イトーヨーカドー花巻店、大迫バスターミナル、まちなかターミナル

（北上市）、北上済生会病院、江釣子ショッピングセンターPAL、黒岩地域ターミ

ナル、口内地域ターミナル、県立遠野病院、ショッピングセンターとぴあ 

沿岸広域振興圏 
各鉄道駅、道の駅たろう、道の駅高田松原、上平田バス停、鵜住居駅、世田米

駅、シーサイドタウンマスト、岩泉病院前 

県北広域振興圏 
各鉄道駅、二戸病院、二戸市役所浄法寺総合支所、かるまい文化交流センター

（R5.12 月整備）、産直施設オドデ館、ふれあい広場、イコオ SC、一戸病院 

出典：市町村に対するアンケート調査結果 

18

16

15

14

12

9

7

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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４．上位・関連計画の概要 

（１）上位計画・関連計画の概要 

１）上位計画：いわて県民計画（２０１９～２０２８） 

いわて県民計画（2019～2028）では、復興推進の基本方向において、新たな交通ネットワー

クと交流拠点を活用し、地域内外、国内外で、人やモノが行き交う多様な交流を活発化してい

くとしており、政策推進の基本方向では、地域の暮らしを支える公共交通を守るため、広域的

な公共交通基盤の確保、地域公共交通の確保、公共交通の利用を促進するとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【復興推進の基本方向】 

・ 復興の推進に当たって重視する視点として「参画」「交流」「連携」が掲げられている。 

・ 「交流」においては、新たな交通ネットワークと交流拠点を活用し、地域内外、国内外で、人や

モノが行き交う多様な交流の活発化により、創造的な地域づくりを促進していくこととしている。 

基本目標 

東日本大震災津波の経験に基づき、 

引き続き復興に取り組みながら、 

お互いに幸福を守り育てる希望郷いわて 

【政策推進の基本方向】 
●地域の暮らしを支える公共交通を守ります 
・ 県民が不便なく移動できるよう、広域バス路線や地域の第三セクター鉄道の安全運行の確保、施
設等の老朽化対策、安定経営に向けた取組により、広域的な公共交通基盤の確保を図る。 

・ 日常生活に欠かせない地域の公共交通サービスを県民が持続的に利用できるよう、地域住民の足
となる路線バスや市町村におけるコミュニティバスなどの運行により、地域公共交通の確保を図る。 

・ 公共交通の確保を図るため、地域公共交通の利便性の向上、観光面での活用、情報発信の強化を
図るなど、公共交通の利用を促進する。 

県央広域振興圏の展開方向 

■地域の特性を踏まえた基本的な考え方（抜粋） 

・ 暮らしに関わるサービスを提供するための
都市機能が集積していることから、圏域の中
心都市と近隣の市町が、広域的に連携し合い
ながら、生活関連サービスの充実を図る。 

・ 盛岡・八幡平エリアなどの優れた観光資源
や豊かな食材、県内有数のスポーツ施設を有
することなどから、これらの特色を生かした
観光振興やスポーツツーリズムを推進する。 

県南広域振興圏の展開方向 

■地域の特性を踏まえた基本的な考え方（抜粋） 

・ 産業集積を背景とした働く世代の活躍が見
込まれる地域であることから、より安心して子
育てできる環境や医療体制を整備するととも
に、県南圏域が建設候補地となっている国際リ
ニアコライダー(ＩＬＣ)の研究者等の多様な
文化を持つ人々と地域住民が共に安心して暮
らせる地域コミュニティを形成する。 

・ 世界遺産「平泉の文化遺産」に代表される歴
史文化を伝える観光資源、もち食等の地域に伝
わる食文化や早池峰神楽等の伝統芸能など多
様な地域資源を有することから、これらを生か
した魅力発信により、交流人口の拡大を図る。 

沿岸広域振興圏の展開方向 

■地域の特性を踏まえた基本的な考え方（抜粋） 

・ 豊かな自然や食文化に加え、三陸ジオパー
クや世界遺産の橋野鉄鉱山、震災遺構や伝承
館、東日本大震災津波後に整備された文化・
スポーツ施設などの多様な地域資源を有する
ことから、これらを生かしながら、三陸防災
復興プロジェクト 2019 やラグビーワールド
カップ 2019 釜石開催を契機とした情報発信
力や受入態勢を更に充実させ、交流人口の拡
大を進める。 

県北広域振興圏の展開方向 

■地域の特性を踏まえた基本的な考え方（抜粋） 

・ 県央圏域や八戸圏域などと、様々な面で一
層の交流・連携を図りながら、地域の活性化
を進める。 

・ 三陸ジオパークなどの豊かな自然環境、御所
野遺跡や漆に代表される伝統に培われた歴
史・文化など、特色ある地域資源を生かした定
住・交流人口の拡大を図る。 
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２）関連計画 

①都市計画区域マスタープラン 

 

岩手県は、21 地域において都市計画区域マスタープランを策定しており、そのうち 11 地域

で公共交通機関等の整備方針が記載されている。盛岡広域都市計画区域、花巻都市計画区域、

北上都市計画区域、紫波都市計画区域では、広域幹線バス路線の維持確保や充実を図るとして

いる。 

 

表２-４９  都市計画区域マスタープランにおける公共交通に関する位置づけ（1/2） 

計画名 
策定 

年月 

目標 

年次 
公共交通機関等の整備方針 

盛岡広域 

都市計画区域 

マスタープラン 

R4.3 

(2022.3) 

R22 

（2040） 

・ 中心市街地内の回遊性向上、主要な各地域を結
ぶ公共交通網の充実を図る。 

・ 盛岡駅は、東西の駅前広場が鉄道とバスの交通
結節点となっており、一層の整備促進を図る。 

・ 鉄道周辺の市街化の状況や駅の利用状況等を
考慮し､新駅の設置や駅前広場等の整備を図る。 

・ バス交通を､都市圏内における身近で基本的な
公共交通手段として位置づけ、特に､通勤通学時
の効率的な輸送手段として積極的な利用促進を
図るため､運行システムの工夫や情報提供施策
等を図る。 

・ 盛岡駅東西のバスターミナルや盛岡バスセン
ターをバス交通における中核的な拠点施設とし
て位置づける。 

花巻都市 

計画区域 

マスタープラン 

H24.3 

(2012.3) 

H44 

(2032) 

・ いわて花巻空港周辺地区の良好な交通アクセ
ス性確保を図る。 

・ 生活交通を維持するため、バス路線の見直し
等、効率的で持続可能な交通システムの整備に
努める。 

北上都市 

計画区域 

マスタープラン 

H29.3 

(2017.3) 

H49 

(2037) 

・ 幹線交通と支線交通を組み合せた効果的・効率
的な公共交通ネットワークの形成を図る。 

・ 幹線交通では、東北新幹線、JR 東北本線・北
上線の利便性の向上、幹線バス路線の維持・確保
を図る。 

・ 支線交通では、デマンド交通など地域ニーズに
応じた交通手段の確保に努める。 

・ 交通結節点の機能向上を図るため、乗り継ぎな
どの利便性の向上やバリアフリー化などを推進
する。 

奥州都市 

計画区域 

マスタープラン 

H23.3 

(2011.3) 

H43 

(2031) 

・ バス路線網等の再編・充実や交通結節機能の強
化を図り、利便性や快適性の向上に資する整備
を進め、一層の利用促進に努める。 

一関都市 

計画区域 

マスタープラン 

H23.8 

(2011.8) 

H43 

(2031) 

・ 鉄道とバス、タクシー等の交通結節機能を強
化するとともに、主要な公共施設へのアクセス
性の向上など、より総合的な交通体系の構築を
図る。 

・ 一ノ関駅については、交通結節機能の強化や公
共交通の充実、自由通路の整備等の利便性の向
上を図る。 
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表２-５０  都市計画区域マスタープランにおける公共交通に関する位置づけ（2/2） 

計画名 
策定 

年月 

目標 

年次 
公共交通機関等の整備方針 

大槌都市 

計画区域 

マスタープラン 

H27.6 

(2015.6) 

H47 年 

(2035) 

・ 鉄道施設のバリアフリー化や広場の整備など各
駅の交通結節点機能の強化を検討する。 

・ 大槌駅はバス交通のターミナル機能を持たせ、
周辺に立地する商業・業務機能との連携を図る。 

・ 道路網の整備に併せ、効率的で利便性の高い公
共交通網の見直しを検討する。 

・ 低床バスの導入や便数の増加、停留所とその周
辺の環境整備などを検討する。 

・ 福祉タクシーやスクールバス等との連携も検討
する。 

宮古都市 

計画区域 

マスタープラン 

H25.3 

(2013.3) 

H44 年 

(2032) 

・ 津波により被災した鉄道施設の早期復旧を進め
利用者の利便性の回復を図る。 

・ バス路線の新設・改善を図ることにより、利用
しやすく災害に強い公共交通網の形成を図る。 

八幡平都市 

計画区域 

マスタープラン 

H24.3 

(2012.3) 

H44 年 

(2032) 

・ 交通結節点として駅周辺の整備を促進する。 
・ 大更駅の西側及び東側は、駐輪場、駐車場等の
環境整備により交通結節機能の強化を図る。 

・ 東大更駅周辺部は快適性に優れた、待ち合わせ
などが可能な広場の確保を検討する。 

紫波都市 

計画区域 

マスタープラン 

H16.5 

(2004.5) 
－ 

・ 紫波中央駅を本区域内交通の中核的機能として
確立するともに、交通結節機能の充実を図る。 

・ 日詰駅は駅前の土地区画整理事業によりユニバ
ーサルデザインを念頭に置いた環境整備を行い、
機能の充実・強化を図る。 

雫石都市 

計画区域 

マスタープラン 

H16.5 

(2004.5) 
－ 

・ 地域間を連絡する公共交通の充実を図る｡ 
・ 秋田新幹線雫石駅から各地域へ向かう交通への
乗り換え円滑化のため、駅前の機能の維持・充実
を図る｡ 

一戸都市 

計画区域 

マスタープラン 

H16.5 

(2004.5) 
－ 

・ 公共交通機関の利便性の確保・向上を促進し､総
合的な道路・交通ネットワークの確立に努める｡ 

 

②観光振興計画 

岩手県では、「みちのく岩手観光立県第３期基本計画」を策定し、観光産業を地域経済に好循

環をもたらす総合産業として確立するとともに、観光消費の拡大を図り、県経済の活性化を目

指し、観光振興に取り組んできた。当該計画が 令和５年度（2023 年度）で終了するため、「み

ちのく岩手観光立県第４期基本計画」（2024～2028）を策定し、「住んでよし、訪れてよしの観

光地域づくり」と「地域経済の活性化」を推進することにより、自然と人、文化と人、人と人

をつなぎ、地域社会の好循環を生む観光産業の更なる発展を目指すこととしている。 

当該計画では、①持続可能な観光の推進、②外国人観光客の誘客拡大、③魅力的な観光地域

づくりの推進、④周遊・滞在型観光の推進、⑤観光ＤＸによる観光推進体制の強化の５つの基

本施策により、観光の振興に取り組むこととしている。  
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（２）市町村における計画の策定状況等 

１）地域公共交通計画（旧制度含む）の策定状況 

本県の市町村における地域公共交通計画（旧制度上の地域公共交通網形成計画含む）の策

定状況は、23 市町村が策定済みであり、１市町村が策定中、９市町村が未策定である。 

前計画策定（平成 30 年度（2018 年度））時点から、策定した市町村が増加しているものの、

未策定の市町村もあることから、引き続き計画の策定を推進することが重要である。 

県央広域振興圏では、８市町村中７市町村で法定計画を策定している。盛岡市・滝沢市・

矢巾町は、３市町共同の公共交通計画の策定を令和６年度（2024 年度）に予定している。 

県南広域振興圏では、８市町村中６市町村で法定計画を策定している。なお、法定外計画

を策定していた奥州市は、令和５年度（2023 年度）に地域公共交通計画を策定している。 

沿岸広域振興圏では、９市町村中８市町村で計画を策定している。なお、宮古市において

は、令和５年度に利便増進実施計画を策定している。また、９市町村中８市町村は、三陸鉄

道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域となっている。 

県北広域振興圏では、８市町村中２市町村で計画を策定しており、１市町村で策定中であ

る。なお、８市町村中４市町村は、三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１０９  令和５年度時点の計画の策定状況（左）、前計画策定時からの計画策定件数の変化（右） 
出典：市町村に対するアンケート調査 

 

  

策定済み

23市町村
策定中

1市町村

未策定

9市町村

県全体の合計

計画策定割合

69.7%
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表２-５１ 市町村における計画の策定状況 

区分 市町村名 策定状況 
策定 

予定時期 
備考 

県
央
広
域
振
興
圏 

盛岡市 策定済み 令和６年度 滝沢市・矢巾町と広域計画を策定予定 

八幡平市 策定済み   

滝沢市 策定済み 令和６年度 盛岡市・矢巾町と広域計画を策定予定 

雫石町 策定済み   

葛巻町 未策定 未定  

岩手町 策定済み   

紫波町 策定済み   

矢巾町 策定済み 令和６年度 盛岡市・滝沢市と広域計画を策定予定 

県
南
広
域
振
興
圏 

花巻市 策定済み   

北上市 策定済み   

遠野市 未策定 令和６年度  

一関市 策定済み   

奥州市 策定済み   

西和賀町 策定済み   

金ケ崎町 策定済み   

平泉町 未策定 令和６年度  

沿
岸
広
域
振
興
圏 

宮古市※ 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

大船渡市 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

陸前高田市 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

釜石市 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

住田町 未策定 未定  

大槌町 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

山田町 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

岩泉町 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

田野畑村 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

県
北
広
域
振
興
圏 

久慈市 策定済み  三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

二戸市 策定済み   

普代村 未策定 未定 三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

軽米町 未策定 未定  

野田村 未策定 未定 三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

九戸村 策定中 令和６年度  

洋野町 未策定 未定 三陸鉄道沿線地域等公共交通網形成計画の対象地域 

一戸町 未策定 未定  

 ※ 宮古市は、令和５年度に利便増進実施計画を策定済み。 
出典：市町村に対するアンケート調査  
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２）立地適正化計画の策定状況 

本県では、７市町（盛岡市、花巻市、北上市、二戸市、奥州市、雫石町、山田町）が策定済

みであり、各計画では地域公共交通との連携に係る考えや取組等を位置づけている。 

 

表２-５２  各計画の地域公共交通に係る位置づけ 

市町村名 概要 

盛岡市 

・ 自家用車に過度に依存することなく、移動することが可能なように、中心

拠点と地域拠点や居住地を結ぶ公共交通ネットワークの維持を図るととも

に、公共交通が便利なエリア、特に主要な鉄道駅や公共交通軸を通る主要な

バス路線の沿線等の人口密度を維持することにより、公共交通ネットワーク

の効率化と維持を図る。 

花巻市 

・ 各拠点が連携可能な公共交通網の形成を図るため、幹線系統を維持するとと

もに、予約応答型乗合交通による各拠点周辺の公共交通サービス圏外の補完、

市街地循環バスの拡充による利便性の向上、観光系統の維持を図る。 

北上市 

・ 幹線・拠点間交通ネットワークの維持に向けて、拠点間交通の維持、幹線交

通の維持、ターミナルの運営を図る。 

・ また、協働型地域内交通の強化に向け、地域内交通の充実、地域交通の取組

推進や、公共交通の価値を高めるため、公共交通 ICT 化の推進、まちの魅力と

なる新しい乗り物づくり、公共交通利用促進の充実を図る。 

二戸市 

・ 堀野地区～福岡地区～荷渡地区～二戸駅周辺地区間を結ぶ軸を「基幹的公共

交通ネットワーク」として位置づけ、都市機能誘導区域へのアクセス性向上に

向けた公共交通体系の再構築や、区域内で滞在・回遊しやすい環境づくりに向

けた公共交通サービスの提供などを図る。 

奥州市 

・ 「まちなかと集落の暮らしを支える公共交通ネットワークの形成」を課題解

決のための誘導方針の１つとして定め、公共交通による拠点間の連携により都

市機能の利便性の共有を進め、自動車に依存し過ぎないで、歩いて暮らせるま

ちなかの形成を図るとともに、それぞれの都市拠点と胆沢・衣川地域をつなぐ

ことにより集落の暮らしを支える、持続可能な公共交通ネットワークの形成を

図る。 

雫石町 

・ 「公共交通によってすべての町民が利用しやすい雫石駅前周辺づくり」を基

本方針の 1 つとして定め、地域公共交通サービスの利便性向上による暮らし

やすさの向上を目指す。 

・ 鉄道は、雫石市街地と盛岡市街地を結ぶ交通軸として位置づけ、町民の日常

生活の移動手段、町外にもネットワークする広域間を結ぶ交通手段として、そ

の機能を維持する。また、バス交通は、雫石駅を中心とした小さな拠点や主要

な都市機能施設のネットワークの形成、市街地外の小さな拠点から雫石市街地

へアクセスする交通手段として機能を維持、あねっこバスを鉄道及び路線バス

のサービスが行き届かない地域を補完する交通手段として維持を図る。 

山田町 

・ 都市づくりにおける今後の課題として「公共交通のサービス水準の維持・充

実」を掲げており、公共交通は、運転免許を持っていない学生や、自動車を運

転しない高齢者等の交通弱者が生活するために必要な移動手段であり、公共交

通で利用できるエリアに都市機能誘導施設を誘導するとともに、公共交通の利

用者を確保するため、駅・バス停等の徒歩圏に居住の誘導を図っていく必要が

ある。 
出典：各市町立地適正化計画 
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５．法制度・国の動向 

（１）地域交通法の改正等 

国が持続可能な地域公共交通網の形成とそのための取組を推進するために定めた地域交通法

については、前計画策定時（平成 30 年度（2018 年度））以降、令和２年度（2020 年度）と令和

５年度（2023 年度）に改正されている。 

 

１）令和２年度（2020 年度）改正の主なポイント 

「地域における輸送資源の総動員」の考えが加わり、制度上の計画名が「地域公共交通網形

成計画」から「地域公共交通計画」へ変更され、計画の対象や内容、位置づけ等が拡充された。 

地方公共団体における地域公共交通計画の策定が努力義務化され、さらに、法改正にあわせ

た地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の改正により、バスの国庫補助制度と計画

が連動することとなり、国庫補助を受けるには計画の策定と、計画内への補助路線の位置づけ

等が必要となった。 

※ なお、バスの国庫補助制度と地域公共交通計画の連動化については、令和６バス事業

年度（令和５年 10 月から令和６年９月）までの経過措置が設けられた。 

 

２）令和５年度（2023 年度）改正の主なポイント 

人口減少等による長期的な利用者の減少に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、

地域公共交通を取り巻く状況が年々悪化していることを受け、地域公共交通利便増進事業の拡

充により自治体と交通事業者が一定の区域・期間について、交通サービス水準や費用負担等の

協定を締結して行う「エリア一括協定運行事業」や、AI デマンド、キャッシュレス決済、EV バ

スの導入等の交通ＤＸ・ＧＸを推進する事業を創設することとされた。 

また、ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充や、地域公共交通利便増進事業の

拡充など、バス・タクシー等の地域交通の再構築に関する仕組みが拡充された。 
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（２）立地適正化計画についての制度概要 

今後のまちづくりは、人口の急激な減少や高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとっ

て、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な

都市経営を可能とすることが大きな課題となっている。 

こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとす

る住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含

めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めてい

くことが重要である。 

そのため、国では、平成 28 年（2016 年）に都市再生特別措置法の一部を改正し、行政と住民

や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを推進することを目的に、立地適正化計

画の制度化を行った。 

 

 
図２-１１０  立地適正化計画の意義と役割 

 

出典：国土交通省資料 
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第３章 本県における地域公共交通に係る課題について 

本県全体及び圏域別の地域特性及び公共交通の現状について、最新の基礎資料や人流のビッ

グデータ、無作為抽出した県民、高等学校、県内の市町村及び交通事業者を対象としたアンケ

ート調査等に基づき、整理・分析を行った。 

また、前計画の施策評価結果を踏まえ、前計画から継続的に対応すべき課題と、地域公共交

通を取り巻く情勢の変化を鑑みた新たに対応が必要となる課題を踏まえ、計６つの課題に整理

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜既存資料・データ等の整理＞ 

・岩手県の上位関連計画 

・人口動態、自然・土地特性 

・岩手県の観光動向 

・通勤、通学、通院流動 

・人流のビッグデータ 

・岩手県内の公共交通運行実績 

・岩手県内の施設分布状況 

・県民アンケート調査 

・市町村アンケート調査 

・交通事業者アンケート調査 

・協議会、地域別部会等 

資料・データ及び調査結果、前計画の施策評価結果の整理・分析・とりまとめ 

 

《岩手県の公共交通における課題》 

課題① 社会情勢の変化や移動需要に対応した地域公共交通の適切な維持・確保 

課題② 
自動車運転者の改善基準告示の改正等による運転士不足の更なる深刻化

のおそれ 

課題③ バス補助制度の特例措置終了による維持困難路線拡大のおそれ 

課題⑤ 交通ＤＸ・ＧＸによる利便性・持続可能性・生産性の向上 

課題④ 公共交通の更なる利用増に向けた県民の多様な移動需要への対応 

課題⑥ 地域公共交通の利用促進と県民意識の醸成 
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課題１ 社会情勢の変化や移動需要に対応した地域公共交通の適切な維持・確保 

【現状】 

 ◆ 地域公共交通利用者が減少し続ける「負のスパイラル」が進行 

・ 人口減少やモータリゼーションの進行に加え、新型コロナウイルス感染症の影響やリ

モートワークの増加、オンライン診療の普及などの生活様式の変化により、地域公共交

通の利用者数は減少し、運賃収入が減少している。 

・ 全国的な物価・燃料費の高騰に運賃収入の減少が重なることで、不採算路線が増加し、

減便や路線廃止によりサービス水準が低下し、さらに利用者の減少を招くといった「負

のスパイラル」が進行している。 

◆バスの国庫補助に地域公共交通計画の策定が必要 

・ 地域公共交通計画を策定している市町村は、33 市町村中 23 市町村となっている。 

・ 令和６年（2024 年）10 月の運行以降、国庫補助の要件として、地域公共交通計画に補

助路線を位置づけることが必要とされた。 

・ 一部の市町村では、令和５年度（2023 年度）に利便増進実施計画を策定した。 

◆社会情勢の変化に伴う移動需要の多様化 

・ 高等学校再編の検討や医療施設数の減少等を背景に、日常的な広域移動の必要性が高

まっている。 

・ 新型コロナウイルス感染症の５類への移行、ニューヨーク・タイムズ紙で盛岡市が「2023

年に行くべき 52 カ所」の２番目に選ばれたこと、いわて花巻空港の台北線の運航再開な

どにより、国内外からの観光客が増加している。 

◆復興まちづくりの進展、復興道路等の開通 

・ 災害公営住宅や公立学校の復旧整備が完了するとともに、復興道路である三陸沿岸道

路や、復興支援道路である宮古盛岡横断道路、東北横断自動車道釜石秋田線の整備が完

了し、沿岸部内及び沿岸部と内陸部間の所要時間が短縮された。 

【課題】 

 ◆利用者の減少を見据えた地域公共交通の維持・確保が必要 

・ 利用者の減少や社会情勢の変化等を見据えた、効率的で持続可能な地域公共交通ネッ

トワークの構築に向けた見直しを図る必要がある。 

◆地域公共交通計画等の策定による計画的な地域公共交通の維持・確保が必要 

・ 一部の市町村においては、地域公共交通計画が策定されていないことから、地域の実

情や将来像を踏まえた公共交通ネットワークの構築に当たり、地域公共交通利便増進実

施計画の策定やこれに伴う各種の特例措置の活用も視野に、地域公共交通計画の策定に

努める必要がある。 

◆利用者の多様な移動需要への対応が必要 

・ 高等学校再編の検討、医療施設数の減少により、広域移動の需要の増加が見込まれる。 

・ 県内外の移動需要に的確に対応し、生活利用のみならず観光利用等にも対応していく

ため、効率的な地域公共交通への見直しや、利用促進を図っていく必要がある。 

◆復興まちづくりに合わせた生活の移動手段の確保が必要 

・ 災害公営住宅入居者の生活の移動手段を引き続き確保する必要がある。 

 

【取組の方向性】 

 ◆広域移動の維持・確保 

・ 広域的なバス路線や鉄道路線の維持・確保に取り組むとともに、利用者が少なく維持

が困難な広域的なバス路線については、代替交通の確保を含めて、需要に見合った交通

手段の確保を図る。 

・ また、利用者数の減少など地域公共交通の現況を踏まえ、支援のあり方を検討する。 

・ 人口減少や燃料費の高騰などの社会情勢の変化を踏まえ、事業者のおかれた状況に応

じて、必要な対応を検討する。 
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◆地域公共交通計画、利便増進実施計画の策定促進 

・ 市町村は、地域公共交通計画や利便増進実施計画の策定を進め、地域公共交通特定事

業の実施を検討する。 

・ 県は、有識者の派遣や研修会等によるノウハウの共有を図り、市町村の地域公共交通

計画、利便増進実施計画の策定を促進する。 

◆利用者の需要に合わせた路線の見直しや利用促進 

・ 国、県、市町村、バス事業者で構成するバス路線活性化検討会などにおいて、人流のビ

ッグデータや、IC カードによる乗降データなどの潜在・顕在需要を把握しながら、移動

需要に対応した路線の見直しや利用促進の検討を行う。 

・ 県、沿線市町村等で構成する利用促進協議会などを通じて、鉄道の地元利用の促進を

図る。 

◆復興まちづくりに合わせた路線・便の設定 

・ 市町村の復興まちづくりや、復興道路等の整備状況を踏まえた広域的なバス路線や便

の見直しを行う。 

 

課題 2 自動車運転者の改善基準告示の改正等による運転士不足の更なる深刻化のおそれ 

【現状】 

 ◆交通事業者の運転士不足が深刻化 

・ 運転士の高齢化や、新型コロナウイルス感染症等の影響で他業種と比べて待遇水準が

低下したこと等により、運転士不足が深刻化している。 

・ 特にバス事業者は、高速・貸切バスの収益で生活路線の運行を支えてきたが、運転士が

不足する中でも生活路線を優先して運行する必要があるため、十分な運転士を高速・貸

切バス事業に従事させられず、収益回復が遅れている現状がみられる。 

・ 新規採用者数を上回る退職者が毎年度発生しており、運転士不足を原因とした減便や

路線廃止が行われている。 

◆制度改正に伴う更なるバス運転士不足の深刻化 

・ 令和６年（2024 年）４月に、自動車運転の業務に労働基準法による時間外労働の上限

規制が適用されるとともに、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準

告示）の改正が適用され、運転士の拘束時間の上限や勤務間インターバルが見直される

ことから、バス事業者は、地域に必要な移動手段を維持するため、運転士の増員が必要と

なる見込み。県外において、減便や路線廃止が相次ぎ、事業を廃止する事例が発生してい

る。 

【課題】 

 ◆運転士不足によるバス路線の減便・廃止のおそれ 

・ 路線を維持するために必要な運転士が不足しており、路線バスにおいては、運転士不

足により減便や路線廃止を余儀なくされた事例があることから、必要な運転士を確保す

る必要がある。 

◆運転士確保の取組の強化が必要 

・ 時間外労働の上限規制の適用などの労働環境の変化も踏まえ、待遇改善や採用広報の

強化などにより不足する運転士の確保を引き続き進める必要がある。 

【取組の方向性】 

 ◆運転士の確保対策の実施 

・ 交通事業者は、運転士の新規確保・離職防止に取り組み、国や県、市町村においてはそ

の取組を支援する。 
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課題 3 バス補助制度の特例措置終了による維持困難路線拡大のおそれ 

【現状】 

 ◆バス補助の特例措置終了後、補助要件割れ路線発生のおそれ 

・ バスの国庫補助、県単補助路線については、被災地特例の激変緩和措置や新型コロナ

ウイルス感染症の影響に対する特例措置により、補助要件の緩和や補助額の減額調整の

適用が一部除外されてきた。 

・ 特例措置の終了時期は不透明であり、仮に特例措置が終了した場合、令和５年度（2023

年度）実績で、補助要件を満たさなくなる路線は国庫補助路線 39 路線のうち 11 路線、

県単補助路線 15 路線のうち 14 路線となると予測される。 

【課題】 

 ◆補助要件割れ路線の廃止のおそれ 

・ 特例措置の終了に伴い、補助要件を満たさなくなると予測される補助路線の廃止が懸

念される。 

【取組の方向性】 

 ◆補助要件を下回るおそれのある路線の利用促進または代替交通の確保を含めた見直し 

・ 補助要件を下回るおそれのある路線については、ダイヤ等の見直しや利用促進に取り

組み、路線維持に努め、なお維持が困難な路線については、需要に見合ったバス路線の見

直しや代替交通の確保を図ることで、地域公共交通の維持を図っていく。 

・ 利用者数の減少など地域公共交通の現況を踏まえ、支援のあり方の検討を行う。 

◆地域公共交通計画、利便増進実施計画の策定促進 

・ 県は、有識者の派遣や、研修会等によるノウハウの共有を図り、市町村は、地域公共交

通計画や利便増進実施計画の策定を進める。 

・ バスの国庫補助制度の効果的な活用も見据えた利便増進実施事業等の地域公共交通特

定事業の実施を検討する。 
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課題 4 公共交通の更なる利用増に向けた県民の多様な移動需要への対応 

【現状】 

 ◆社会情勢の変化に伴う移動需要の多様化 

・ 高等学校再編の検討や医療施設数の減少等を背景に、日常的な広域移動の必要性が高

まっている。 

・ 新型コロナウイルス感染症の５類への移行、ニューヨーク・タイムズ紙で盛岡市が「2023

年に行くべき 52 カ所」の２番目に選ばれたことなどにより、観光客が増加している。 

◆高齢者の免許返納の増加 

・ 高齢化の進行により 65 歳以上人口が増加しており、運転免許自主返納者数は、高い水

準で推移している。 

◆地域公共交通の待合環境等の整備 

・ 交通事業者や自治体は、適切な接続拠点の設定等に取り組んでおり、令和４年度（2022

年度）に盛岡バスセンターが整備されたほか、バスロケーションシステムの導入が進ん

でいる。 

◆ユニバーサルデザインに対応した環境の整備 

・ 地域公共交通のバリアフリー化に向け、県内の１日３千人以上が利用する鉄道駅 10 駅

のうち、８駅で段差解消等の対応がなされているほか、ノンステップバス等の導入が進

んでいる。 

【課題】 

 ◆利用者の多様な需要に合わせた路線・便の維持確保が必要 

・ 高齢者や高校生などによる日常的な利用や、観光・ビジネスでの利用など、利用者の多

様な需要に合わせて、路線や便の見直しを図り、維持確保に取り組む必要がある。 

◆高齢者や障がい者の移動手段の確保が必要 

・ 運転免許を返納した高齢者や障がい者の移動手段を確保するため、日常的な移動を支

える広域的な移動手段の確保が課題であり、利用者の増加に向け、高齢者や障がい者の

利便性の向上を図る必要がある。 

◆接続拠点の形成や乗り継ぎ環境の整備による利便性の向上が必要 

・ 利用者の多様な需要に合わせた広域移動を確保するため、適切な接続拠点を設定する

とともに乗り継ぎ環境を整備し、利便性の向上を図る必要がある。 

◆ユニバーサルデザインに対応した環境整備を引き続き進めることが必要 

・ 障がいの有無に関わらず暮らしやすい環境を整備するため、利用空間等のバリアフリ

ー化を引き続き進める必要がある。 

【取組の方向性】 

 利用者の多様な需要に合わせた路線・便の確保 

・ 交通事業者間や観光・医療・福祉・教育分野などの他分野間の連携を進め、利用者の需

要に対応した交通手段の確保を図る。 

・ 広域的なバス路線については、人流のビッグデータや乗降データ等から移動需要を把

握し、効率化に取り組む。維持が困難な路線については、代替交通の確保に取り組む。 

◆高校生や高齢者、障がい者などの公共交通利用者の需要に対応した利便性の向上 

・ 高校生や高齢者、障がい者など、公共交通に頼らざるを得ない利用者の需要に対応し

た利便性の向上を図る。 

◆接続拠点の強化により、公共交通の乗り換えの利便性を高めることで移動を確保 

・ 日常生活に直結する施設を交通接続拠点化し、当該拠点で広域的な公共交通と地域内

公共交通の乗り換えを可能とすることで、住民の移動を確保する。 

◆ユニバーサルデザインに対応した環境整備の推進 

・ 新バリアフリー基本方針の対象となる駅や、車両などのバリアフリー化を促進する。 
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課題 5 交通ＤＸ・ＧＸによる利便性・持続可能性・生産性の向上 

【現状】 

 ◆地域公共交通におけるＤＸ・ＧＸの取組が推進 

・ 県内において、MaaS や AI デマンド交通、バスロケーションシステム、鉄道やバスへの

交通系 IC カード等の導入、自動運転の実証実験など、多様な主体の連携や ICT を活用し

た利便性・効率性の向上を図る取組が進められている。 

・ 一部の交通事業者や市町村では、運行情報などの GTFS データの作成・公開を進めてい

るほか、県において、携帯電話の位置情報に基づく人流ビッグデータ分析ツールを導入

するなど、多様なデータが蓄積し、利活用されている。 

・ 国や県においては、環境負荷の低い車両等の導入促進を図っており、交通事業者にお

いてその導入が行われている。また、一部の市町村においては、低炭素モビリティである

グリーンスローモビリティが導入されている。 

・ 県は、二酸化炭素排出による環境負荷の軽減につながる県民の地域公共交通を利用す

る意識醸成を図る取組を実施している。 

【課題】 

 ◆地域公共交通の課題の解決に向けた更なるＤＸ・ＧＸの推進が必要 

・ 地域公共交通の更なる利便性の向上や運行の効率化などに向け、新技術の活用を検討

していく必要がある。 

・ 人流のビッグデータや交通系 IC カードによる乗降実績等のデータを活用し、地域公共

交通の課題解決に活用していく必要がある。 

・ 地域公共交通の運賃収入が減少傾向にある中、交通系 IC カードの機器や、EV バス・タ

クシーの導入への投資が交通事業者の負担となっている。 

・ 先進的な取組を関係者間で情報共有し、優良事例の横展開や、多様な主体間での連携

を促進していく必要がある。 

【取組の方向性】 

 ◆交通事業者、自治体によるＤＸ・ＧＸの取組を推進 

・ 地域公共交通に関するデータの公開を進めるとともに、人流のビッグデータや交通系

IC カードによる乗降データなどで移動需要を把握し、国、県、市町村、交通事業者など

の関係者が連携して、路線や便の見直しや、利用促進に取り組む。 

・ 地域の実情に合わせた AI デマンド交通などの新たな交通モードの導入に向けた実証運

行や、交通系 IC カードの導入を推進する。 

・ 交通事業者は、交通系 IC カードや、環境負荷の低い車両等の導入を進め、国や市町村、

県はそれを支援する。 

・ 環境負荷の低減のため、地域公共交通と自家用車を使い分ける取組を実施し、地域公

共交通を利用する意識醸成に取り組む。 
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課題 6 地域公共交通の利用促進と県民意識の醸成 

【現状】 

 ◆地域公共交通の利用者は減少傾向 

・ 県民の通勤、通学時の移動手段として、地域公共交通が占める割合は、自家用車利用に

比べて低い状況となっている。 

・ また、高校生の通学手段としても、保護者の送迎が多くなっているなど、新型コロナウ

イルス感染症を契機とした移動手段の変容等により、地域公共交通の利用が減少してい

る。 

◆交通事業者、自治体による利用促進の取組が展開 

・ 第三セクター鉄道については、県と沿線市町村で構成する協議会により、鉄道事業者

と連携し、利用促進の取組を実施している。 

・ JR ローカル線については、県と沿線市町村が連携し、東日本旅客鉄道との協力の下、

路線ごとに利用促進の取組を実施している。 

・ 広域的なバス路線については、交通事業者による取組が行われているほか、国や県、市

町村、バス事業者で構成するバス路線活性化検討会において、路線ごとに利用促進に向

けた検討を行っている。 

【課題】 

 ◆地域公共交通の利用者数が更に減少するおそれ 

・ 今後も人口減少が進行する見通しであることから、地域公共交通を維持確保していく

ためには、引き続き利用促進の取組を進めていく必要がある。 

・ 交通事業者だけではなく、地域公共交通を利用する県民・企業においても、地域公共交

通が、地域の生活やまちづくりを支える重要な役割を担っているという認識を深めてい

く必要がある。 

【取組の方向性】 

 ◆県民、交通事業者、行政等の多様な主体が一体となった地域公共交通の利用促進の実施 

・ 交通事業者間や観光・医療・福祉・教育分野などの他分野間の連携を進め、利用者の需

要に対応した交通手段の確保を図る。 

・ 地域経済を支える重要な基盤である第三セクター鉄道や JR ローカル線について、県や

沿線市町村、交通事業者が連携し、利用促進に取り組む。 

・ 国、県、市町村、バス事業者で構成するバス路線活性化検討会などを通じて、利用促進

策を検討し実施する。 

◆公共交通利用の意識醸成 

・ モビリティマネジメントにより、利便性の観点だけでなく、環境負荷低減の観点も取

り入れながら、自らが地域の移動手段である地域公共交通を支える意識を醸成し、公共

交通と自家用車を状況に応じて使い分けるなど、県民意識の変化を促進する。 
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■課題解決に向けた広域的な公共交通ネットワークの方向性 

岩手県の現状・課題を踏まえ、課題解決に向けた方向性を検討する上でのポイントについて整理した。 

 
課題項目 現状 課題 課題に対応した方向性 方向性の内容 

＜課題１＞ 
社会情勢の変化や移動需要に
対応した地域公共交通の適切
な維持・確保 

・ 地域公共交通利用者が減少し
続ける「負のスパイラル」が進行 

・ バスの国庫補助に地域公共交
通計画の策定が必要 

・ 社会情勢の変化に伴う移動需
要の多様化 

・ 復興まちづくりの進展、復興道
路等の開通 

・ 利用者の減少を見据えた地域公共
交通の維持・確保が必要 

・ 地域公共交通計画等の策定による
計画的な地域公共交通の維持・確保
が必要 

・ 利用者の多様な移動需要への対応
が必要 

・ 復興まちづくりに合わせた生活の
移動手段の確保が必要 

広域移動の維持・確保 
・ 広域的なバス路線や鉄道路線の維持・確保 
・ 需要に見合った広域的なバス路線の見直し、代替交通の確保 
・ 地域公共交通の現状を踏まえた支援のあり方の検討 

地域公共交通計画、利便増進実施計画の
策定促進 

・ 有識者派遣等による地域公共交通計画、利便増進実施計画の策
定の促進 

・ 利便増進事業等の実施の検討 

利用者の需要に合わせた路線の見直しや
利用促進 

・ 各種データの活用によるバス路線の見直しや利用促進 
・ 鉄道の地元利用の促進 

復興まちづくりに合わせた路線・便の設
定 ・ 復興まちづくり等に合わせた広域的なバス路線や便の見直し 

＜課題２＞ 
自動車運転者の改善基準告示
の改正等による運転士不足の
更なる深刻化のおそれ 

・ 交通事業者の運転士不足が深
刻化 

・ 制度改正に伴う更なるバス運
転士不足の深刻化 

・ 運転士不足によるバス路線の減
便・廃止のおそれ 

・ 運転士確保の取組の強化が必要 
運転士の確保対策の実施 ・ 運転士の新規確保・離職防止の取組の実施及び取組への支援 

＜課題３＞ 
バス補助制度の特例措置終了
による維持困難路線拡大のお
それ 

・ バス補助の特例措置終了後、補
助要件割れ路線発生のおそれ 

・ 補助要件割れ路線の廃止のおそれ 

補助要件を下回るおそれのある路線の利
用促進または代替交通の確保を含めた見
直し 

・ 路線や便の見直しや利用促進の実施 
・ 需要に見合った広域的なバス路線の見直し、代替交通の確保 
・ 地域公共交通の現状を踏まえた支援のあり方の検討 

地域公共交通計画、利便増進実施計画の
策定促進 

・ 有識者派遣等による地域公共交通計画、利便増進実施計画の策
定の促進 

・ 利便増進事業等の実施の検討 

＜課題４＞ 
公共交通の更なる利用増に向
けた県民の多様な移動需要へ
の対応 

・ 社会情勢の変化に伴う移動需
要の多様化 

・ 高齢者の免許返納の増加 
・ 地域公共交通の待合環境等の
整備 

・ ユニバーサルデザインに対応
した環境の整備 

・ 利用者の多様な需要に合わせた路
線・便の維持確保が必要 

・ 高齢者や障がい者の移動手段の確
保が必要 

・ 接続拠点の形成や乗り継ぎ環境の
整備による利便性の向上が必要 

・ ユニバーサルデザインに対応した
環境整備を引き続き進めることが必
要 

利用者の多様な需要に合わせた路線・便
の確保 

・ 交通事業者間や他分野との連携の推進 
・ 各種データの活用によるバス路線の見直しや利用促進 

高校生や高齢者、障がい者などの公共交
通利用者の需要に対応した利便性の向上 ・ 高校生や高齢者、障がい者等の利便性向上による利用促進 

接続拠点の強化により、公共交通の乗り
換えの利便性を高めることで移動を確保 ・ 接続拠点における乗り継ぎ利便性の改善 

ユニバーサルデザインに対応した環境整
備の推進 ・ 駅や車両などのバリアフリー化の推進 

＜課題５＞ 
交通ＤＸ・ＧＸによる利便
性・持続可能性・生産性の向
上 

・ 地域公共交通におけるＤＸ・
ＧＸの取組が推進 

・ 地域公共交通の課題の解決に向け
た更なるＤＸ・ＧＸの推進が必要 

交通事業者、自治体によるＤＸ・ＧＸの
取組を推進 

・ 各種データの活用によるバス路線の見直しや利用促進 
・ AIデマンド交通など新たな交通モードの導入に向けた実証運行
等の推進 

・ 環境負荷の低い車両の導入促進 
・ 環境負荷低減の観点から地域公共交通の利用に対する意識醸成 

＜課題６＞ 
地域公共交通の利用促進と
県民意識の醸成 

・ 地域公共交通の利用者は減少
傾向 

・ 交通事業者、自治体による利
用促進の取組が展開 

・ 地域公共交通の利用者数が更に減
少するおそれ 

県民、交通事業者、行政等の多様な主体
が一体となった地域公共交通の利用促進
の実施 

・ 交通事業者間や他分野との連携の推進 
・ 鉄道や広域的なバス路線の維持・確保に向けた各主体が連携し
た利用促進 

公共交通利用の意識醸成 ・ モビリティマネジメントの実施 
 

【いわて県民計画（2019～2028）】 
【政策分野の取組方向】 
居住環境・コミュニティ 

…地域の暮らしを支える公共交通を守ります 
・ 県民が不便なく移動できるよう、広域的な公共交通基盤
の確保を図る。 

・ 日常生活に欠かせない地域の公共交通サービスを県民が
持続的に利用できるよう、地域公共交通の確保を図る。 

・ 公共交通の確保を図るため、公共交通の利用を促進する。 
 
【復興推進の取組方向】 
新たな交通ネットワークと交流拠点を活用し、地域内

外、国内外で、人やモノが行き交う多様な交流の活発化 

・ 平成 27 年（2015 年）から令和２年（2020 年）までに人口が 5.4％減少。特に県北・沿岸広域振興
圏は令和 27 年（2045 年）までに令和２年の約６割にまで減少すると推計されている。 

・ 高齢化の進行で、令和 27 年までに高齢者の割合が 44.1％に達すると推計されている。 
・ 高等学校再編の検討や医療施設等の立地状況の変化、新型コロナウイルス感染症による生活様式の

変化等による移動需要が多様化している。 

本計画を検討する上で必要な本県の特徴に対する視点 上位関連計画における地域公共交通の位置づけ 法制度・国の動向 

・ 地域交通法等の改正
に伴い、地域公共交通計
画策定の努力義務化、地
域公共交通計画とバス
国庫補助との連動化、関
係者の連携と協働の促
進、エリア一括協定運行
事業や交通ＤＸ・ＧＸを
推進する事業の創設等 

・ バス補助制度の被災
地特例の終了と激変緩
和措置の継続 

・ 自動車運転者の改善
基準告示の改正等 

地勢の視点 ・ 広大な県土で北海道に次ぐ面積。日常生活でも広域移動を伴うことが多い。 

人口・流動

の視点 

まちづくり

の視点 

都市計画関連：市町村が策定する都市計画マスタープラン・立地適正化計画との整合 
震災復興関連：復興道路等の全線開通、復興まちづくりとの整合 
観光振興関連：世界遺産平泉、橋野鉄鉱山、御所野遺跡等の観光資源、ニューヨーク・タイムズ紙によ

る盛岡市の紹介、訪日外国人観光客受入環境整備 

社会情勢

の視点 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響で地域公共交通の利用者が減少し、新しい生活様式の定着に伴い
利用者の回復が遅れている。 

・ 燃料費高騰が長期化し、新型コロナウイルス感染症等の影響で運転士不足が深刻化している。  

分析の視点 

・ アンケー
ト調査実施
結果（対象：
県民、市町
村、交通事
業者） 

・ 法定協議
会、地域別
部会開催結
果 

・ 岩手県地
域公共交通
網形成計画
の施策評価
結果 
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第４章 計画の基本方針・基本目標について 

１．基本方針等 

（１）計画の基本方針 

本計画の基本方針については、いわて県民計画（2019～2028）における地域公共交通に関す

る３つの考え方 ①広域的な公共交通の維持確保、②地域内公共交通の維持確保、③公共交通の

利用促進を踏まえ、前章で整理した課題に対応した方向性を次のとおり３つに整理し設定する。 

なお、市町村における公共交通再編を可能とする体制づくりと、市町村への技術的支援につ

いては、本計画を実現していくための体制づくりとして位置づける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔上位計画〕いわて県民計画（2019～2028） 
■基本目標 
東日本大震災津波の経験に基づき、引き続き復興に取り組みながら、お互いに

幸福を守り育てる希望郷いわて 

本計画の基本方針 

・ 県民が安全・安心に暮らすことができる生活環境を維持するため、鉄道や路線バス
をはじめとした、市町村間を跨いで運行する広域的な移動手段を維持・確保するとと
もに、移動サービスを支える運営基盤を強化する。 

基本方針①：広大な県土の移動を実現する広域移動の維持・確保 

・ 日常生活に必要な通学、通院等の広域移動を円滑に行えるよう、広域的な公共交通
と地域内公共交通との適切な接続拠点の形成や、様々な交通手段がシームレスにつな
がる接続利便性の向上を推進する。 

基本方針②：人口減少や利用者需要の変化を踏まえた、持続的で利便性の高い地
域公共交通ネットワークの形成 

・ 国や県、市町村、交通事業者、他分野の主体が相互に連携し、また、ＤＸ・ＧＸの
推進を通じて、地域公共交通を利用しやすい、利用したいと思う環境整備や利用促進
に取り組み、地域公共交通の活性化を図る。 

基本方針③：行政・交通事業者・他分野間の連携や DX・GXの推進による地域公共
交通の活性化 

目指すべき将来像 

復興や人口減少、社会情勢の変化を踏まえ、 

広大な県土の移動を実現する持続可能な交通体系の構築 

体制づくり 

・ 市町村との連携や技術的助言などにより、持続可能な地域公共交通ネットワークを
形成していくための体制づくりを行う。 

実施を     下支え 

第２期政策推進プラン 重点事項 

人口減・社会減対策 DX推進 GX推進 安全・安心な地域づくり 
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実施を        下支え 

① 広域的な公共交通の維持確保の視点 

（課題に対応した方向性の整理） 

・ 利用者が少なく維持が困難な路線の代替交通の

確保を含めた見直し 

・ 運転士の確保対策 

・ 復興まちづくりに合わせた路線・便の設定 

・ 住民の日常的な移動を支える広域バス路線の維

持又は代替交通の確保 

・ 将来的に持続可能な広域バス路線ネットワーク

の構築 

② 地域内公共交通の維持確保の視点 

（課題に対応した方向性の整理） 

・ 利用者が少なく維持が困難な路線の代替交通の

確保を含めた見直し（再掲） 

・ 補助要件割れ路線の利用促進又は代替交通の確

保を含めた見直し 

・ 住民の日常的な移動を支える広域バス路線の維

持又は代替交通の確保（再掲） 

・ 接続機能の強化により、公共交通の乗り換えの

利便性を高めることで移動を確保 

・ 需要に応じた公共交通手段の接続によるネット

ワークの構築 

③ 公共交通の利用促進の視点 

（課題に対応した方向性の整理） 

・ 日常的な利用促進と利用を促す意識醸成 

・ 公共交通による観光利用の促進 

・ 補助要件割れ路線の利用促進又は代替交通の確

保を含めた見直し（再掲） 

・ 高齢者の需要に対応した利便性の向上 

・ 通学生等に対する助成等、環境整備 

基本方針① 

広大な県土の移動を実現する広

域移動の維持・確保 

○ 広域的な公共交通の適切な維持・

確保 

○ 地域公共交通サービスを支える

運営基盤の強化 

基本方針② 

人口減少や利用者需要の変化を

踏まえた、持続的で利便性の高い

地域公共交通ネットワークの形成 

○  シームレスで利便性の高い利用

環境の構築 

 

基本方針③ 

行政・交通事業者・他分野間の連

携や DX・GXの推進による地域

公共交通の活性化 

○  地域公共交通に対する県民の意

識醸成・関心の向上 

○  多様な主体・サービスと連携し

た地域公共交通の利用促進と環境

整備 

 

体制づくり 

○ 市町村において公共交通の再編

を可能とする体制づくりの支援 

○ 市町村への技術的支援、財政支

援 

〇体制づくり 

（課題に対応した方向性の整理） 

・ 市町村における公共交通再編を可能とする体制

づくり 
・ 市町村への技術的支援、財政支援 

いわて県民計画（2019～２０２８）における視点 本計画における基本方針 
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（２）各主体の役割 

本県の地域公共交通に関連する主体における役割については、地域交通法や、地域公共交通

の活性化及び再生の促進に関する基本方針（以下「地域交通法基本方針」という。）に定められ

ており、それぞれの役割を果たすことで地域公共交通の維持・確保を図る必要がある。 

 

表４-１  各主体の役割 

項目 役割 根拠となる法令 

県 
広域的な見地から、市町村と連携して地域公共交通の維持・

確保に取り組むとともに、計画の進捗を管理する。 

地域交通法第４

条第２項 

地域交通法基本

方針第８章第１

節第２項 

市町村 

各地域において、交通事業者等と協力し、地域公共交通の維

持・確保に取り組むとともに、県と連携して計画の進捗を管理

する。 

地域交通法第４

条第３項 

地域交通法基本

方針第８章第１

節第３項 

国 
計画の推進に対して必要な助言を行うとともに、課題解決の

ための環境整備や制度運用の見直し等を推進する。 

地域交通法第４

条第１項 

地域交通法基本

方針第８章第１

節第１項 

交通 

事業者 

地域公共交通の運営主体として、サービスの質の向上や情報

提供・発信を行う。 

地域交通法第４

条第４項 

地域交通法基本

方針第８章第１

節第４項 

利用者と

なる地域

住民 

公共交通サービスを利用するだけでなく、地域公共交通を支

える地域の一員として、主体的にその維持・改善の取組に参画

する。 

地域交通法基本

方針第８章第１

節第５項 
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２．基本目標等 

基本方針を実現していくため、次のとおり目標を設定する。 

 

基本方針①：広大な県土の移動を実現する広域移動の維持・確保 

県民が安全・安心に暮らすことができる生活環境を維持するため、鉄道や路線バスをは

じめとした、市町村間を跨いで運行する広域的な移動手段を維持・確保するとともに、移

動サービスを支える運営基盤を強化する。 

◆目標１：広域的な公共交通の適切な維持・確保 

人口減少の進行や新型コロナウイルス感染症の影響によるリモートワークの定着、燃料費

高騰など、社会情勢の変化等の厳しい状況にあっても、鉄道路線やバス路線などの広域的な

公共交通の適切な維持・確保に取り組む。 

路線バスについては、補助要件割れの可能性のある路線や便等の見直しを行いながら維持

を行い、維持が難しい路線であっても、コミュニティバス、デマンド交通など、需要に応じ

た交通手段への転換を図りながら、まちづくりの進展とも整合を図った将来的に持続可能な

地域公共交通ネットワークの構築を行う。 

また、広大な県土を結ぶ必要性から、広域的な移動手段と地域内公共交通を相互に接続さ

せることで、岩手県内の地域公共交通ネットワークを構築する。 

 

表４-２  目標１の達成状況を確認する指標・数値目標（1/2） 

指標 設定の考え 
現況値 

（令和 4年度） 

目標値 

（令和 10年度） 

三セク鉄道・バ

スの１人当たり

の年間利用回数
※ 

〇公共交通の利用状況を示すものであ

り、路線の維持に直接的につながるこ

とを示す指標として設定。 

〇人口減少の影響を踏まえつつ、コロナ

以前の水準への回復を目指す 

11.0 回 16.5 回 

幹線路線に接続

する広域バス路

線割合 

〇広域バス路線を幹線路線につなげるこ

とで、広域振興圏を跨ぐ移動を確保し

ていることを示す指標として設定。 

〇現状において、広域バス路線は、すべ

て幹線路線につながっており、広域振

興圏を跨ぐ移動を確保していることか

ら、その状況の維持を目指す。 

100％ 100％ 

広域的なバス路

線１路線当たり

の平均乗車密度
※ 

〇平均して利用者が存在し、持続可能な

広域的なバス路線のネットワークが構

築されていることを示す指標として設

定。 

〇人口減少の影響を踏まえつつ、コロナ

以前の水準への回復を目指す 

2.9 人 3.2 人 

※ いわて県民計画（2019～2028）第２期アクションプランに設定されている指標。  
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表４-３  目標１の達成状況を確認する指標・数値目標（2/2） 

指標 設定の考え 
現況値 

（令和 4年度） 

目標値 

（令和 10年度） 

広域的なバス

路線の収支率 

〇広域的な路線バスについての利用

状況や生産性を示す指標として設

定。 

〇路線の効率化や利用促進等を図り、

毎年度１％の改善を目指す。 

42.92％ 48.92％ 

広域的なバス

路線への公的

資金投入額 

〇広域的なバス路線の維持・確保のた

めの公的支援の状況を示す指標と

して設定。 

〇毎年度、過去５年間（平成 30 年度

（2018 年度）から令和４年度（2022

年度））の国、県、市町村による公的

資金投入額の平均と同水準の維持

を目指す。 

588,660 

千円 

563,475 

千円 

県民意識調査

における公共

交通満足度 

〇地域公共交通に対する満足度を充

足することで、日常利用を促し、路

線の維持につながることを示す指

標として設定。 

〇前計画策定時（平成 30 年度（2018 年

度））の満足度が５点満点中 2.89 点

であるため、同水準を目指す。 

2.6 点/５点 2.9 点/５点 

◆目標２：地域公共交通サービスを支える運営基盤の強化 

地域公共交通のサービスを安定的に提供するため、関係者が連携して運転士の新規確保や

離職防止に取り組む。 

 

表４-４  目標２の達成状況を確認する指標・数値目標 

指標 設定の考え 
現況値 

（令和 4年度） 

目標値 

（令和 10年度） 

バス運転士の新

規確保人数 

〇運転士の確保状況を示す指標として

設定。 

〇令和元年度（2019 年度）から令和４

年度（2022 年度）の運転士の離職率

の平均 10.3％に相当する人数が毎年

度退職すると想定し、同数を毎年度

新規に確保し、現状の運転士数を維

持することを目指す。 

－ 

（※） 

330 人 
（令和６年度

（2024 年度）か
ら令和 10 年度

（2028 年度）の
累計） 

※ 前計画では、令和元年度（2019 年度）から令和４年度（2022 年度）までの４年間で

累計 173 人  
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基本方針②：人口減少や利用者需要の変化を踏まえた、持続的で利便性の高い地域公共交通ネ

ットワークの形成 

日常生活に必要な通学、通院等の広域移動を円滑に行えるよう、広域的な公共交通と地

域内公共交通との適切な接続拠点の形成や、様々な交通手段がシームレスにつながる接続

利便性の向上を推進する。 

◆目標３：シームレスで利便性の高い利用環境の構築 

広大な県土を有する本県において、公共交通機関の乗り継ぎが途切れることなく利用でき

る接続利便性の高い利用環境を構築するため、鉄道駅やバスターミナルなどの適切な接続拠

点の設定や、移動需要に応じたダイヤ調整、待ち受け環境整備による接続改善など、接続拠

点を強化し、乗り換えの円滑化を図る。 

 

表４-５  目標３の達成状況を確認する指標・数値目標 

指標 設定の考え 
現況値 

（令和 4年度） 

目標値 

（令和 10年度） 

地域公共交通計

画等策定市町村

数※1 

〇広域的なバス路線の見直しと併せて

当該路線に接続する地域内公共交通

の再編を示す指標として設定。 

〇住民の移動需要に応じた効率的な公

共交通ネットワークの構築を図るた

め、市町村の地域公共交通計画等の

策定に向けた取組状況を踏まえ、全

市町村の計画等の策定を目指す。 

20 市町村 

33 市町村 

（令和８年度

（2026 年度）） 

接続拠点におけ

る待合環境・乗り

継ぎダイヤの改

善件数 

〇接続機能（待ち受け環境や待ち時間

等）の改善を示す指標として設定。 

〇上屋、ベンチ、案内板の設置、ダイヤ

改正などの過去４年間（令和元年度

（2019 年度）から令和４年度（2022

年度））の改善件数の年平均 22 件に

基づき、毎年度、同程度の件数を実施

することを目指す。 

－ 

（※２） 

110 件 
（令和６年度

（2024 年度）か

ら令和 10 年度
（2028 年度）の

累計） 

※１ いわて県民計画（2019～2028）第２期アクションプランに設定されている指標。 

※２ 前計画では、令和元年度（2019 年度）から令和４年度（2022 年度）までの４年

間で累計 90 件 
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基本方針③：行政・交通事業者・他分野間の連携やＤＸ・ＧＸの推進による地域公共交通の活性化 

国や県、市町村、交通事業者、他分野の主体が相互に連携し、また、ＤＸ・ＧＸの推進

を通じて、地域公共交通を利用しやすい、利用したいと思う環境整備や利用促進に取り組

み、地域公共交通の活性化を図る。 

◆目標４：地域公共交通に対する県民の意識醸成・関心の向上 

地域公共交通は、通勤、通学、通院、買い物など日常的な利用が欠かせないものであり、

また、この利用を促進していくことは、脱炭素社会に向けたＧＸの推進につながる取組でも

あることから、地域公共交通の利用に向けた県民の意識醸成を図る。 

 

表４-６  目標４の達成状況を確認する指標・数値目標 

指標 設定の考え 現況値 

（令和 4年度） 

目標値 

（令和 10年度） 

モビリティマネ

ジメント（公共交

通スマートチャ

レンジ月間）への

取組事業者数 

〇全県を対象に実施している取組であ

り、県民の公共交通利用の意識醸成

を示す指標として設定。 

〇最も参加事業者数が多かった平成 27

年度（2015 年度）実績（162 事業者）

と同水準を目指す。 

129事業者等 160事業者等 
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◆目標５：多様な主体・サービスと連携した地域公共交通の利用促進と環境整備 

運転免許を自主返納した高齢者や、高等学校への通学生など、自身で自動車を運転できな

い者にとって公共交通は欠かせないものであり、また障がい者の社会参加を促すうえでも公

共交通は大切なものであることから、人流のビッグデータ等の各種データから利用者の需要

を分析するなど、ＤＸの推進による地域公共交通の生産性の向上等を図りながら、自治体や

交通事業者、まちづくり・観光・教育・医療・福祉などの他分野の関係者と連携し、利用し

やすい環境整備や利用促進を図る。 

 

表４-７  目標５の達成状況を確認する指標・数値目標 

指標 設定の考え 
現況値 

（令和 4年度） 

目標値 

（令和 10年度） 

公共交通利用促

進実施事業者数 

〇利用促進に取り組む事業者の状況を

示す指標として設定。 

〇現在の実施状況を踏まえ、毎年度１

事業者ずつ増加することを目指す。 

33 事業者 39 事業者 

多様な主体・サー

ビスの連携によ

る利用促進実施

件数 

〇まちづくり・観光・教育・医療・福祉

など多様な主体・サービスの連携に

よる利用促進の実施状況を示す指標

として設定。 

〇現在の実施状況を踏まえ、毎年度１

件ずつ増加することを目指す。 

43 件 49 件 

バス路線活性化

検討会実施路線

割合 

〇関係者が連携したバス路線の見直し

や利用促進等の取組状況を示す指標

として設定。 

〇毎年度、全ての国庫・県単補助路線に

対して、１回以上実施することを目

指す。 

100％ 100％ 

ノンステップバ

スの導入率※ 

〇高齢者や障がい者の利用しやすい環

境整備の実施状況を示す指標として

設定。 

〇令和３年度（2021 年度）時点の北海

道・東北６県の平均値 49.0％への向

上を目指す。 

42.4％ 49.0％ 

※ いわて県民計画（2019～2028）第２期アクションプランに設定されている指標。 
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３．地域公共交通ネットワークの将来像 

（１）県全体 

１）路線・拠点の位置づけ 

県民の広域振興圏内の市町村間を跨ぐ移動や、広域振興圏間及び県を跨ぐ移動により日常

生活を送る実態を踏まえて、広大な県土を有する本県での移動の実現に向け、広域振興圏の

間や、県と県の間を跨ぎ日常生活を支える役割を担う幹線路線については、サービスの維持・

確保に取り組む。 

また、広域的な公共交通が相互に接続する拠点である広域接続拠点については、当該拠点

における機能の維持・向上に取り組む。 

以上を踏まえた路線・拠点の位置づけは下表のとおりであり、地域公共交通ネットワーク

の将来像を次頁以降に示す。 

 

表４-８  路線・拠点の位置づけ 

項目 主な対象 

幹線路線 

（鉄道・BRT・

バス） 

〔新幹線〕 

・ 東北新幹線、秋田新幹線（東日本旅客鉄道） 

〔鉄道〕 

・ 東北本線、田沢湖線、八戸線、花輪線、山田線、釜石線、北上線、大船渡

線（東日本旅客鉄道） 

・ リアス線（三陸鉄道） 

・ いわて銀河鉄道線（IGR いわて銀河鉄道） 

〔BRT〕 

・ 大船渡線 BRT（東日本旅客鉄道） 

〔バス〕 

・ 盛岡・遠野・住田・大船渡線、盛岡・遠野・釜石・大槌線、一関大船渡線、

花巻空港線（岩手県交通） 

・ 葛巻線、盛岡～九戸・久慈線、中山線、106 特急・急行バス（岩手県北自

動車） 

・ 金田一温泉～二戸駅～一戸病院～葛巻線、平庭高原線、早坂高原線（ジェ

イアールバス東北） 

・ 山伏線（西和賀町） 

広域接続拠点 

〔県央広域振興圏〕 

・ 盛岡駅、盛岡バスセンター、好摩駅 

〔県南広域振興圏〕 

・ 花巻駅、北上駅、水沢駅、一ノ関駅、イトーヨーカドー花巻店、まちなか

ターミナル 

〔沿岸広域振興圏〕 

・ 宮古駅、釜石駅、盛駅 

〔県北広域振興圏〕 

・ 二戸駅、久慈駅 
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２）地域公共交通ネットワークの将来像 

県と県の間の移動、広域振興圏間の移動について、地域特性や交通特性を踏まえた地域公共交通ネットワークの方向性は、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【平庭高原線：幹線路線】 
・ 久慈市と盛岡市の間を結ぶ重要な路線である。 
・ 国庫補助路線であり、葛巻高等学校への通学や、圏域を跨い

だ通院等に利用されていることから、適切に維持・確保に取り
組む。 

・ 沿線自治体のイベント時のバス利用などの利用促進策の検
討が必要である。 

【JR 八戸線：幹線路線】 
・ 青森県八戸市と久慈市の間を結ぶ重要な路線であり、関係者

と連携した利用促進の取組を通じて維持・確保に取り組む。 

【早坂高原線：幹線路線】 
・ 盛岡市と岩泉町の間を結ぶ重要な路線である。 
・ 国庫補助路線であり、通院等に利用されるほか、龍泉洞まで

の観光の移動手段として利用されていることから、適切に維
持・確保に取り組む。 

・ 利用者が減少すると国庫補助要件を割るおそれがあり、訪日
外国人や首都圏からの観光客の誘客に向けた取組など、利用促
進策の検討が必要である。 

【106 急行：幹線路線】 
・ 盛岡市と宮古市の間を結ぶ重要な路線である。 
・ 国庫補助路線であり、生活路線として通勤や通学、通院等に

利用されていることから、適切に維持・確保に取り組む。 
・ 利用状況に応じた運行経路の見直し等、路線の利便性の向上

等の検討が必要である。 

【盛岡～九戸・久慈線：幹線路線】 
・ 盛岡市と久慈市を結ぶ重要な路線である。 

【三陸鉄道リアス線：幹線路線】 
・ 大船渡市と久慈市の間を結ぶ重要な路線であり、「三陸鉄道

鉄道事業再構築実施計画」に基づき、維持・確保に取り組む 

【JR 山田線：幹線路線】 
・ 盛岡市と宮古市の間を結ぶ重要な路線であり、関係者と連携

した利用促進の取組を通じて維持・確保に取り組む。 

【盛岡・遠野・住田・大船渡線：幹線路線】 
・ 盛岡市と大船渡市の間を結ぶ重要な路線である。 
・ 国庫補助路線である大船渡住田線を補完する役割も担って

いることから、関係者と連携した路線の利便性向上に取り組
む。 

【盛岡・遠野・釜石・大槌線：幹線路線】 
・ 沿岸地域と内陸部を結ぶ重要な路線である。 

【JR 東北本線：幹線路線】 
・ 盛岡市と宮城県以南との間を結ぶ重要な路線である。 

【JR 北上線：幹線路線】 
・ 秋田県横手市と北上市の間を結ぶ重要な路線であり、関係者

と連携した利用促進の取組を通じて維持・確保に取り組む。 

【JR 大船渡線：幹線路線】 
・ 宮城県気仙沼市と一関市の間を結ぶ重要な路線であり、関係

者と連携した利用促進の取組を通じて維持・確保に取り組む。 

【盛岡バスセンター：広域接続拠点】 
・ 令和４年 10 月にバスターミナル機能とにぎわい機能を持つ

盛岡バスセンターが整備された。 

【JR 田沢湖線：幹線路線】 
・ 秋田県大仙市と盛岡市の間を結ぶ重要な路線。令和５年３月

に前潟駅が開業した。 

【金田一温泉～二戸駅～一戸病院～葛巻線：幹線路線】 
・ 二戸市、一戸町、葛巻町の３市町の間を結ぶ重要な路線であ

る。 
・ 特に二戸市と葛巻町を結ぶ小鳥谷線は県単補助路線であり、

関係者と連携した利用促進策の検討等を通じ、地域内路線への
影響も踏まえて適切に維持・確保に取り組む。 

【葛巻線：幹線路線】 
・ 葛巻町と九戸村の間を結ぶ重要な路線である。 
・ 県単補助路線であるが、補助要件を下回っていることから、

特例措置の終了を見据えた検討が必要である。 
・ 葛巻町又は九戸村内で完結する利用が多いことから、利用状

況を踏まえた見直しが必要である。 

【中山線：幹線路線】 
・ 岩手町と一戸町の間を結ぶ重要な路線である。 
・ 県単補助路線であるが、補助要件を下回っていることから、

特例措置の終了を見据えた検討が必要である。 
・ 利用状況を踏まえた見直しが必要である。 

【IGR いわて銀河鉄道線：幹線路線】 
・ 盛岡市と二戸市の間を結び、青い森鉄道と連絡し青森県との

間をつなぐ重要な幹線路線であり、関係者と連携した利用促進
を通じて維持・確保に取り組む。 

【JR 花輪線：幹線路線】 
・ 秋田県大館市と盛岡市の間を結ぶ重要な路線であり、関係者

と連携した利用促進を通じて維持・確保に取り組む。 

【山伏線：幹線路線】 
・ 西和賀町と盛岡市の間を結ぶ重要な路線であり、関係者と連

携して維持・確保に取り組む。 

【花巻空港線：幹線路線】 
・ いわて花巻空港と盛岡市を結ぶ重要な路線である。 

【106 特急：幹線路線】 
・ 盛岡市と宮古市の間を結ぶ重要な路線であり、停車停留所を

限定すること等により速達性を向上させ、106 急行と役割分担
を図っている。 

【JR 釜石線：幹線路線】 
・ 釜石市と花巻市の間を結ぶ重要な路線であり、関係者と連携

した利用促進の取組を通じて維持・確保に取り組む。 

【大船渡線 BRT：幹線路線】 
・ 大船渡市と宮城県気仙沼市を結ぶ重要な路線であり、関係者

と一体となって路線の維持・確保に取り組む。 

【一関大船渡線：幹線路線】 
・ 一関市から大船渡市の間を結ぶ重要な路線である。 

路線・拠点の 

位置づけの凡例 
下図の凡例 
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（２）広域振興圏別 

１）県央広域振興圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方向性１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方向性２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方向性３ 

基本的な考え方 

◇地域の実情を踏まえた利用促進や、多様な主体間の連携による利
便性の向上 

・ ニューヨーク・タイムズ紙「2023 年に行くべき 52 か所」の２
番目に盛岡市が紹介されたことを契機に、二次交通の確保や利便
性向上を図りながら、観光需要の取り込みを図っていく必要があ
る。 

・ 交通事業者による交通系 IC カードや、バスロケーションシス
テムの多言語表示の整備など、引き続き、インバウンド需要も見
据えた利便性の向上に取り組み、利用促進を図る必要がある。 

・ 県内でも特に交通系 ICカードの導入が進んでいる地域であり、
関係者が連携し、乗降データ等を活用した路線・便の見直し、利
用促進策等の検討・実施を進める必要がある。 

【盛岡市～滝沢市・矢巾町間の広域バス路線】 

・ 盛岡市を中心とした日常的な生活の移動手段と

して利用されているが、移動需要の多様化への対

応など、効果的な運行に向けた検討が必要である

ほか、人手不足による減便等も生じており、重複

する経路の見直しなど、持続可能な運行に向けた

検討も必要である。 

・ 生活圏を共有する３市町で「地域公共交通計画」

を策定予定であることから、当該計画の内容も踏

まえ適切に維持・確保に取り組む。 

 

【盛岡市～岩手町間の広域バス路線】 

・ 岩手町から盛岡市への生活の移動手段として、

また、高等学校や大学への通学の移動手段として

適切に維持・確保に取り組む。 

・ 大学スクールバスの減便により学生の利用が増

加していることから、需要を踏まえた見直しや、

更なる通学需要の掘り起こしに向けた取組の検討

も必要である。 

・ いわて沼宮内駅での接続など、他の交通モード

と連携した利便性の維持・向上などの検討も必要

である。 

◇盛岡市を中心とした広域的な移動需要に対応した地域公共交通の
維持・確保 

・ 盛岡市を中心として、通勤、通学、通院などの市町村を跨いだ
広域移動が発生している。 

・ 改善基準告示の改正等に伴い、早朝から夜間まで運行する都市
型ダイヤのバス路線を中心に運転士不足の影響を強く受けるこ
とが懸念される。 

・ 今後、人口減少や少子高齢化により、公共交通の利用者数の減
少が懸念されるが、学校や病院、大型商業施設などの主要な施設
や広域接続拠点が多く立地する盛岡市への移動需要に対応する
ため、盛岡市を中心に、鉄道やバス路線などの広域的な公共交通
を適切に維持・確保するとともに、バス路線の維持に必要な運転
士を確保することが必要である。 

◇広域振興圏内・外の移動を支える地域公共交通ネットワークの構
築及び更なる利用促進の展開 

・ 盛岡市を中心とした、広域振興圏内・外の移動を支える広域的
な公共交通の適切な維持・確保や運転士確保を図るとともに、接
続拠点での乗り継ぎの円滑化等を図ることで、利便性の高い利用
環境を構築する。 

・ インバウンド需要も見据えた環境整備や、乗降データ等を活用
した利用促進等の検討・実施を進める。 

【盛岡市～八幡平市間の広域バス路線】 

・ 八幡平市から盛岡市への生活の移動手段である

とともに、八幡平市への観光の移動手段として適

切に維持・確保に取り組む。 

・ 特例措置により補助対象となっている路線もあ

るため、路線の統合や再編も含めた見直しなど、

特例措置の終了を見据えた検討が必要である。 

【盛岡市～紫波町間の広域バス路線】 

・ 通学や通院の移動手段として適切に維持・確保

に取り組む。 

・ 紫波中央駅周辺の整備をはじめとする紫波町の

まちづくりを踏まえた経路の見直しや、人手不足

による減便等も生じていることから、利用の少な

い区間の見直しなど、持続可能な運行に向けた検

討も必要である。 

項目 対象 

広域バス路線 

※幹線路線を除く 

・ 長岡線（日詰駅前行、長岡支所前行）、本宮線（湯沢団地経由、
流通会館経由）、雫石線、日詰線、繋温泉線、飯岡線、川久保線、
青山松園線、南インター川久保線（岩手県交通） 

・ 沼宮内線（産業文化センター経由）、沼宮内線、平舘駅前線、八
幡平マウンテンホテル線（平舘経由、田頭経由）、松川温泉線、大
更駅前線、東部線、好摩直通線（岩手県北自動車） 

接続拠点 

※広域接続拠点を除く 

・ 青山駅、厨川駅、岩手飯岡駅、イオンモール盛岡（盛岡市） 
・ 平館駅、大更駅（八幡平市） 
・ ビッグルーフ滝沢、小岩井駅、巣子駅、滝沢駅（滝沢市） 
・ 雫石駅（雫石町）   ・ 葛巻町役場（葛巻町） 
・ いわて沼宮内駅（岩手町） ・ 紫波中央駅、日詰駅（紫波町） 
・ 矢幅駅（矢巾町） 

 

表４-９  路線・拠点の位置づけ 

【盛岡市～雫石町間の広域バス路線】 

・ 盛岡市への通学や通院等の生活の移動手段とし

て、また、大規模商業施設等への移動手段として

適切に維持・確保に取り組む。 

・ 人手不足や、岩手県交通の雫石営業所の撤退に

よる減便や路線の縮小が生じたところであり、生

活の移動手段の確保に向けた検討が必要である。 

◇接続拠点を中心とした接続利便性の向上や乗り継ぎ環境の整備 
・ 広域接続拠点である盛岡駅及び盛岡バスセンターは、待合機能

に加え、商業機能などが複合的に整備されており、当該広域振興
圏のみならず、本県の中核的な拠点となっている。このほか、鉄
道駅を中心として各市町に接続拠点が形成されている。 

・ 盛岡市、滝沢市、矢巾町による生活圏に着目した広域的な地域
公共交通計画の策定が予定されており、当該計画や、各市町村の
地域公共交通計画との整合を図りながら、広域的な公共交通と地
域内公共交通の適切な接続拠点の形成と乗り継ぎ環境の整備を
図ることが必要である。 

【盛岡市内（玉山方面）の広域バス路線】 

・ 好摩駅、玉山地区から盛岡市中心部までの生活

の移動手段として、適切に維持・確保に取り組む。 

・ 特例措置により補助対象となっていることか

ら、玉山地区で運行する患者輸送バスとの接続な

どの利用促進や、再編も含めた見直しなど、特例

措置の終了を見据えた検討が必要である。 

路線・拠点の 

位置づけの凡例 

下図の凡例 
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２）県南広域振興圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【奥州市内の広域バス路線】 

・ 奥州市内の旧市町村を跨ぐ路線は、通勤や通院等の

移動手段として利用されているが、特例措置により補

助対象となっている路線もあることから、特例措置の

終了を見据えた検討が必要である。 

・ 運転士不足が深刻であり、利用状況を踏まえた見直

しや、重複する路線の統合など、持続可能な運行に向

けた検討も必要である。 

【西和賀町内の広域バス路線】 

・ ほっとゆだ駅と貝沢地区の間を結ぶ路線について

は、通学等の生活の移動手段に利用されており、関係

者と連携して代替交通での維持・確保に取り組む。 

【金ケ崎町～北上市・奥州市間の広域バス路線】 

・ 金ケ崎町と北上市、奥州市の間を結ぶ路線について

は、通院、通学等に利用されており、関係者と連携し

て代替交通での維持・確保に取り組む。 

方向性１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方向性２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方向性３ 

基本的な考え方 

◇花巻市・北上市・奥州市・一関市への広域的な移動需要に対応した
地域公共交通の維持・確保 

・ 花巻市、北上市、奥州市、一関市の４市は、各市の人口が 10 万
人規模であり、かつ市町村合併に伴い広大な市域を有しているた
め、通勤、通学、通院など、日常的に広域移動が発生している。
そのため、移動手段である鉄道やバス路線などの広域的な公共交
通を適切に維持・確保することが必要である。 

・ 世界遺産である平泉の文化遺産等を生かした地域公共交通の
観光利用の促進や、ILC 実現を見据えた広域的な公共交通ネット
ワークの検討を進める必要がある。 

◇鉄道と路線バスの役割分担や交通モード間の接続性を向上 
・ 当該広域振興圏を南北に縦断する東北本線は、幹線路線として

広域振興圏内の市町村間の移動や、圏域外の市町村との広域移動
を支える役割を担っている。 

・ 一方で、一部の区間では路線バスと並走する区間があるため、
広域移動に対して、鉄道と路線バスとの適切な役割分担の検討を
進めていく必要がある。 

・ 主要な施設や接続拠点は、鉄道沿線の南北軸上に集積してお
り、鉄道駅、新幹線駅などの接続拠点を中心に、乗り継ぎの円滑
化等を図ることで、利便性の高い利用環境を構築することが必要
である。 

◇地域の実情を踏まえた利用促進や、多様な主体間の連携による利
便性の向上 

・ 県外からの観光・ビジネス需要に加え、令和５年５月にいわて
花巻の台北線が運航再開されたことから、関係者が連携し、二次
交通の確保や利便性向上を図りながら、インバウンド需要等を取
り込み、公共交通利用の増加につなげていく必要がある。 

・ 東北本線、釜石線の一部区間や花巻市を中心としたバスにおい
て交通系 IC カードや、花巻市・北上市を中心としたバスロケー
ションシステムが導入されており、導入エリアの拡大により利便
性の向上を図っていく必要がある。 

◇鉄道と広域バス路線が適切に連携し、県民や来訪者の多様な移動
を支える地域公共交通ネットワークの構築 

・ 広大な地域の移動を支える鉄道やバス路線などの広域的な公
共交通の維持・確保を図るとともに、鉄道とバス路線の適切な役
割分担の検討を進める。 

・ 関係者が連携し、観光・ビジネス需要を取り込むとともに、交
通系 IC カードやバスロケーションシステムの導入拡大などによ
り地域公共交通の利便性の向上を図り、公共交通利用の増加に繋
げる。 

項目 対象 

広域バス路線 

※幹線路線を除く 

・ 石鳥谷線、胆沢病院（水岩）線、水沢前沢線、一関前沢線、本郷

線、成田線、大迫石鳥谷線、生母線、一関花泉線、北上金ヶ崎線、

水沢金ヶ崎線、土沢線（岩手県交通） 

・ 千厩花泉線、げいび渓線（一関市） ・胆沢水沢線（奥州市） 

・ 貝沢線（西和賀町） 

接続拠点 

※広域接続拠点を除く 

・ 新花巻駅、石鳥谷駅（花巻市） 

・ 柳原駅（北上市） 

・ 遠野駅、宮守駅（遠野市）  ・ 摺沢駅、千厩駅（一関市） 

・ 水沢江刺駅、胆沢病院（奥州市） 

・ ほっとゆだ駅（西和賀町） ・ 金ケ崎駅、六原駅（金ケ崎町） 

・ 平泉駅（平泉町） 

 

表４-１０  路線・拠点の位置づけ 

【花巻市～北上市間の広域バス路線】 

・ 両市間の通勤や、通学、通院等の移動手段として適

切に維持・確保に取り組む。 

・ 花巻北高等学校と北上駅前を結ぶ路線は、北上工業

団地への通勤需要の取り込みなどの利用促進策の検

討が必要である。また、特例措置により補助対象とな

っていることから、特例措置の終了を見据えた検討が

必要である。 

・ 運転士不足による減便等も生じており、類似の路線

を含めた再編など、持続可能な運行に向けた検討も必

要である。 

【奥州市～平泉町、一関市間の広域バス路線】 

・ 通学の移動手段として、また、平泉観光の移動手段

として適切に維持・確保に取り組む。 

・ 一部便を短縮するなどによる路線の効率化が実施

されたところであり、今後の利用状況を注視すること

が必要である。 

【一関市内の広域バス路線】 

・ 一関中心部と旧千厩町結ぶ路線は、通院等の移動手

段として利用されているが、特例措置により補助対象

となっていることから、特例措置の終了を見据えた検

討が必要である。 

・ 今後の利用状況を注視しつつ、引き続き路線の見直

しや、経路を重複する路線との統合など、持続可能な

運行に向けた検討も必要である。 

・ 一ノ関駅と摺沢駅の間を結ぶ路線については、関係

者と連携して代替交通での維持・確保に取り組む。 

・ 一関市中心部と旧花泉町の間を結ぶ路線について

は、通勤、通学、通院等に利用されており、関係者と

連携して代替交通での維持・確保に取り組む。 

【花巻市内の広域バス路線】 

・ 石鳥谷駅と大迫中学校を結ぶ路線は、通学等の生活

の移動手段として利用されているが、特例措置により

補助対象となっていることから、特例措置の終了を見

据えた検討が必要である。 

・ 花巻市中心部と同市東和町の間を結ぶ路線につい

ては、関係者と連携して代替交通での維持・確保に取

り組む。 

路線・拠点の 

位置づけの凡例 

下図の凡例 
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３）沿岸広域振興圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方向性１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方向性２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方向性３ 

◇復興まちづくりの進展などに合わせた地域公共交通の維持・確保 
・ 復興道路・復興支援道路の全線開通に伴い、沿岸部内及び沿岸

部と内陸部間の所要時間が大幅に短縮されたことに加え、新たな
道の駅の整備など、各所で復興まちづくりが進展している。 

・ こうしたまちの変化に柔軟に対応し、県民の移動需要に対応す
るとともに、新たな道路インフラなども踏まえて、広域移動を支
える鉄道、バス路線などの広域的な公共交通を適切に維持・確保
することが必要である。 

◇地域の実情を踏まえた利用促進や、多様な主体間の連携による利
便性の向上 

・ 三陸鉄道による震災学習列車、各地の震災伝承施設及び震災ガ
イド等を活用した復興ツーリズムの展開や、世界遺産の橋野鉄鉱
山などを生かし、複数の交通モードや他分野の事業者と連携し
て、地域公共交通の利用促進を図っていく必要がある。 

・ 交通系 IC カードの導入を検討するなど、利便性を向上させ、
利用促進を図っていく必要がある。 

◇鉄道駅を中心とした接続拠点の接続利便性の向上や乗り継ぎ環境
の整備 

・ 当該広域振興圏を南北に縦断する三陸鉄道や、宮古市と盛岡市
を結ぶ山田線、釜石市と花巻市を結ぶ釜石線は、幹線路線として
広域振興圏内の市町村間の移動や、他の広域振興圏との広域移動
を支える役割を担っており、鉄道駅を中心に広域接続拠点が形成
されている。接続拠点における乗り継ぎの円滑化等を図ること
で、利便性の高い利用環境を構築することが必要である。 

基本的な考え方 

表４-１１  路線・拠点の位置づけ 

◇復興まちづくりの進展などに合わせた広域移動を支える地域公共
交通ネットワークの構築 

・ 復興まちづくりの進展に合わせ、広域接続拠点を中心に、鉄道
と広域バス路線が連携を図りながら広域移動を支える地域公共
交通ネットワークを構築する。 

・ 震災伝承施設や地域資源を生かしながら、複数の交通モード
や、他分野の事業者と連携して地域公共交通の利用促進を図る。 

項目 対象 

広域バス路線 

※幹線路線を除く 

・ 大船渡住田線、陸前高田住田線、赤浜線、浪板線（岩

手県交通） 

・ 田老線（ふれあい荘前経由）、田老線、田の浜線、小

本線、茂市線（岩手県北自動車） 

・ 陸前高田住田線（土曜のみ 住田町） 

接続拠点 

※広域接続拠点を除く 

・ 新田老駅、津軽石駅、茂市駅、陸中川井駅（宮古市） 

・ 大船渡駅（大船渡市） 

・ 陸前高田駅（陸前高田市） 

・ 鵜住居駅、上平田バス停（釜石市） 

・ 住田町役場、世田米駅、住田高等学校（住田町） 

・ 大槌駅、シーサイドタウンマスト（大槌町） 

・ 陸中山田駅、岩手船越駅（山田町） 

・ 岩泉小本駅（岩泉町） 

 

【宮古市～岩泉町間の広域バス路線】 

・ 宮古市と岩泉町の間や宮古市内における通勤や通学、通院等

の移動手段として適切に維持・確保に取り組む。 

・ 田老地区から岩泉町の間の利用が少ないことから、宮古市が

策定する地域公共交通利便増進実施計画に基づく再編を行う

とともに、利用促進に向けた取組を行い、持続可能な運行の維

持・確保に取り組む。 

【宮古市内の広域バス路線】 

・ 通勤や通学、通院等の移動手段として適切に維持・確保に取

り組む。 

・ 宮古駅と田老地区を結ぶ路線は、宮古市が策定する地域公共

交通利便増進実施計画に基づき持続可能な運行の維持・確保

に取り組む。 

・ 宮古駅と茂市地区を結ぶ路線は、特例措置により補助対象と

なっていることから、特例措置の終了を見据えた検討が必要

である。 

【釜石市～大槌町間の広域バス路線】 

・ 釜石市と大槌町の間や釜石市内における通学や通院等の移

動手段として適切に維持・確保に取り組む。 

・ 特に通学については、県の被災地通学支援による利用が定着

している傾向もみられるため、制度活用によりさらなる通学

利用者の増加を図る。 

・ 運転士不足による減便等も生じており、類似の路線を含めた

再編など、持続可能な運行に向けた検討が必要である。 

【宮古市～山田町間の広域バス路線】 

・ 宮古市と山田町の間や宮古市内の通勤や通学、通院等の移動

手段として適切に維持・確保に取り組む。 

・ 復興道路の整備に伴い、山田インターチェンジ付近に移転し

た道の駅やまだへ接続するよう経路変更が実施されたところ

であり、今後の利用状況を注視する必要がある。 

【住田町～大船渡市・陸前高田市間の広域バス路線】 

・ 住田町と大船渡市を結ぶ路線については、通学や通院等の移

動手段として利用されているが、特例措置により国庫補助対

象となっており、令和６年４月に利用の少ない土日の便が廃

止される予定である。引き続き、路線の見直しや、利用促進策

について検討が必要である。 

・ 住田町と陸前高田市を結ぶ路線については、通学等に利用さ

れており、関係者と連携して代替交通での維持・確保に取り組

む。 

路線・拠点の 

位置づけの凡例 

下図の凡例 
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４）県北広域振興圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方向性２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方向性３ 

◇二戸市・久慈市を中心とした広域的な移動需要に対応した地域公
共交通の維持・確保 

・ 二戸市、久慈市の２市を中心に通勤、通学、通院など、日常的
に広域移動が発生している。そのため、移動手段である鉄道やバ
ス路線などの広域的な公共交通を適切に維持・確保することが必
要である。 

・ 当該広域振興圏は、他圏域と比べて将来の人口の減少率が高い
見通しとなっていることから、人口減少を見据え、移動需要を踏
まえた路線の見直しが必要である。 

基本的な考え方 

◇二戸駅・久慈駅の拠点機能や接続利便性を向上 
・ 二戸駅は、東北新幹線、IGR いわて銀河鉄道の接続、久慈駅は、

八戸線、三陸鉄道の接続など、いずれも広域振興圏間や県を跨ぐ
広域移動にとって重要な拠点であり、鉄道と複数の広域的なバス
路線が接続する広域接続拠点となっていることから、乗り継ぎの
円滑化等を図り、利便性の高い利用環境を構築することが必要で
ある。 

・ 当該広域振興圏は、他圏域と比べて地域公共交通計画を策定し
ていない市町村が多いことから、計画の策定を促進し、市町村計
画と整合性を図った地域公共交通ネットワークの構築を進めて
いく必要がある。 

◇地域の実情を踏まえた利用促進や、多様な主体間の連携による利
便性の向上 

・ 世界遺産である御所野遺跡などの観光資源を生かし、複数の交
通モードや、他分野の事業者と連携して地域公共交通の利用促進
を図っていく必要がある。 

・ 当該広域振興圏を中心に鉄道事業者、バス事業者と観光・飲食
事業者などが連携した北いわて MaaS が展開されており、引き続
き、事業者の取組を促進することで利便性の向上を図る。 

◇市町村の地域公共交通計画の策定を促進し、移動需要の変化を踏
まえた地域公共交通ネットワークを構築 

・ 二戸市と久慈市を中心とした広域移動を支える鉄道やバス路
線などの広域的な公共交通の維持・確保を図るとともに、広域接
続拠点での乗り継ぎの円滑化等による利便性の向上を図る。 

・ 市町村の地域公共交通計画の策定を促進し、市町村計画と整合
性を図った地域公共交通ネットワークの構築を進めていくとと
もに、人口減少を見据え、移動需要を踏まえた路線の見直しや利
用促進を行う。 

項目 対象 

広域バス路線 

※幹線路線を除く 

・ 二戸線、大野線（岩手県北自動車） 

・ 軽米線、二戸久慈線、二戸線（ジェイアールバス東北） 

接続拠点 

※広域接続拠点を除く 

・ 金田一温泉駅、二戸病院、二戸市役所浄法寺総合支所（二戸市） 

・ 軽米町役場軽米町、宇漢米館（軽米町） 

・ 九戸村役場、岩手県北自動車伊保内支所（九戸村） 

・ 洋野町役場大野庁舎、種市駅（洋野町） 

・ 一戸駅、一戸病院、イコオショッピングセンター（一戸町） 

 

【二戸市～軽米町間の広域バス路線】 

・ 二戸市と軽米町の間を結ぶ路線は、通学や通院等の移動

手段として利用されているものの、特例措置により補助対

象となっていることから、特例措置の終了を見据えた検討

が必要である。 

・ 利用者の増加に向け、令和５年 12 月に開館した軽米町の

文化交流センター（宇漢米館）への乗り入れによる新たな

需要の取り込みなど、沿線の施設等と連携した利用促進の

検討などが必要である。 

【久慈市～洋野町間の広域バス路線】 

・ 久慈市と洋野町の間を結ぶ路線は、通学や通院等の移動

手段として利用されているものの、特例措置により補助対

象となっていることから、特例措置の終了を見据えた検討

が必要である。 

・ 新たな需要の調査のため、一時的に土日祝日を増便し、

アンケートを実施するなど、沿線市町村と事業者が連携し

て利用促進に取り組んでおり、引き続き、利用状況を踏ま

えた路線の見直し等について検討が必要である。 

【二戸市～九戸村・軽米町・久慈市間の広域バス路線】 

・ 二戸市と久慈市の間を結ぶ路線は、二戸駅の新幹線と接

続しており、生活利用のほか、観光やビジネスに利用され

る路線であることから、適切に維持・確保に取り組む。 

・ 生活利用の需要の取り込みに向けて、利用状況を踏まえ

た運行ダイヤの見直し等について検討が必要である。 

【二戸市～九戸村間の広域バス路線】 

・ 二戸市と九戸村の間を結ぶ路線は、通学等の移動手段と

して利用されており、適切に維持・確保に取り組む。 

・ 路線の効率化に向けて、利用状況を踏まえた運行回数の

見直し等についての検討も必要である。 

【二戸市～一戸町間の広域バス路線】 

・ 二戸市と一戸町の間を結ぶ路線は、特例措置により補助

対象となっていることから、利用状況を踏まえた運行の見

直しや、二戸市内を運行するスクールバスとの役割分担の

検討など、特例措置の終了を見据えた検討が必要である。 

表４-１２  路線・拠点の位置づけ 

路線・拠点の 

位置づけの凡例 

下図の凡例 
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第５章 目標達成に向けた具体施策について 

目標①：広域的な公共交通の適切な維持・確保 

事業 1：広域的なバス路線の維持・確保のための支援 

 

◇ 県民の日常的な移動を支える広域的なバス路線の維持・確保に向け、国・県・市町村で

協調して補助を行う。 

実施主体 ・国、県、市町村 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ バス事業者の運行欠損額に対する支援〔国、県〕 【継続】 

・ 国庫補助路線の運行欠損額に対し、バス事業者に補助を実施。 

※ 本取組では国庫補助（地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系統補助））

を活用することとし、補助対象路線は別紙のとおりとする。 

（地域間幹線系統補助・バス運行対策費補助 補助率：国 1/2、県 1/2  補助上限額：

予測費用の 9/20） 

 

⚫ バス事業者の運行欠損額に対する支援〔県・市町村〕 【継続】 

・ 市町村が広域的なバス路線の運行事業者に対して県単補助路線の運行欠損額を補助す

る場合の経費を県が補助。 

（地域バス交通等支援事業費補助（広域生活路線維持事業）補助率：県 1/2（市町村 1/2） 

補助上限額：450 万円） 

 

⚫ 燃料費高騰等の社会情勢の変化に応じた支援策の検討〔県、市町村〕 【継続】 

 

⚫ 広域的なバス路線に対する市町村の補助 【継続】 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

【主な取組事例】 

・国庫補助路線の運行欠損額等に対する補助 

（盛岡市、宮古市、久慈市、二戸市、軽米町、洋野町） 

・県単補助路線に対する上乗せ補助 

（盛岡市、花巻市、二戸市、奥州市、葛巻町、九戸村） 
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事業２：人口減少やバス補助の特例措置終了等を見据えた地域公共交通ネットワークの見直しや

新たな支援策の検討・実施 

 

◇ 人口減少による地域公共交通に対する需要の減少や、国庫補助の特例措置終了等を見据

え、地域の特性や需要等に合わせた持続性の高い地域公共交通ネットワークへの見直し

や、支援のあり方について検討する。 

実施主体 ・国、県、市町村 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 市町村によるバス補助路線の広域的な代替交通の運行に対する支援〔県〕 【継続】 

・ 廃止された補助路線の広域的な代替路線を確保する市町村に対して県が補助。 

（地域バス交通等支援事業費補助（人口減少対策路線確保事業）補助率：県 1/2 補助上

限額：225 万円） 

 

⚫ 市町村地域公共交通計画の策定・更新の検討〔市町村〕 【継続】 

・ 市町村は、地域公共交通計画の策定・更新を検討。 

 

⚫ 利便増進実施計画の策定の検討〔県・市町村〕 【継続】 

・ 県と市町村は、地域の特性や需要等に合わせた地域公共交通ネットワークの見直しを 

実施。 

・ 広域的なバス路線の見直しにおいて、特に利用者の利便性の向上に資する見直しが可

能な場合は、利便増進実施計画の策定を検討。 

・ 策定する利便増進実施計画において、当該見直し内容を利便増進事業として位置付け、

推進。 

 

⚫ 広域的なバス路線の再編・見直しの実施〔市町村〕 【継続】 

・ 市町村は路線の利便性の向上を図るため、バス路線の再編・見直しを行う。 

 

⚫ 市町村による地域公共交通計画や利便増進実施計画の策定に対する支援〔国、県〕 【継続】 

・ 市町村の地域公共交通計画や利便増進実施計画の策定に対して支援。 

 （地域公共交通調査等事業（国） 補助率 1/2 補助上限 500 万円等） 

 （地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500 万円（一定条件のも

と 750 万円）） 

 （活性化支援アドバイザー（有識者）派遣による計画策定・調査の支援） 

 

⚫ バス路線活性化検討会の実施〔国、県、市町村、バス事業者〕 【継続】 

・ 国庫・県単補助路線の活性化や路線見直しに向け、関係者による検討会を開催。 

 

⚫ 地域内公共交通構築検討会の実施〔県、市町村〕 【継続】 

・ 地域公共交通を取り巻く情勢を踏まえ、毎年度検討テーマを設定して県、市町村を中

心に支援のあり方の検討等を行う。 
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目標②：地域公共交通サービスを支える運営基盤の強化 

事業３：待遇改善等による運転士の新規確保・離職対策 

 

◇ 公共交通の維持・確保に不可欠な運転士の確保を図るため、待遇改善や情報発信、就職

活動イベントへの参加等を行う。 

実施主体 ・市町村、交通事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024年度）～令和10年度（2028年度） 

⚫ 大型自動車第二種免許取得の助成や採用者への支度金制度の実施〔バス事業者〕 【継続】 

・ 大型自動車第二種免許未取得者に対する取得の助成や、入社時の支度金制度などを継

続的に実施。 

 

⚫ 運転士の新規確保・離職対策に向けた待遇改善の検討・実施〔バス事業者〕 【継続】 

・ 運転士をはじめとした職員の給与改善や福利厚生の充実に向けた検討を実施。 

 

⚫ 養成運転士制度の実施による高卒新規採用の促進〔バス事業者〕 【継続】 

・ 運転士の養成に向けた研修の実施などの各種支援を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 岩手県北自動車の制度 

 

⚫ 運転士確保に向けた広報・啓発〔市町村、交通

事業者〕 【継続】 

・ 運転士の確保に向けて、各メディア等を

活用した広報・啓発を実施。 

 

 

 

⚫ ハローワーク、求人誌の活用、各種説明会等の実施・参加〔交通事業者〕 【継続】 

・ 各種求人メディアの活用や、説明会の実施・参加による採用活動を継続的に実施。 

 

⚫ バス路線の見直しや、内部業務の効率化による運転士の再配置〔バス事業者〕 【継続】 

・ 目標①を踏まえたバス路線の見直しによる運行効率化や、他都市の事例等を踏まえて、

内部業務の効率化を図り、運転士の再配置の検討を実施。 
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事業４：運転士確保策に対する支援 

 

◇ 事業者による運転士確保の取組に対し、補助などの支援を行う。 

実施主体 ・国、県、市町村 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 運転士確保に取り組むバス事業者への支援〔県〕 【新規】 

・ バス事業者による運転士の確保や採用活動、職場環境の改善に係る費用に対する支援

を実施。 

（乗合バス運転士確保対策費補助 補助率 1/3 補助額 運転士１人当たり 400 千円ほか） 

 

⚫ 大型自動車第二種免許取得助成等に対する支援〔国、県〕 【継続】 

・ バス協会を通じて、各事業者の運転士における大型自動車第二種免許の取得に係る費

用に対する支援を実施。 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業（国） 補助率 1/2） 

（運輸事業振興費補助 補助率・補助額：定額） 

 

⚫ 高等学校に対する運転士確保状況の周知〔国、県〕 【継続】 

・ 県内の高等学校を訪問し、公共交通の運転士不足の状況の周知等を実施。 

 

⚫ 地域内公共交通構築検討会の実施〔県、市町村〕 【継続】 

・ 検討会において、運転士の確保に向けた支援のあり方を検討。 

 

⚫ 市町村による運転士確保策の実施 【継続】 

・ 地域公共交通の維持・確保を図るため、地域の交通事業者の人材確保を支援。 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

【主な取組事例】 

・市内のタクシー事業者の第二種免許所得の費用に対する支援（北上市） 

・バス、タクシー運転士確保のためのポスター、チラシの作成・配布（滝沢市） 

 

⚫ 市町村による運転士確保に向けた普及啓発に対する支援 【継続】 

（地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500万円（一定条件のもと 750

万円）） 

事業５：車両整備に対する支援 

 

◇ 事業者による車両整備の取組に対し、補助などの支援を行う。 

実施主体 ・国、県 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ バス事業者の車両（新車）購入に対する支援〔国、県〕 【継続】 

・ 国庫補助路線を運行する車両の購入費等に対し、バス運行事業者に補助を実施。 

（地域間幹線系統補助・バス運行対策費補助 補助率：国 1/2、県 1/2 補助上限額：定額） 

 

⚫ バス事業者の車両購入に対する支援〔県〕 【継続】 

（運輸事業振興費補助 補助率・補助額：定額） 

 

⚫ 電気バス・タクシー車両等の導入に対する支援〔国、県〕 【拡充】（再掲） 
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目標③：シームレスで利便性の高い利用環境の構築 

事業６：シームレスで利便性の高い接続拠点の形成、乗り継ぎ環境の整備 

 

◇ 広域的なバス路線の再編に伴う広域的なバス路線と接続する地域内公共交通の見直し

を図り、接続拠点の形成を図る。 

◇ 接続拠点において、幹線路線である鉄道や広域路線バスなどの広域的な公共交通とコミ

ュニティバスやデマンド交通などの地域内公共交通との乗り換えの円滑化を図るため、

乗り継ぎ環境の整備を行う。 

◇ 地域内公共交通の見直しに向けた地域公共交通計画や利便増進実施計画の策定、乗り継

ぎ環境の整備等を実施する。 

実施主体 ・国、県、市町村、交通事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 接続拠点の形成、乗り継ぎ環境の整備等の実施〔市町村〕 【継続】 

・ 市町村が主体となり地域公共交通ネットワークの再編に向けた検討や、それに伴う接

続拠点の検討や乗り継ぎ環境の整備等を実施。 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 多様な移動需要に対応したダイヤ編成の検討〔市町村、交通事業者〕 【継続】 

 

⚫ バス路線活性化検討会の実施〔国、県、市町村、バス事業者〕 【継続】（再掲） 

 

⚫ 市町村地域公共交通計画の策定・更新〔市町村〕 【継続】（再掲） 

 

⚫ 利便増進実施計画の策定の検討〔市町村〕 【新規】（再掲） 

 

⚫ 市町村による接続拠点や乗り継ぎ環境の整備、地域公共交通計画等の策定に対する支援

〔国、県〕 【継続】 

・ 市町村における地域公共交通ネットワークの再編に向けた検討や、それに伴う接続拠

点の検討、乗り継ぎ環境の整備、地域公共交通計画の策定等に対する支援を実施。 

（地域公共交通調査等事業（国） 補助率 1/2 補助上限 500 万円等） 

（地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500万円（一定条件のもと 750

万円）） 

（活性化支援アドバイザー（有識者）派遣） 

【主な取組事例】 

・盛岡バスセンターの整備（盛岡市） 

人々だけでなく地域の魅力もつなぐ 

拠点を整備し、中心市街地活性化及び 

河南地区のにぎわい創出を図る。 

 

・イトーヨーカドー花巻店バスターミ 

ナルの待合所整備（花巻市） 

 待合スペースの設置、バスの出発時 

刻を表示する機器の設置。 

 

盛岡バスセンターの目指すローカルハブ 

のイメージ（出典：盛岡市ホームページ） 
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目標④：地域公共交通に対する県民の意識醸成・関心の向上 

事業 7：公共交通利用の意識醸成 

 

◇ 通勤、通学、通院、買い物など日常的な公共交通利用を働きかけるため、県民の地域公

共交通に対する意識醸成や利用促進に向けて、モビリティマネジメントの取組を展開す

る。 

実施主体 ・国、県、市町村、交通事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 公共交通スマートチャレンジ月間による県民意識の醸成、 

利用促進〔県〕 【継続】 

・ 公共交通と自家用車のスマートな使い分けにチャレン

ジし、公共交通の利用促進及び環境負荷の低減を図る「公

共交通スマートチャレンジ月間」を実施。 

・ 参加企業や実施期間の拡大、効果的な周知を実施。 

 

 

 

 

 

⚫ 市町村によるモビリティマネジメントの実施等に対する支援〔県〕 【継続】 

（地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500万円（一定条件のもと 750

万円）） 

 

⚫ 公共交通利用の意識醸成に向けた取組の実施〔国、県、市町村、各事業者〕 【継続】 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

【主な取組事例】 
・おでかけ交通博の開催（国） 
・バスの日まつりの開催（盛岡市、バス協会） 
・職員向け利用促進デーの実施（宮古市） 
・公共交通をテーマにした地域での出前講座の開催（北上市） 
・高校生を対象とした公共交通の維持存続に関するワークショップの開催（久慈市） 
・園児を対象とした市営バス乗り方教室の開催（一関市） 
・コミュニティ FM での公共交通をテーマにしたラジオ出前講座の実施（二戸市） 
・小学生を対象にした公共交通出前教室の開催（軽米町） 
・広報誌等による公共交通利用の意識啓発の実施（各市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 盛岡市バスの日まつりの概要 

（盛岡市バスの日まつり実行委員会） 

▲ おでかけ交通博の概要 

（国土交通省東北運輸局） 

▲ 公共交通スマートチャレンジ月間の案内 
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目標⑤：多様な主体・サービスと連携した地域公共交通の利用促進と環境整備 

事業８：多様な主体・サービスと連携した地域公共交通の利用促進 

 

◇ 交通事業者間や、観光・教育・医療・福祉・まちづくりなどの多様な分野の関係者と連

携した利用促進を検討・実施する。 

実施主体 ・県、市町村、交通事業者、連携事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 多様な主体・サービスと連携した利用促進〔県、市町村、交通事業者、連携事業者〕 【新規】 

・ 交通事業者間や、観光・教育・医療・福祉・まちづくりなどの他分野と連携した利用

促進を実施。 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

【主な取組事例】 

・地域医療ライン（IGR いわて銀河鉄道・タクシー事業者） 

高齢者を中心とした通院者に、アテンダントのサポート、割引往復切符販売、定額

タクシープランなどを実施。 

・106 急行における貨客混載（岩手県北自動車） 

・震災学習列車の運行（三陸鉄道、県、市町村ほか） 

三陸鉄道社員または沿線住民が車内で震災の状況などを説明。 

・患者輸送バスの一般混乗試験運行（盛岡市） 

・スクールバスの一般混乗等（田野畑村ほか） 

・複数の公共交通事業者で使用可能な企画切符の造成（鉄道事業者、バス事業者） 

・北いわて MaaS の展開（鉄道事業者、バス事業者、観光・飲食事業者等） 

・TOHOKU MaaS の展開（鉄道事業者、バス事業者、観光・飲食事業者等） 

 

⚫ 市町村による地域公共交通の利用促進の実施に対する支援〔県〕 【継続】 

（地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500万円（一定条件のもと 750

万円）） 

 

⚫ 各利用促進協議会などによる鉄道の利用促進〔県、市町村、鉄道事業者〕 【継続】 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

【主な取組事例】 

＜JR ローカル線＞ 

・花輪線における駅カードの配布 

・山田線沿線のイベントに合わせた企画臨時列車の運行支援 

・北上線魅力化プロモーション（動画作成、シンポジウムの開催等） 

・釜石線沿線ガイドブック作成 

・大船渡線、八戸線における利用促進モニターツアーの実施 

＜三陸鉄道＞ 

・園児お絵かき列車、こたつ列車などの企画列車の運行 

・地元団体への貸切運賃の助成 

＜IGR いわて銀河鉄道＞ 

・沿線の観光資源を活用した企画列車の運行 

・小学生向けやイベントに合わせた企画きっぷの造成 

 

⚫ バス路線活性化検討会の実施〔国、県、市町村、バス事業者〕 【継続】（再掲） 
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事業９：日常利用の増加に向けた利用促進 

 

◇ 通勤、通学、通院、買い物等の日常的な利用者の増加に向け、地域公共交通を利用しや

すい環境づくりや効果的な情報発信等を行い、利用促進を図る。 

実施主体 ・県、市町村、交通事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 公共交通マップ、総合時刻表等の作成・配布〔市町村、交通事業者〕 【継続】 

・ 公共交通マップや総合時刻表等の作成や、住民への配布による利用促進を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 地域公共交通の乗り継ぎ環境の整備〔市町村、交通事業者〕 【継続】（再掲） 

・ 接続拠点やバス停におけるベンチ、案内板の設置などによる乗り継ぎ環境の整備・改

善の実施。 

 

⚫ 市町村による公共交通マップの作成や乗り継ぎ環境整備等に対する支援〔県〕 【継続】 

（地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500万円（一定条件のもと 750

万円）） 

 

⚫ 日常的な利用の促進に向けた取組の実施〔市町村、交通事業者〕 【継続】 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

 

【主な取組事例】 

・公共交通スマートチャレンジ月間によるモビリティ・マネジメントの実施（県） 

・山田線の回数券を購入した市民に対し、購入費の一部を助成（宮古市） 

・予約応答型乗合交通の試乗体験、バスの乗り方教室等の実施（花巻市、一関市、

軽米町） 

・定額運賃の設定（町内区間一律 100 円バス）（葛巻町） 

・バス乗車回数券購入費助成（九戸村） 

  

▲ 岩手県バス協会作成のバスマップ 
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事業 10：高齢者や障がい者に対応した利用促進 

 

◇ 運転免許を返納した高齢者、障がい者など、公共交通に頼らざるを得ない利用者の需要

に対応した利用促進を図る。 

実施主体 ・県、市町村、交通事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 高齢者や障がい者を対象とした利用促進施策の実施〔市町村、交通事業者〕 【継続】 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

【主な取組事例】 

・運転免許自主返納者に対する割引の実施（三陸鉄道） 

65 歳以上の運転免許返納者を対象に、三陸鉄道全線で料金半額 

・地域医療ライン（IGR いわて銀河鉄道・タクシー事業者）（再掲） 

・まちなか・おでかけパス（盛岡市、バス事業者） 

70 歳以上を対象に、一定区間について、１乗車 100 円となる乗車券を販売 

・いきいきパス（宮古市、岩手県北バス） 

70 歳以上または運転免許返納者を対象に、市内全ての一般路線バスが乗り放題

となるフリー乗車券を販売 

・70 歳以上の運転免許返納者に交通系 IC カードのポイント付与（岩手町） 

・高齢者、運転免許返納者へのバス・タクシーチケット、利用助成券の交付など（市

町村） 

・身体障がい者割引の実施（各交通事業者） 

・精神障がい者割引の実施（バス事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 市町村による地域公共交通の利用促進の実施に対する支援〔県〕 【継続】（再掲） 

 

 

 

 

▲ IGR地域医療ライン ▲ 盛岡市：まちなか・おでかけパス 
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事業 11：通学生に対応した利用促進 

 

◇ 高校生など、公共交通に頼らざるを得ない利用者の需要に対応した利用促進を図る。 

実施主体 ・県、市町村、交通事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 学校訪問による定期券販売の実施〔交通事業者〕 【継続】 

・ 高等学校入学時の新入生向けのオリエンテーションにおける通学定期券の説明や、そ

の場での販売などを実施。 

・ そのほか、学校訪問により定期券の新規・更新の販売を実施。 

 

⚫ 被災地における通学定期購入費の助成〔県〕 【継続】 

・ 沿岸 12 市町村の通学生を対象に通学定期券の半額を助成。 
 

⚫ 通学生を対象とした利用促進策の実施〔市町村、交通事業者〕 【継続】 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

【主な取組事例】 

・大学院・大学・短大生を対象とした会員制特別企画学年定期券「Campass」の販売

（IGR いわて銀河鉄道） 

・JR 山田線の通学定期券購入費用の一部を地域商品券で助成（宮古市） 

・市内高等学校へ通学する高校生の通学定期券購入費を助成（遠野市） 

・市内の高等学校へ通学する高校生への通学費を助成（二戸市） 

・市内在住の小・中・高校生の通学定期券購入費を助成（八幡平市） 

・IGR 定期購入費の一部を助成（岩手町、一戸町） 

・高校生以下の町民バス運賃無料化（西和賀町） 

・町内の高等学校へのバス通学者の運賃を毎月一定額まで助成（軽米町） 

・三陸鉄道で村内高等学校に通学する高校生の定期券購入費を助成（野田村） 

・村内高等学校通学者の通学費全額を助成（九戸村） 

 
 

⚫ 市町村による地域公共交通の利用促進の実施に対する

支援〔県〕【継続】（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ IGR いわて銀河鉄道：Campass

の概要 
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事業 1２：ユニバーサルデザインに対応した環境整備 

 

◇ 全ての人が移動しやすい環境を整備するため、ノンステップバス等の導入や主要な接続

拠点である駅におけるバリアフリー環境の構築を推進する。 

実施主体 ・国、県、市町村、鉄道事業者、バス事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ ノンステップバス等の導入推進〔バス事業者〕 【継続】 

 

⚫ ノンステップバス等の導入に対する支援〔国、県〕 【継続】 

（地域間幹線系統補助・バス運行対策費補助 補助率：国 1/2、県 1/2 補助上限額：定額） 

（運輸事業振興費補助 補助率・補助額：定額） 

 

⚫ 鉄道駅のバリアフリー環境の構築〔鉄道事業者〕 【継続】 

 

⚫ バリアフリー環境の構築に対する支援〔県、市町村〕 【継続】 

（公共交通バリアフリー化設備等整備費補助 補助率 1/2 上限 エレベーター１基当たり

10,000 千円） 

事業 1３：公共交通に関する各種データの整備・活用の推進 

 

◇ 公共交通に関する経路・ダイヤ等の標準データ（GTFS データ）の整備・公開を促進する。 

◇ 人流のビッグデータや交通系 IC カード等による乗降データなどを活用し、地域公共交

通の移動需要に基づく路線等の見直しや利用促進を実施する。 

実施主体 ・国、県、市町村、交通事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ GTFS データの整備、オープン化の推進〔市町村、鉄道事業者、バス事業者〕 【継続】 

・交通事業者や市町村は、運行する地域公共交通に係る GTFS データの整備・公開を推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 市町村による GTFS データの整備・更新に対する支援〔県〕 【継続】 

（地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500 万円（一定条件のもと

750 万円）） 

⚫ データを活用したダイヤや路線の見直し、利用促進の検討・実施〔国、県、市町村、バス事業

者〕 【継続】 

・ 各種データを活用してバス路線活性化検討会等での路線や便の見直し、利用促進策

等を検討し、効果的な施策を展開。 

 

＜施策イメージ＞ 

・地域公共交通に係るデータを公開（オープン化）することで、

各サービス開発者がデータを活用して、利用者にとって有用な

コンテンツの展開が可能となり、スマートフォン上での経路検

索が容易になるなど、利便性の向上を図ることができる。 

・路線バスに対して、バスロケーションシステムの導入を促進

し、リアルタイムなバスの位置情報を発信することにより、安

心して待つことができる環境を確保し、利便性の向上を図るこ

とができる。 ▲ スマートフォン上での 

経路検索結果イメージ 
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事業 14：交通 DXによる地域公共交通の利便性・持続可能性・生産性の向上 

 

◇ 新技術の活用による運行の効率性の向上や、データを活用した路線や便の見直しによる

持続可能性の向上、交通系 IC カードをはじめとしたキャッシュレス決済の導入による

利便性の向上を図る。 

実施主体 ・国、県、市町村、交通事業者、連携事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ 新技術を活用した地域公共交通の課題解決の検討・実施〔市町村、交通事業者、連携事業者〕 

【継続】 

・ 現在実施している主な取組は以下のとおり。 

【主な取組事例】 

・高田松原津波復興祈念公園を中心に自動運転サービスの実証実験を実施（陸前高

田市） 

・AI デマンド交通「しわまる号」の運行（紫波町） 

・バスロケーションシステムの導入（バス事業者、花巻市、北上市、西和賀町） 

・さんてつアプリの導入による車両位置情報等の表示（三陸鉄道） 

・リアルタイム運行情報サービスの導入（IGR いわて銀河鉄道） 

・北いわて MaaS の展開（鉄道事業者、バス事業者、観光・飲食事業者等） 

・TOHOKU MaaS の展開（鉄道事業者、バス事業者、観光・飲食事業者等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 市町村が行う新技術を活用した地域公共交通の実証運行等に対する支援〔県〕 【継続】 

（地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500万円（一定条件のもと 750

万円）） 

 

⚫ 交通系 IC カードの導入推進〔交通事業

者〕 【継続】 

・ 交通系 IC カードの導入拡大による

利便性の向上。 

 

 

⚫ バス事業者の交通系 IC カード導入に対する支援〔国、県、市町村〕 【継続】 

（交通系 IC カードシステム整備費補助金 補助率：1/6 補助上限：定額） 

 

⚫ データを活用した路線や便の見直し、利用促進の検討・実施〔国、県、市町村、バス事業者〕 

【継続】（再掲） 

▲ 本県のバス事業者が展開する ICカード 

▲ さんてつアプリ ▲ リアルタイム運行情報サービス（IGR） 
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事業 15：交通 GXによる環境負荷の軽減 

 

◇ 環境負荷の軽減に向けて、環境負荷の低い EV 車両等の導入を行う。 

◇ 環境負荷低減の観点から、県民の公共交通の利用を促進する。 

実施主体 ・国、県、バス事業者、タクシー事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ EV 車両の導入推進〔バス事業者、タクシー事業者〕 【継続】 

・ 電気自動車（EV）などの環境負荷の低い車両の導入な

ど、交通ＧＸの推進を検討・実施。 

 

⚫ 市町村によるグリーンスローモビリティ等の実証運行〔市町

村〕 【継続】 

 

⚫ 市町村が行う環境負荷軽減に資する地域公共交通の実証運行等に対する支援〔県〕 【継続】 

（地域公共交通活性化推進事業費補助 補助率 1/2 補助上限 500 万円（一定条件のもと 750

万円）） 

 

⚫ 電気タクシー・バス車両等の導入に対する支援〔国、県〕 【拡充】 

・ EV タクシー、PHV タクシー、EV バス等の導入費用に対し、補助を実施。 

（自動車環境総合改善対策費補助金（国） 補助率 1/2、1/3 または 1/4） 

（EV 等普及促進事業費補助金 補助率 1/3 または 1/4 補助上限：タクシー最大 975 千円、

バス最大 20,000 千円（車両及び充電設備）） 

 

⚫ 公共交通スマートチャレンジ月間による県民意識の醸成、利用促進〔県〕 【継続】（再掲） 
 

目標を実現していく体制づくり 

 

◇ 地域公共交通に関連する各主体間の連携を促進するため、各主体が連携して協議・調整

等を行う場の設定を行う。 

◇ 市町村において地域公共交通の見直し等を検討可能な体制づくりの支援、有識者派遣等

による技術的支援を行う。 

実施主体 ・国、県、市町村、バス事業者 

実施時期 ・令和６年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度） 

⚫ バス路線活性化検討会の実施〔国、県、市町村、バス事業者〕 【継続】（再掲） 

⚫ 岩手県生活交通対策協議会と岩手県地域公共交通活性化協議会の統合〔全員〕 【新規】 

・ 多様な主体間における議論等の円滑化を図るため、岩手県生活交通対策協議会と岩手

県地域公共交通活性化協議会を統合。 

⚫ 地域内公共交通構築検討会の実施〔県、市町村〕 【継続】（再掲） 

⚫ 活性化支援アドバイザーの派遣〔県〕 【継続】 

・ 公共交通に関する有識者を市町村に派遣し支援を行う。 

⚫ 地域公共交通に関する市町村向け研修会の開催〔県〕 【継続】 

・ 新任バス担当者向けの基礎的な知識習得や、地域公共交通計画・利便増進実施計画の

策定、新技術を活用した優良事例の共有等を目的とした研修会を実施。 
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第６章 計画の推進について 

１．計画の管理・推進体制 

本計画は、岩手県地域公共交通活性化協議会（以下、活性化協議会という）による管理を行

うものとする。 

計画期間である５年間について毎年度、計画に示す事業実施状況の確認及び指標・数値目標

に対する評価を行うとともに、進捗状況を踏まえ、必要に応じて施策の見直し、計画の改訂に

係る協議等を行い、計画の着実な推進を図る。 

計画の改訂等に伴い、広域振興圏別の議論が必要な場合は、必要に応じて各広域振興圏単位

の地域別部会を開催し、協議・調整を行うものとする。 

また、バスの国庫補助の対象路線等については、関係者により構成する活性化協議会生活交

通対策部会により毎年度見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６-１  計画の管理・推進体制 
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２．計画の管理方法 

（１）計画期間全体のスケジュール 

計画期間中、毎年度、計画に示す事業実施状況の確認、及び指標・数値目標に対する評価を

行う。 

また、計画期間の最終年度となる令和 10 年度（2028 年度）の事業実績等を評価する際には、

施策の実施状況だけではなく、その効果や課題などの検証を行うとともに、数値目標の達成状

況の確認と、要因分析も行うなど、計画全体の評価を行う。 

また、次期計画の検討・策定に向け、地域公共交通に関する各種調査等を行い、経年による

情勢等の変化の把握なども行った上で新たに課題等を整理する。 

 

表６-１  計画期間全体のスケジュール 

 

 

 

  

区分 実施項目 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

施策の検証

指標のモニタリング

計画の全体評価

次期計画の検討
（各種調査の実施含む）

活性化協議会

地域別部会
※必要に応じて

生活交通対策部会

計画
関連

会議
関連
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（２）年度単位のスケジュール 

本計画は、計画や事業の立案（P）に基づき、計画に記載する実施主体による実行（D）、その

結果の検証や効果・課題の分析等（C）を行い、必要に応じて計画・事業の改善・見直し（A）

を行うなど、年度ごとの PDCA サイクルによる着実な推進を図る。 

また、計画の推進だけではなく、バスの国庫補助事業に関する協議なども勘案して、適切な

タイミングで活性化協議会を開催する。 

 

表６-２  年度単位のスケジュール 

 

  

実施事項 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

活性化協議会の開催

バスの国庫補助関連

地域公共交通計画のPDCA

●生活交通対策部会

計画の協議・認定

●活性化協議会
計画掲載事業の施策評価、

必要に応じた事業の見直し等

●国による

計画認定

●補助金交付申請

（前事業年度分）

●活性化協議会
事業見直し、計画

改定等がある場合

D

PC A

事業の実施

必要に応じた事業見直し、

計画改定等の検討

事業見直し、

計画改定等

前年度事業実績

の確認

D
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参考資料 

岩手県地域公共交通活性化協議会設置要綱 

（設置）  

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号。以下「法」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき、岩手県地域公共交通計画の作成及び実施に関する協

議を行うため、岩手県地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 

（協議事項）  

第２条 協議会は次に掲げる事項について、協議するものとする。  

(1) 岩手県地域公共交通計画の策定及び変更に関すること。  

(2) 岩手県地域公共交通計画の実施に関すること。  

(3) 岩手県地域公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。  

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。  

 

（組織）  

第３条 協議会の委員は、別表１に掲げる者のうちから、岩手県知事が委嘱又は任命する。  

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

３ 前項の規定について、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。  

 

（会議）  

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。  

２ 会長は、委員の互選により定める。  

３ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。  

４ 副会長は岩手県ふるさと振興部交通政策室長をもって充てる。  

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が不在のときはその職務を代

理する。  

 

（会議の運営等）  

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。  

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 委員（別表１の学識経験者を除く。）は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を

出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することによ

り、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。  

４ 協議会の決議の方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。  

５ 協議会は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な 

議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。  
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（委員以外の出席）  

第６条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことがきる。  

（地域別部会の設置）  

第７条 協議会には、第２条の各号に掲げる事項に関して、地域の実情に応じた協議等を行

うため、広域振興局の所管区域ごとに地域別部会（以下「地域別部会」という。）を設置す

る。  

 

（地域別部会の組織）  

第８条 地域別部会の委員は、別表２に掲げる者のうちから、岩手県知事が委嘱又は任命す

る。  

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

３ 前項の規定について、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。  

 

（地域別部会の会議）  

第９条 地域別部会に部会長及び部会長代理を置く。  

２ 部会長は広域振興局経営企画部企画推進課長を、部会長代理は部会長が指名する者を以

て充てる。  

３ 部会長は、地域別部会を代表し、その会務を総理する。  

４ 部会長代理は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が不在のときはそ

の職務を代理する。  

 

（地域別部会の運営等）  

第10条 第５条及び第６条の規定は、地域別部会に準用する。この場合において、第５条及

び第６条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。  

２ 地域別部会が決議した事項について協議会に報告することとし、協議会においては、そ

の報告を尊重しなければならない。  

 

（協議結果の尊重義務）  

第11条 協議会で協議が整った事項については、協議会及び地域別部会の構成員はその協議

結果を尊重しなければならない。  

 

（事務局）  

第 12 条 協議会及び地域別部会の事務局は岩手県ふるさと振興部交通政策室に置く。  
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（その他）  

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び地域別部会の運営に関し必要な事項は、

別に定める。  

 

附 則  

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。  

２ 協議会及び地域別部会の設置初年度の委員の任期は、第３条第２項の規定にかかわら

ず、平成32年３月31日までとする。ただし、協議会における市町村の委員の任期は平成31年

３月31日までとする。  

 

附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

附 則  

１ この要綱は、令和５年３月23日から施行する。  

２ 岩手県地域公共交通網形成計画の協議事項が終了するまでの間、この要綱による改正後

の要綱の規定の適用について、「岩手県地域公共交通計画」とあるのは「岩手県地域公共交

通計画及び岩手県地域公共交通網形成計画」とする。  
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別表１（第３条関係）  

 

 

別表２（第７条関係）  

 
  

・国土交通省東北運輸局  

・岩手県  

・代表市町村  

・公共交通事業者  

・公益社団法人岩手県バス協会  

・一般社団法人岩手県タクシー協会  

・岩手県交通運輸産業労働組合協議会  

・道路管理者  

・公安委員会  

・公共交通利用者  

・学識経験者  

・公益財団法人岩手県観光協会 

・国土交通省東北運輸局岩手運輸支局  

・岩手県  

・市町村  

・関係バス事業者 
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令和５年度岩手県地域公共交通計画活性化協議会 委員名簿 

 

通番 所属 課名 氏名 

1 国土交通省東北運輸局交通政策部 交通企画課長 山城 佑太 

2 盛岡市建設部交通政策課 課長 菅原 隆彦 

3 八幡平市まちづくり推進課 課長 工藤 輝樹 

4 一関市まちづくり推進部まちづくり推進課 課長 後藤 治 

5 西和賀町企画課 課長 高橋 光世 

6 陸前高田市市民協働部まちづくり推進課 市民協働部長兼まちづく

り推進課長 

山田 壮史 

7 釜石市市民生活部生活環境課 課長 二本松 史敏 

8 久慈市総合政策部地域づくり振興課 課長 橋本 直幸 

9 二戸市総合政策部政策推進課 課長 古舘 晶 

10 東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社 企画総務部 担当部長 井上 宏和 

11 三陸鉄道株式会社 旅客営業部長 橋上 和司 

12 IGR いわて銀河鉄道株式会社 企画部統括課長 成島 英史 

13 岩手県交通株式会社 乗合自動車部長 浦部 和之 

14 岩手県北自動車株式会社 乗合事業部長 八木澤 健 

15 ジェイアールバス東北株式会社 盛岡支店 支店長 田村 淳 

16 （公社）岩手県バス協会 専務理事 菅原 克也 

17 （一社）岩手県タクシー協会 専務理事 宮澤 淳 

18 岩手県交通運輸産業労働組合協議会 副議長 大坪 勝利 

19 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 調査課長 鈴木 成伸 

20 岩手県県土整備部道路環境課 総括課長 高瀬 文明 

21 岩手県警察本部交通部 参事官兼交通企画課長 南部 一成 

22 （一財）岩手県老人クラブ連合会 常務理事兼事務局長 野崎 勝 

23 岩手県高等学校 PTA 連合会 事務局長 佐藤 尚 

24 岩手大学理工学部 教授 南 正昭 

25 特定非営利活動法人いわて地域づくり支援セン

ター 

常務理事 若菜 千穂 

26 （公財）岩手県観光協会 観光振興部長 嵯峨 真理子 

27 岩手県ふるさと振興部 交通政策室長 渡辺 謙一 

28 岩手県ふるさと振興部交通政策室 地域交通課長 山田 智幸 

29 盛岡広域振興局経営企画部 特命参事兼企画推進課長 今 俊晴 

30 県南広域振興局経営企画部 企画推進課長 千田 志保 

31 沿岸広域振興局経営企画部 企画推進課長 髙橋 ゆかり 

32 県北広域振興局経営企画部 企画推進課長兼復興推進

課長 

山本 章博 
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